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障がい者制度改革推進会議 御中

2010年 6月 7日

構成員 竹 下 義 樹

障がい児教育における統合された環境の下でのインクルーシブ教育の実現を

1 視覚障がい児童・生徒の教育を原則として盲学校で行うとする考え方には

無理があります。

ア これまでも盲学校での教育を拒否し、地域における普通学校での統合教

育を求める声が数多く出され、全国で実現しています。

イ 盲学校における特別支援教育は生徒数が極端に減少し、同級生が 1名 な

いし数名という学級がほとんどとなっています。そのため、教育本来の環・

境であるべき「ともに学ぶ」という条件が喪失しています。盲学校は、互

いに影響し合い、切磋琢磨するという学級単位での教育環境が成り立たな

くなつているのです:

ウ 盲学校に赴任した教員は、たとえ点字についての研修を受けるとしても

「にわか仕込み」の学習でしかなく、子どもたちのニーズに十分かつ的確

に応えるための点字能力、心理面における配慮ができる教員が配置されて

いるとは言えない状況となつています。

2 これに対し、地域の普通学校において統合教育を実施するうえで弊害とな

る要素はないと言い切つてよいと思います。

ア これまでの実績において統合教育を受けた視覚障がい児童・生徒が数多

く存在し、十分な発達と成長を遂げています。

イ 諸外国においても、視覚障がい児童・生徒に対する統合教育が確立され

ています。                           ・́

ウ 地域の普通学校において、点字力や視覚障がいに対する心理的側面を十

分に把握している教員を育てることは十分に可能です。また、そうした専

門性を有する教員を統合教育が実施されている学校に必要に応じて派遣す

ることによって地域での特別支援教育を保障することも可能です。

3 以上の点からすれば、視覚障がい児童・生徒に対する普通教育及び高等教

育は、原則として地域における普通学校における統合教育として保障される

べきであり、例外として本人または保護者の希望によつて盲学校 (視覚特別

支援学校)での分離教育が提供されるものとすれば弊害は何ら生じないもの

と考えます。
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2010年 6月 1日

障がい者制度改革推進会議

小川榮一議長殿

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会構成員一同

要望書

障がい者制度改革推進会議のもとに設置された総合福祉部会において、「障害者総合福祉

法 (仮称)の実施 (制定)以前に早急に対応を要する課題」について、 4月 の部会立ち上

げ以降、本 日まで議論が進められてきた。

しかし、そ うした議論をまとめている最中にもかかわらず障害者 自立支援法の一部改正

が情報提供 もなく進められたことに対して、部会構成員一同は強い遺憾の意を表すととも

に、推進会議並びに本部会の議論が尊重 されるよう、推進本部に意見を上げていただきた

い。

以上
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はじめに

.序
“Nothing about us without us"{私 たち抜きに私たちのことを

決めるな)は、「障害者の権利に関する条約 (仮称)」 (以下「障

害者権利条約」という。)策定の過程において、すべての障害者の

共通の思いを示すものとして使用された。これは、障害者が一般社

会か ら保護される無力な存在 とされ、自分の人生を自らが選択 し、

自らが決定することが許されなかった障害者の共通の経験を背景

としている。そして、一般社会による保護的支配からの脱却と普通

の市民としての権利を持つ人間であることを強く訴えるものであ

つた。

しか し、このような障害者のあたりまえの思いを一般社会が受け

入れるまでには、長い歴史の時間を要 した。日本においても、戦前

の国民優生法 (1940)を 戦後に強化した優生保護法 (1948)が「優

生上の見地か ら不良な子孫の出生を防止する」という目的を掲げ、

強制的な不妊・断種手術が障害者を始め 1万 6千人以上に対 して実

施された。まさに障害者が本来あつてはならない存在であることを

国家が法律で規定 していたのである。同法の優生条項が削除され、

母体保護法となったのはようや く 1996年 であつた。

障害者に関連する施策が徐々に進展 してきたことは事実である。

しか し、依然として、日本の障害者は、多くが貧困層に属 し、本人

が希望する地域での普通の生活を許されずに施設や病院で一生を

過ごす人も数多く存在する。およそ 1世紀も前に、精神科医の呉秀

三は日本の精神障害者の置かれた状態を「此病ヲ受ケタルノ不幸ノ

外二、此邦二生レタルノ不幸ヲ重ヌルモノ ト云フベシ」と述べてい

るが、その状態は時代の進歩を経た現在においても基本的には変つ

ていない。障害者に一般市民以下の生活と無権利状態をもたらして

いる私たちの社会の認識と国家の政策をどう変えるのか、そしてこ

のような社会の在 り方が障害者の現在の状態を生み出 している状

況をどのように転換していけるか、まさにその大きな変革 (Change)

が求められている。

戦後、日本の障害者に関連する法制度は日本国憲法が保障する社

会権を基盤としながら順次整備されてきたが、自由権を基盤とする

権利を保障する法律は皆無に近い。その結果、社会権を基盤とする

サー ビスは自由権的基盤を有 しない無権利性と、自由権そのものを

侵害 しかねない一般社会か らの排除ないし隔離的傾向をもた らし

ている。障害者権利条約の視点に立ち、自由権と社会権の枠組みを

越え、市民との平等を基礎 とした人権法に向けたパラダイムの転換
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が求め られている。

そ うしたパラダイムの転換があつてこそ、社会権を基盤とするサ

ー ビス も真に障害者のニーズに基づ く形で提供 されるようになる

とともに、その充実にもつながる。福祉・医療・教育などの社会権

の実現は、依然として自己責任や家族依存の色彩を強 く残 し、質的

にも量的にも不十分である。今後は障害児・者が個人として尊重さ

れ、差別な く平等に地域社会の一員であることが認められることが

政策 目標 とされなければならない。

今、世界の障害者は、障害者権利条約の策定過程への参画 (決定

権 を持つ参加)を通 して、自らの存在を示すとともに、障害種別を

超えた連帯による変革の可能性を明らかにした。障害者権利条約は、

障害関連の政策決定過程に障害者 自身の参画を求めている。それは

障害者の主体的な参画と、政府及び一般社会との新たなる関係と協

働の創造 こそが、障害者 自身を含む社会のすべての人の意識 と制度

を大き く変える原動力だか らである。障害者を含む、あらゆる人の

参画によつて、私たちの社会は一層、本当の意味で豊かで、個人や

集団の違い・多様性を尊重する、真に創造的で活力ある社会 となる

ことができると、私たちは確信 している。

2009年 9月 に誕生 した民主党を中心とする政権は、この障害者権

利条約の趣旨に即 して、障害者の制度改革の新たな枠組み として、

「障がい者制度改革推進本部」の下に「障がい者制度改革推進会議」

(以下「推進会議」という。)を設置 し、障害者 とその関係者を中

心 とした改革のためのエンジン部隊を用意 した。

私たちは、かつてないこのような画期的な推進会議の一員として

制度改革の重責を自覚 し、本年 1月 より関連する制度全般にわたつ

て各回 4時間を超える議論を全 14回 にわたって重ねてきた。

ここに提示する第一次意見書は、私たちの総意 として日本の障害

者制度の諸課題について、その改革の基本的方向を示したものであ

る。

2.国 際動向と障害者権利条約

1)世界人権宣言と条約化の背景

国際連合は、人権が保障 されることが平和の礎 として極めて重要

であることを確認′して、戦後いち早 く世界人権宣言 (1948)を 発 し、

以後、人種差別撤廃条約 (1965)、 経済的、社会的及び文化的権利

に関す る国際規約 (1966)、 市民的及び政治的権利に関する国際規

約 (1966)、 女子差別撤廃条約 (1979)、 拷間等禁止条約 (1984)、

児童の権利条約 (1989)等 の条約を採択 し、各国に締結を求めた。
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2)障害に関連 した国際連合の動き

これ らの人権条約の中で最初に障害に基づく差別を禁止 したのは

児童の権利条約であつたが、国際連合は 1970年代から障害問題に注

意を向け、精神遅滞者の権利宣言 (1971)、 障害者の権利宣言 (1975)

を出し、さらに、障害者の「完全参加と平等」の実現を目指 して、

1981年 を「国際障害者年」とし、1982年 には「障害者に関する世界

行動計画」を採択 し、1983年 には 1992年 までを「国連障害者の十

年」と宣言 して各国に、同行動計画の実施を求めた。
「国連障害者の十年」の中間年 (1987)に は専門家会議が開かれ、

法的拘束力のある障害者差別撤廃条約の必要性を訴えた。これを受

けてなされたイタリア (1987)お よびスウェーデン (1989)の 条約

化に向けた提案は、いずれも国連総会で合意が得られなかったが、
これ らの動きは障害者の機会均等化に関する基準規則 (1993)に 結

実 した。

3)障害に関連 した諸外国の動き

アメリカでは、1973年 に連邦ないし連邦から補助を受けている団

体による差別を禁止するリハ ビリテーション法 504条が追加され、

1975年 には統合教育を基本とする全障害児教育法が制定されるな

ど、障害者に関連する様々な権利法の制定を経て、1990年 には合理

的配慮を明文として掲げた法律である「障害のあるアメリカ人法」

(ADA)が制定された。この ADAは 、その後、オース トラリアやイギ

リスをはじめ、多 くの国の差別禁止法の制定に貢献することになつ

た。

これらの各国の動向は、1999年 の障害者に対するあらゆる形態の

差別の撤廃に関する米州条約の採択、さらには 2000年の雇用及び職

業における均等待遇のための一般的枠組を確立する EC2000年 78号
閣僚理事会指令などにも結実 し、このような世界的な動向が障害者

権利条約策定の背景となった。

4)障害者権利条約

障害者権利条約は、2001年 メキシコのビセンテ・フォックス大統

領の提案を機に以後 2002年 から 2006年 まで 1回 の作業部会と8回
にわたる委員会とが開催され、2006年 12月 に第 61回 国連総会で採

択され、2008年 5月 には発効 した。

「障害者の権利に関する条約 (Convention on the Rights of

Persons with Disabilities)」 は、前文、本文 50ケ条及び末文か

ら成る。なお、この条約と同時に採択された、個人通報制度等に関
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する「障害者の権利に関する条約選択議定書 (Optional Protocol to

the Convention On the Rights of Persons with Disabilities)」

は、前文、本文 18ケ 条及び末文から成る。 ・

この条約の特徴は、 “Nothing about us without us"の スローガ

ンに象徴 されるように、その制定過程に障害当事者 を始めとする障

害関連団体が参画 したことである6さ らに、非差別・平等を基調 と

し自由権 と社会権を包括 していることである。

この条約の目指すところは、障害者の実質的な権利享有上の格差

を埋め、保護の客体で しかなかつた障害者を権利の主体へとその地

位の転換を図 り、インクルーシブな共生社会を創造することである。

障害者権利条約は、前文に引き続き 9ケ条の総則規定を設けてい

るが、この中で条約の原則 として、以下の内容が盛 り込まれている。
・ 固有の尊厳、個人の 自律 (自 ら選択する自由を含む。 )

及び人の自立に対する尊重

・ 非差別
0 社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン
ロ 差異の尊重、並びに人間の多様性の一環及び人類の一員

としての障害のある人の受容
0 機会の平等

・ アクセシビリティ

・ 男女の平等

・ 障害のある子どもの発達 しつつある能力の尊重、及び障

害のある子 どもがそのアイデンティティを保持する権利

の尊重

その上で、21ケ条の各則規定を設け、個別の人権 を幅広く規定 し

ている。さらに、条約実施 を担保する国内的、国際的モニタリング、

国際協力等についての規定を設け、最後に、条約の効力発生等の規

定が設けられている。

日本は、2007年 9月 に条約に署名 したが締結には至つておらず、

後述するように、現在、同条約の締結に必要な国内法の整備を始め

とする障害者に係る制度の集中的な改革に取り組んでいるところで

ある。同条約の締結に際 し策定 される日本語正文には、この条約の

趣旨・ 目的に照らし、条約で示 された障害者の人権 とその確保のた

めの締約国の義務を明確に表現するものとすべきである。

3.障害者制度改革

1)障害者制度改革に向けた動 き

障害者権利条約の策定に深 く関わつた日本障害フォーラム (JDF)
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は、策定段階から各省庁との意見交換などを通 して、この条約の締

結に際 して必要とされる国内法制全般にわたる改革を申し入れてき

た。

障害者権利条約の締結に関して必要とされる措置につき、具体的

な検討を明らかにしたものとして、厚生労働省職業安定局高齢 口障

害者雇用対策部長のもとで 2008年 4月 から始まつた「労働・雇用分

野における障害者障害者権利条約への対応の在 り方に関する研究

会」による差別禁止を含めた条約対応へ`の在 り方に関する議論、及

び障害者施策推進本部の下に置かれた障害者施策推進課長会議にお

いて、2008年 12月 、障害者基本法に「合理的配慮の否定」が差別

に含まれることを明記するとともに、中央障害者施策推進協議会に
ついて監視等の所掌事務を追加するとの結論を出したことが挙げら

れる。

また、文部科学省においても 2008年 8月 より「特別支援教育の推

進に関する調査研究協力者会議」の中で、合理的配慮やインクルー

シブ教育についても議論された。

このような状況の中で、2009年 3月 、日本障害フォーラムは拙速

な条約の締結に反対の意を表明し、条約の実施を担保するに足る法

制度の変革を求めた。一方、当時の野党であった民主党が 2009年 4

月に提出 した「障がい者制度改革推進法案」は衆議院の解散により

廃案となつた。

その後、同年 9月 に成立 した新政権の下で、12月 「障がい者制度

改革推進本部」が閣議決定により発足 した。

関連 した重要な動きとして、2010年 1月 7日 の障害者自立支援法

違憲訴訟原告団・弁護団と国 (厚 生労働省)と の基本合意がある。

同合意には、障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定が明記され

ているほか、障がい者制度改革推進本部における「障害者の参画の

下」の「十分な議論」を行うことを求めている。

2)障害者制度改革に関する審議の経過

2009年 12月 、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始

めとする障害者に係る制度の集中的な改革を行い、関係行政機関相

互間の緊密な連携を確保 しつつ、障害者施策の総合的かつ効果的な

推進を図るため、内閣に「障がい者制度改革推進本部」が設置され

た。           ′

さらに、同本部の下に、障害者施策の推進に関する事項について

意見を求めるため、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する

者及び学識経験者等からなる「推進会議」が開催 されることとなっ

た。
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推進会議は 2010年 1月 から審議を開始 し、障害者基本法の抜本改

正、障害者差別禁止法制の制定、総合福祉法の創設に向け、障害者

の雇用、教育、医療、司法手続、政治参加等の各分野及び「障害」

の表記、予算確保に関する課題等について幅広 く審議 を行うととも

に、関係する民間団体や所管府省か らの ヒアリング等、計 14回 にわ

た り精力的に審議を行 つてきた。

なお、同年 4月 か ら推進会議の下に「障がい者制度改革推進会議

総合福祉部会」 (以 下「総合福祉部会」 という。)を 設け、障害者

に係る総合的な福祉法制となる「障害者総合福祉法」 (仮 称)の 制

定に向けた検討に着手 しているところであり、障害児・者の実態調

査にも取 り組むほか、改革が必要な他の分野についても、今後、推

進会議の下に部会等を設け検討を進めていく予定である。

このたび、推進会議における これまでの議論を踏まえ、障害者制

度改革の基本的な方向について第一次意見として取 りまとめたも

のが本意見書である。

‖ 障害者制度改革の基本的考え方

障害者権利条約の締結に向け、国内法制 をその理念・趣旨に沿 う形

で整備するとともに、日本が目指すべき社会である、障害の有無にか

かわらず、それぞれの個性の差異 と多様性が尊重され、それぞれの人

格を認め合 う「共生社会」を実現することを目的とし、制度改革を進

めるに当たっての基本的な考え方は次のとおりとする。

1.「権利の主体」たる社会の一員

すべての障害者を、福祉・医療等を中心とした「施策の客体」に

留めることな く、「権利の主体」たる社会の一員としてその責任を

分担 し、必要な支援を受けなが ら、自らの決定 D選択に基づき、社

会のあらゆる分野の活動に参加、参画する主体 としてとらえる。

2.「差別」のない社会づ くり

何人も障害を理由とする差別を受けない権利を有することを確認

するとともに、差別の禁止や権利の侵害か ら救済を受ける法制度を

構築 し、差別のない社会づくりを目指すものとする。なお、差別に

は合理的配慮が提供されない場合 も含むものとする。また、女性で

あることによって複合的差別を受けるおそれのある障害のある女性

の基本的人権に配慮する。

3.「社会モデル」的観点からの新たな位置付け
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障害者が 日常生活又は社会生活において受ける制限は、様々な社

会環境 との相互作用や社会との関係性のあり方によって生ずるもの

であるという「社会モデル」的認識を踏まえ障害の捉え方や障害者
の範囲、障害者への各種支援制度等を見直すとともに、障害者の日

常生活及び社会生活のあらゆる分野への参加を可能かつ容易にする

ため、公共的施設、輸送機関、情報通信等の社会環境の改善を図る。

4.「 地域生活」を可能とするための支援

すべての障害者が家族への依存か ら脱却 し、自ら選択 した地域に

おいて自立 した生活を営む権利を有することを確認するとともに、

その実現のための支援制度の構築を目指す。制度の構築にあたって

は、地域間格差が生 じないよう十分に留意する。

5。 「共生社会」の実現

障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計

画的に推進 し、もつて障害者への支援と人権の確保を図ることによ

り、障害の有無にかかわらず、それぞれの個性の差異 と多様性が尊
重され、それぞれの人格を認め合 う共生社会の実現を図る。

Ⅲ 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方

‖の基本的考え方を踏まえ、障害者制度改革の基本的方向と今後の進
め方については次のとおりとする。

1.全体的な当面の進め方

1)平成 22年 内の進め方

・ 推進会議は、第一次意見を基に、障害者基本法の抜本改正を

始め、改革が必要な分野について個別に部会や作業チーム等を

設け、分野別課題の検討に着手する。

また、推進会議は、改革の推進体制、モニタリング機関の在

り方、これまで議論していない事項を含め各分野において更に

検討すべき課題等の事項について引き続き議論を行い、平成 22

年秋か ら年末を目途に、制度改革の重要方針に関する第二次意

見を取 りまとめる。

・ 政府は、第一次意見を踏まえ、速やかに制度改革の方向性を

決定するとともに、第二次意見を踏まえ、制度改革の重要方針

を決定すべきである。

-9-



2)平成 23年 以降の進め方

・ 政府は、制度改革の重要方針に基づき、障害者基本法の抜本

改正や制度改革の推進体制等に関する法律案を平成 23年 の常会

に提出すべきである。

推進会議は、改革集中期間※内において、改革が必要な分野の

制度・施策の在 り方や次期障害者基本計画の在 り方 口方向性等

を具体化するため、部会・作業チーム等での議論を踏まえ、必

要に応 じ政府に対する意見提出を行つていくこととする。

上記の法律案が成立 し、施行 された後は、 3.の 1)-2に
おいて後述する、推進会議の機能を継承する審議会組織におい

て、検討すべき課題について引き続き議論を行い、必要に応 じ

政府に対する意見提出等を行 つていくべきである。

2.基礎的な課題における改革の方向性

1)地域で暮 らす権利の保障とインクルーシブな社会の構築

国際障害者年以降、ノーマライゼーシヨンの理念が 日本にも紹

介され、地域福祉が進んできた ことは事実であるが、社会一般と

は異なる生活 をしている障害者が依然として多 くいる。障害に応

じたきめ細やかな支援が必要であることはもちろんであるが、そ

れは、限 りな く一般社会生活に近い形で提供されなければならず、

一般の社会生活とは異なる生活形態を強いられ、社会か ら分離・

排除されてはならない。

こうした観点から、教育、福祉、医療等における制度設計に当

たつては、分離や排除の傾向や地域間格差を限 りなく取 り除き、

誰もが有する地域で暮 らす権利 を実現するため、地域移行や地域

生活支援の充実を柱に据えた施策を展開 してい くことが求めら

れる。また、そのために必要な財源を確保 し、財政上の措置を講

ずるべ きである。

2)障害の捉え方 (1)                   ′

障害の捉え方について世界保健機関 (WHO)が 提唱 した国際障害

分類が、環境 との相互作用によるものとする生活機能分類 (ICF)

※

年

「改革集中期 間」は、

12月 8日 閣議決 定 )

「障がい者制度改革推進本部の設置についてJ(平 成 21

に定める「障害者の制度に係る改革の集中期間Jを いう。
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に改められ、また、障害者権利条約では、より社会モデルに近い

捉え方が示されている。

社会モデルは、障害という属性を有する人をありのままで受け

入れようとしない社会の有 り様そのものを問うものである。

こうした障害の捉え方は、障害者施策全般に及ばなければなら

ず、よ り根本的には国民全体の意識変革に結びつかなければ、真

の共生社会の実現には至らない。

3)障害の定義

障害の捉え方は障害の定義に影響を及ぼし、障害の定義は障害

の種類、範囲、障害者の総数、障害者施策の内容や対象を画する

ものとなる。

医学モデルによると障害の原因となる疾患や症状とその程度に

よつて障害が規定され、それをもとに障害者施策の内容や対象範

囲が限定されることになるが、社会モデルによると疾患や症状を

有す、る、あるいは有するものとみなされる人々が負うところの社

会的不利の種類やその程度に応 じて障害が規定されることにな

る。

また、障害の定義は障害者施策の入 り口を画する機能を有する

疾患や症状の違いにかかわ らずサービスを必要としている障害者

をあまね く含めることが重要である。

こうした観点か ら、障害者基本法やその他の法制における諸定

義は見直すことが求められる。

4)差別の定義

これまでの社会は、障害者に対する社会の異なる取扱は、個人

の障害に起因するものとして、平等な社会参加を困難にするもの

であつても、これを差別であるとは認識 してこなかつた。しか し、
「障害のある人もない人も共に暮 らしやすい千葉県づくり条例」

制定に向けて行つた千葉県の差別事例の募集や内閣府の調査によ

つても、きわめて多くの差別事象が存在 し、救済されることなく

放置されている実態が明らかとなった。

こうした実態からすると、障害者に対する差別の定義 (合理的

配慮を提供 しないことを含む。)を 明らかにし、新たに策定され

る障害者差別禁止法制に取 り込むだけでなく、既存の法律に散在

する差別禁止条項にも障害に基づく差別禁止を盛 り込むことが求

められる。

5)言語・ コミュニケーションの保障
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6)

これまで、手話や要約筆記、指点字等を含めた多様な言語の選

択、コミュニケーションの手段を保障することの重要性及び必要

性は省み られ ることが少なかったため、それ らの明確な定義を伴

う法制度が求め られる。

虐待のない社会づくり

障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を著 しく侵 し、その自立

及び社会参加 に深刻な影響を与えるものであり、障害者の人権擁

護の観点か ら、障害者に対する虐待の防止、虐待を受けた障害者

に対する救済等を目的とする法制度の構築が求められる。

障害の表記

「障害」の表記については、「障害」のほか、「障がい」「障碍」ヽ
「しょうがい」等の様々な見解があることを踏まえ、推進会議と

しては、今後 とも、学識経験者等の意見を聴取するとともに、国

民各層における議論の動向を見守 りつつ、それぞれの考え方を整

理するなど、引き続き審議を行 う。

実態調査

障害者にかかわる制度設計は、障害者及びその家族の実態に

基づいて行 うことが求め られる。

3.横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方

1)_1 障害者基本法の抜本的改正

障害者基本法は、もともと心身障害者対策基本法を出発点とし

ており、改正後も障害者施策の基本を定めるという枠組みを出る

ものではない。     ヽ

しか し、障害者権利条約で示された障害者の人権とその確保の

ための締約国の義務履行を担保する受け皿として、障害者基本法

を抜本改正 して社会権や 自由権を実現するための基本法として位

置付け、障害者の人権を確保するための諸施策を規定すべきであ

る。

具体的には、制度の谷間を生まない包括的な障害の定義、合理

的配慮を提供 しないことが差別であることを含む差別の定義、手

話及びその他の非音声言語が言語であること、障害ゆえに侵され

やすい基本的人権などを総則で確認すべきである。

また、人権の確保、障害のある女性が複合的差別を受けやすい

状況、及び、障害のある子どもが自らその権利を確保することに

7)

8)
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困難を抱えている状況に配慮するといった観点から、既存の諸施

策に関する規定を見直すべきである。

さらに、政治参加や国際協力等の現行法の規定にない施策分野
について新たな規定を追加することを検討すべきである。

また、改革期間終了後、障害者権利条約の実施状況の監視を始

めとした次の機能を担う審議会組織をいわゆるモニタリング機

関として法的に位置付けることを検討すべきである。

O所掌事務

障害者施策の推進に係る調査審議、障害者施策の実施状況の監

視 (モ ニタリング)等
O権限

関係各大臣等に対する勧告、資料提出要求 等

1)-2 改革集中期間における推進体制

改革集中期間内における改革の推進等のため、中央障害者施策推

進協議会及び推進会議を発展的に改組 し、障害当事者、学識経験者

等で構成する、次の機能を担 う審議会組織を新たに内閣府に設置す
べきである。

なお、改革集中期間終了後に、同組織は、前出のモニタリング機

関へ と改組されるべきである。

○所掌事務

障害者制度の集中的な改革の推進、障害者施策の推進に係る調

査審議、障害者施策の実施状況の監視 等

O権限

関係各大臣等に対する勧告、資料提出要求 等

(今 後の進め方 )

推進会議又は作業チームによる検討を経て、平成 22年 内に取

りまとめを予定する第二次意見を踏まえ、政府は平成 23年 の常会
への法案提出を目指すべきである。

2)「障害を理由とする差別の禁止法」 (仮 称)等の制定

あらゆる分野における差別類型を明らかにしてこれを包括的に

禁止 し、また、これらの人権被害を受けた場合の救済等を目的と

した「障害を理由とする差別の禁止法」 (仮 称)(以下「障害者

差別禁止法」という。)の制定に向けた検討を進める。検討に当
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たつては、現在検討中の人権救済制度の検討状況にも留意するも

のとする。なお、差別禁止の検討に併せて、障害者制度改革の推

進に必要な他の関係法律を一括 して整備するための法案の検討も

行 うものとする。

また、政府は、障害を理由とする差別を防止するため、当該差

別に該当するおそれのあるものについて事例収集を行い、その結

果を公表すべ きである。

(今 後の進め方 )

本年夏頃に、推進会議の下に「差別禁止部会」 (仮 称)を 設け、

障害者差別禁止法の制定に向けた検討 (※ )を開始 し、平成 24年

末を目途にその結論を得る。これを受けて、政府は 25年 の常会ヘ

の法案提出を目指すべきである。併せて、現在検討中の人権救済

制度に関する法律案についても、早急に提出できるよう検討すべ

きである。

※ 労働及び雇用、教育、建物利用 口交通アクセス等の各分野に

おける合理的配慮の内容等についての検討も行 う。

3)「障害者総合福祉法」 (仮 称)の制定

現行の障害者 自立支援法を廃止 して、新たな障害者総合福祉法

(仮 称)を 制定する。

この制定に当たつては、制度の谷間を生まない障害の定義のも

とに、すべての障害者が地域において自立した生活を営むことが

できる制度構築を目指すべきである。具体的には、医学モデルに

偏 つた障害程度区分を見直す とともに応益負担を廃止 し、一人一

人のニーズに基づいた地域生活支援体系を整備 し、最重度であつ

ても、どの地域であつても安心 して暮 らせる、24時 間介助制度を

始めとするサー ビスを提供するものとする。そのためにも、入所

者・入院者の地域移行を可能とする仕組みを整備するもの とする。

(今 後の進め方 )

本年 4月 か ら推進会議の下に「総合福祉部会」を設けたところ

である。当面対応が必要な課題について、同部会において整理さ

れた意見を踏まえ、政府は必要な対応策を講ずるべきである。同

部会では、推進会議における大枠の議論の枠内で、障害者に係る

総合的な福祉法制である「障害者総合福祉法」 (仮 称)の制定に

向けた検討に着手 しているところであ り、平成 23年 夏から秋まで

を目途に結論 を得る。これを受けて、政府は、24年 の常会への法
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案提出、25年 8月 までの施行を目指すべきである。

4.個別分野における基本的方向と今後の進め方

以下の各個別分野については、推進会議の問題認識を踏まえて改

革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討過程や

次期障害者基本計画の策定時期等も踏まえた改革の工程表を示 し

ていくべきであり、事項ごとに関係府省において検討を進め、所要
の期間内に結論を得て、必要な措置を講ずるべきである。

1)労働及び雇用

(推進会議の問題認識)

障害者が地域において自立した生活を営み、よリー層社会参加ができ

るようにするためには、他と等しく障害者が職業等を選択でき、働 く機

会が確保されるとともに、多様で利用可能な労働条件 0環境が整備され

ることが不可欠である。

【障害者の雇用の促進】

現状において障害者の雇用状況は、障害者雇用促進法に基づく法定雇

用率を達成している企業が全体の半数に満たないなど、厳しい状況にあ

り、また、障害の種別 日程度によって職域や雇用義務の有無、さらには

雇用の機会等に格差がある等、障害者の雇用の促進を図るために大幅な

改善が求められている。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 現行制度における「障害者」の範囲については、就労の困難さに視

点をお〈社会モデルの観点に立ち、その認定に係る制度の仕組みを含

め見直す方向で検討する。

口 障害者雇用率制度 (法定雇用率の水準、ダブルカウント制、特例子

会社制度等)、 障害者雇用納付金制度 (納付金の額、助成金の対象と

期間等)等については、雇用の促進と平等な取扱いという視点からそ

の在り方を検証した上で、積極的差別是正措置としてより実効性のあ

る具体的方策を検討する。

・ 精神障害者は雇用義務の対象となっていない等の障害種別による雇

用義務の格差を是正し、すべての障害者がその種別にかかわらず同程

度に雇用機会や労働条件が確保されるよう、必要な措置を講ずる。
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【厚 生 労働省】

【福祉的就労に従事する障害者に対する支援】

福祉的就労に就いている障害者の月額工賃は平均して約一万三千円程

度であり、地域で自立 した生活を送るには困難な低水準にあるほか、労

働法規で定められているような措置の対象とならない場合がある等の間

題がある。 このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 福祉的就労の在 り方について、労働法規の適用も含め、雇用施策に

おける位置付けを検討するとともに、いわゆる「最低賃金減額特例措

置」については、賃金補填等の所得保障に係る新制度との整合性を図

った上で、重度障害者の雇用の確保に留意 しつつ、当該措置の適用の

在 り方について検討する。また、就労継続支援や就労移行支援の対象

となる「障害者」の範囲や利用者負担等の問題については、総合福祉

部会等において検討する。

・ 障害者も障害のない人も対等な立場で一緒に働くことができる形態

の職場を設置 している者に対し、その運営に要する賃金を含む経費の

一部を補填するいわゆる「社会的事業所」について、地方公共団体に

おける先進的な取組を参考にしつつ、その一層の普及がされるよう必

要な措置を講ずる。併せて、障害者に多様な就労機会を提供するため

、「協同労働の協同組合」等の仕組みの構築等必要な措置を講ずる。

【厚生 労 働 省】

・ 国等の物品、役務等の調達に関し、障害者就労施設等の受注の機会

の増大を図るため、国等が障害者就労施設等から物品等を優先的に調

達することも含め、具体的方策を講ずる。

【厚生労働省・財務省 0総務省】

【職場における合理的配慮や必要な支援の整備】

障害者が自らの能力を最大限に発揮 し、障害のない者と同様に安全か

つ健康的な労働環境を確保するためには、障害を理由とする差別が禁止

され、職場において必要な合理的配慮や支援がなされる必要がある。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 厚生労働省において、現在検討中である障害者雇用促進法の見直し
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の議論の中で、障害を理由とする差別の禁止、事業主への合理的配慮

の義務付け及びその取組を容易にするための助成や技術的支援、合理

的配慮に関する労使間の紛争解決手続の整備等の職場における合理的

配慮を確保するための具体的方策について、推進会議等の議論も踏ま

え引き続き検討を行う。

・ 障害者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、コミュニケー

ション支援 (手 話通訳、要約筆記等)、 ジョブコーチ等の職場に

おける支援の在 り方については、既存の助成制度も含め、障害者

雇用促進法の見直 しの議論及び平成23年 末を目途に得 られる総合

福祉部会等の検討結果 を踏まえ、法制化を含めた必要な措置を講

ずる。

【厚生労働省】

(政府に求 め る今後 の取組 に関す る意見 )

○ 障害者雇用促進制度における「障害者」の範囲について、就労の困難

さに視点を置いて見直すことについて検討し、平成 24年 度内にその結論

を得る。

○ 障害者雇用率制度について、雇用の促進と平等な取扱いという視点か

ら、いわゆるダブルカウント制度の有効性について平成 22年度内に検証

するとともに、精神障害者の雇用義務化を図ることを含め、積極的差別

是正措置としてより実効性のある具体的方策を検討し、平成 24年度内に

結論を得る。

○  いわゆる福祉的就労の在り方について、労働法規の適用と工賃の水準

等を含めて、推進会議の意見を踏まえるとともに、総合福祉部会におけ

る議論との整合性を図りつつ検討し、平成 23年内にその結論を得る。

○ 国及び地方公共団体における物品、役務等の調達に関 し、適正で

効率的な調達の実施 という現行制度の考え方の下で、障害者就労施

設等に対する発注拡大に努めることとし、調達に際 しての評価の在

り方等の面か ら、障害者の雇用・就業の促進に資する具体的方策に

ついて必要な検討を行 う。

○ 労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、職場にお

ける合理的配慮の提供を確保するための措置、これらに関する労使
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間の紛争解決手続の整備等の具体的方策について検討を行い、平成

24年 度内を目途にその結論を得る。

○ 障害者に対する通勤支援、身体介助、

の職場における支援の在 り方について、

る総合福祉部会の検討結果等を踏まえ、

2)教育

(推進会議の問題認識 )

障害者権利条約においては、あらゆる教育段階において、障害者に

つてインクルー シブな教育制度を確保することが必要とされてい

障害の有無にかかわ らず、それぞれの個性の差異と多様性が尊重

され、それぞれの人格を認め合う共生社会の構築に向け、学校教育の

果たす役割は大きい。人間の多様性を尊重 しつつ、精神的・身体的な

能力を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加する

との 目的の下、障害者 と障害のない者が差別を受けることな く、共に

生活 し、共に学ぶ教育 (イ ンクルーシブ教育)を 実現することは、互

いの多様性を認め合い、尊重する土壌 を形成 し、障害者のみならず、

障害のない人にとっても生きる力を育むことにつながる。

また、義務教育だけでな く、就学前の教育、高校や大学における教

育及び就労に向けた職業教育や能力開発のための技術教育等について

も、教育の機会均等が保障されなければならない。

なお、現行の教育基本法の第 4条第 1項 の教育上差別されない例示

に「障害」が明記 されていないところであり、「障害」が除かれる趣

旨ではないものの、今後明文化することも検討すべきである。

【地域における就学と合理的配慮の確保】

日本における障害者に対する公教育は、特別支援教育によることに

なつており、就学先や就学形態の決定に当たってはt制 度上、保護者

の意見聴取の義務はあるものの、本人・保護者の同意を必ず しも前提

とせず、教育委員会が行 う仕組みであり、本人・保護者にとってそれ

らの決定に当たつて自らの希望や選択を法的に保障する仕組みが確保

されていない。

また、特別支援学校は、本人が生活する地域にないことも多く、そ

のことが幼少の頃か ら地域社会における同年齢の子どもと育つ生活の

機会 を失わせた り、通常にはない負担や生活を本人・保護者に求めた

り、地域の子 どもたちか ら分離される要因ともなっている。

障害者が地域の学校に就学 し、多大な負担 (保護者の付き添いが求

職場介助、ジョブコーチ等

平成 23年内を目途に得られ

必要な措置を講ずる。

と

る
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められた り、本人が授業やそれ以外の教育活動に参加 しにくいまま放

置される等)を求められることな く、その学校において適切な教育を

受けることを保障するためには、教育内容・方法の工夫、学習評価の

在 り方の見直 し、教員の加配、通訳・介助者等の配置、施設・設備の

整備、拡大文字・点字等の用意等の必要な合理的配慮と支援が不可欠
である。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 障害の有無にかかわ らず、すべての子どもは地域の小・中学校に

就学 し、かつ通常の学級に在籍することを原則とし、本人・保護者
が望む場合のほか、盲人、ろう者又は盲ろう者にとって最も適切な

言語やコミュニケーションの環境を必要 とする場合には、特別支援

学校に就学 し、又は特別支援学級に在籍することができる制度へと

改める。

・ 特別支援学校に就学先を決定する場合及び特別支援学級への在籍

を決定する場合や、就学先における必要な合理的配慮及び支援の内

容の決定に当たつては、本人・保護者、学校、学校設置者の三者の

合意を義務付ける仕組みとする。また、合意が得られない場合には、

インクルーシブ教育を推進する専門家及び障害当事者 らによって構
成される第二者機関による調整を求めることができる仕組みを設け

る。

・ 障害者が小・中学校等 (と りわけ通常の学級)に 就学 した場合に、

当該学校が必要な合理的配慮として支援を講ずる。当該学校の設置

者は、追加的な教職員配置や施設・設備の整備等の条件整備を行う
ために計画的に必要な措置を講ずる。

【文部科学省】

【学校教育における多様なコミュニケーション手段の保障】

障害者の人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力を可

能な限 り発達させるためには、教育が本人にとつて最も適当な言語並

びにコミュニケーションの形態及び手段によって行うことが確保され

なければならない。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 手話・点字・要約筆記等による教育、発達障害、知的障害等の子

どもの特性に応 じた教育を実現するため、手話に通 じたろう者を含

む教員や点字に通 じた視覚障害者を含む教員、手話通訳者、要約筆
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記者等の確保や、教員の専門性向上に必要な措置を講ずる。

・ 教育現場において、あらゆる障害の特性に応 じたコミュニケーシ

ョン手段を確保するため、教育方法の工夫・改善等必要な措置を講

ずる。

【文部科学省】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

○ 障害のある子 どもが障害のない子どもと共に教育を受けるという

障害者権利条約のインクルーシブ教育システム構築の理念を踏まえ、

体制面、財政面も含めた教育制度の在 り方について、平成 22年度内

に障害者基本法の改正にもかかわる制度改革の基本的方向性につい

ての結論を得るべ く検討を行 う。

○ 手話・点字等による教育、発達障害、知的障害等の子どもの特性に

応 じた教育を実現するため、手話に通 じたろう者を含む教員や点字に

通 じた視覚障害者 を含む教員等の確保や、教員の専門性向上のための

具体的方策の検討の在 り方について、平成 24年 内を目途にその基本

的方向性についての結論 を得る。

3)所得保障等

(推進会議の問題認識 )

障害者は、その尊厳にら、さわ しい生活を保障される権利を有 してお

り、障害者が地域で自立 した生活を営むためには、一定水準の所得を

保障す ることが不可欠である。

【公的年金制度改革における検討】

厚生労働省において平成25年 常会に法案提出を予定している新たな

年金制度創設に向けた議論の中で、障害者が地域において自立 した生

活を営むために必要な所得保障の在 り方について、給付水準と負担、

並びに稼働所得 との調整の在 り方を含めて検討を行 うべきである。

【厚生労働省】

【無年金障害者の所得保障】

国民年金制度の発展過程において生 じた特別な事情等により、障害

基礎年金の支給対象から除外 されている無年金障害者 (20歳 以前の初

診日認定ができない者、国籍条項撤廃時 (1982年 )に 20歳 以上の在日

外国人障害者等)が、現在多数存在 している。

このような現状を受けて、学生無年金障害者等を福祉的措置によつ

て救済するために設けられた「特別障害給付金」の給付対象範囲の拡
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大を含め、無年金障害者の困窮状態の改善を図る措置を早急に講ずる
べきである。

【厚生労働省】

【住宅の確保】

障害者が地域において自立 した生活をするためには、住居の確保が

不可欠であるが、家賃等の負担が大きく、地域での生活が困難になっ

ているという現状がある。

したがって、住宅確保のための支援の在り方について家賃等の軽減

を含め、引き続き総合福祉部会における議論と整合性を図りつつ検討

を行うべきである。

【厚生労働省】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

○ 障害者が地域において自立 した生活を営むために必要な所得保障

の在 り方について、給付水準と負担の在 り方も含め、平成 25年常会
への法案提出を予定 している公的年金制度の抜本的見直 しと併せて

検討 し、平成 24年 内を目途にその結論を得る。

○ 特別障害給付金法の附則において、給付金の支給対象とならなかっ

た在日外国人障害者等に対する福祉的措置の検討規定が設けられて

おり、この法律附則の検討規定に基づき、立法府その他の関係者の議

論を踏まえつつ検討する。

○ 障害者の地域における自立 した生活を可能とする観点から、障害者

の住宅確保のために必要な支援の在 り方について、総合福祉部会にお

ける議論との整合性を図りつつ検討 し、平成 24年 内にその結論を得

る。

4)医療

(推進会議の問題認識 )

障害者が地域において安心して自立した生活が送れるためには、す
べての障害者が障害に基づく差別なしに可能な限り最高水準の健康を

享受できるよう、必要な医療やリハビリテーション等が提供さなけれ

ばならない。特に精神医療に関しては、医療と福祉が混在し制度上の

問題を多く含んでいる精神保健福祉法の抜本的な改正が必要である。

【精神障害者に対する強制入院等の見直 し】

現行制度では、精神障害者に対する措置入院
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所の決定による入院、強制医療介入等については、一定の要件の下で、

本人の同意を必要 とせずに、強制的な入院・医療措置をとることが可

能となつておりt自 由の剥奪 という観点か ら検討すべき問題がある。

このため、現行の精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等に

ついて、いわゆる「保護者制度」を見直すべきである。

【厚生労働省】

【地域医療の充実 と地域生活への移行】

精神科病院においては、入院治療の必要がないにもかかわ らず、長

期入院による自立生活の困難等の問題により入院せ ざるを得ない、い

わゆる「社会的入院」患者が厚生労働省の統計か ら推定される人数で

も約 7万人いるといわれている。

このような現状を改善するため、入院中の精神障害者に対する退院

支援の充実を図るべきである。退院支援や地域生活への移行後におけ

る医療、生活面か らのサポー ト (シ ョー トステイ等を含む)の 在 り方

については、総合福祉部会で検討を進める。

【厚生労働省】

【精神医療の一般医療体系への編入】

現行制度においては、精神疾患のある患者は、臨時応急の場合を除

いて、原則 として精神病室以外の病室には入院できないこととなつて

おり、 このことが精神障害者 とつて一般医療サー ビスを受けることを

困難に している。また、精神科医療の現場においては、いわゆる「精

神科特例」によリー般医療に比 して医師や看護師が少ない状況にある。

このような状況を踏まえ、以下を実施すべきである。

・ 精神医療の一般医療体系への編入の在 り方について、総合福祉部

会での今後の議論を踏まえ、推進会議において検討を進める。

・ 特に精神医療の現場における医師、看護師が一般医療より少ない

現状を改善 し、その体制の充実を図るため、「精神科特例」の廃止

を含め、具体的な対応策を講ずる。

【厚生労働省】

【医療に係る経済的負担の軽減】

障害者 は健康面における特段の配慮や対応を必要 とする場合が多い

が、継続的な治療等に要する費用負担が大きいため、必要な医療を受

けることが困難な状況がある。

このよ うな状況を改善するため、障害者がその健康状態を保持 し、
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自立 した日常生活等を営むために必要な医療を受けたときに要する費

用負担については、本人の負担能力に応 じたものとする方向で、総合

福祉部会において引き続き検討する。

【厚生労働省】

【地域生活を容易にするための医療の在 り方】

日常生活における医療的ケア (た ん吸引、経管栄養等)に ついても、
一部はホームヘルパー等によって行われているが、原則として医師・

看護師等のみに限定されているため、単身での在宅生活の途が閉ざさ

れ、また同居の場合その家族にとって重い介護が負担 となっている。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ たん吸引や経管栄養等の日常生活における医療的ケアについては、

その行為者の範囲を介助者等にも広げ、必要な研修や手続の更なる

整備等を行 う。

・ 障害者や児童に対する受診拒否の実態を把握 し、改善のための措

置を講ずる。

【厚生労働省】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

○ 精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる
「保護者制度」の見直し等も含め、その在 り方を検討 し、平成 24年

内を目途にその結論を得る。

○  「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地

域生活における医療、生活面の支援に係る体制の整備について、総合

福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成 23年度内

にその結論を得る。

○ 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のため

の具体的方策について、総合福祉部会における議論 との整合性を図り

つつ検討 し、平成 24年内を目途にその結論を得る。

○ 自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負担とす

る方向で検討 し、平成 23年 内にその結論を得る。

○ たん吸引や経管栄養等の日常における医療的ケアについて、介助者

等による実施ができるようにする方向で検討 し、平成 22年度内にそ

の結論を得る。
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5)障害児支援

(推進会議の問題認識 )

障害児は、一人の子 どもとして尊重され、すべての人権、基本的自

由を享受 しているという観点か ら、障害児の最善の利益を考慮 した施

策が講 じられる必要がある。

【障害児やその保護者に対する相談支援】

相談支援にづいては、障害児の出生直後又は「気になる」・「育て

にくい」段階から、医療及び福祉関係者か らの適切な情報提供、心理

的サポー トが不足 してお り、障害児を含め、その家族に対する十分な

支援が提供 されていない。

このような現状を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 子 どもの障害について、地域の身近なところで第一次的に相談対

応を行い、必要に応 じて適切な専門機関へ とつな ぐ仕組みを構築す

る。

・ 障害児及びその保護者に対する相談や療育等の支援が、障害の種

別・特性に応 じた言語環境により、かつ地域の身近なところで提供

されるよう必要な措置を講ずる。

障害の専門機関の者が地域に出向き、保健センターや地域子育て拠点

における保健師、保育士等と連携 した効果的な相談支援を提供でき

るよう、必要な措置 を講ずる。

・ 障害児支援においては、家族 (特 に母親 )に過大な負担を強いる
°

現状を充分に配慮 し、家族の負担を減 らすための具体的な施策を講

ずる。

【児童福祉における障害児支援の位置付け】

障害児支援は、早期に必要な専門的支援が求められる反面、その支

援が障害児のみに注目した形でのサー ビス提供にな りがちであるた

め、その家族への支援や地域社会 との関係が置き去 りになつている場

合がある。また、障害の軽減のみが重視 されがちであり、そのことが

本人の障害に対する否定的な認識を助長 して しまうという問題もあ

る。

このような現状を改善するため、障害児支援については、家族への
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1子 育て支援や地域において一般児童と共に育ち合うことが保障される
|

|よ う、一般の児童福祉施策の中で講 じられるようにすべきである。  |
|                        【厚生労働省】 |

(政 府に求める今後の取組に関する意見 )

○ 障害児やその保護者に対する相談や療育等の支援が地域の身近な

ところで、利用しやすい形で提供されるようにするため、現状の相談

支援体制の改善に向けた具体的方策について、総合福祉部会における

議論との整合性を図 りつつ検討し、平成 23年 内にその結論を得る。

○ 障害児に対する支援が、一般施策を踏まえつつ、適切に講 じられる

ようにするための具体的方策について、総合福祉部会における議論と

の整合性を図 りつつ検討 し、平成 23年 内にその結論を得る。

6)虐待防止

(推進会議の問題認識 )

入所施設や家庭内、労働現場や精神科病院等の医療現場等において

障害者に対する虐待の例もみられるところであり、虐待の防止やその

救済等に関する法整備が急務となつている。立法府においては、障害

者の虐待防止に係る制度の法制化に向けた検討がなされているが、今

後の法整備に当たつては、政府が行 う場合も含め、次の方針に沿つて

検討されるべきである。

(防止すべき虐待行為 )

・ 防止すべき虐待行為は、身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、放

置、経済的搾取の五つの場合とする。

(虐 待行為者の範囲 )

・ 障害者の生活場面に日常的に直接かかわ りをもつ親族を含む介護

者、福祉従事者、事業所等の使用者 (従 業員を含む。)に加えて、外

部からの発見が困難な学校や精神科を始めとする病院等における関

係者についても範囲に含める。

(早期発見・通報義務 )

・ 虐待の事実を早期に発見できるようにする観点から、障害者の生

活に関連する者等に対 し、早期発見を促す仕組みとする。
・ 虐待の発見者に対 して、救済機関への通報義務を課す とともに、

当該通報者の保護のための措置を講ずる。

(救済措置の在 り方 )

・ 実効性のある救済を行うためには、事実確認、立入検査、一時保

護、回復支援等のほか、必要な場合には、強制力を伴つた措置を講
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ずる。

(監視機関の在 り方)

障害者権利条約の趣旨を踏まえ、虐待を未然に防止するため、効果

的な監視が可能な体制を整える。

【厚生労働省・文部科学省】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

○ 障害者に対する虐待防止制度の構築に向け、推進会議の意見を踏ま

え、速やかに必要な検討を行 う。

7)建物利用・ 交通アクセス

(推進会議の問題認識 )

障害者が、日常生活又は社会生活において、公共的施設・設備、交

通機関等を円滑に利用できるようにすることは、障害者の社会参加を

促進する観点か ら不可欠である。

平成 18年 に制定された「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進等

に関する法律」 (バ リアフリー新法 )の制定等によ り、バ リアフリー

の取組においては、一定の進展はみ られるものの、地方部より大都市

部におけるパ リアフリー整備が優先されてきたことにより、地方にお

ける整備の遅れが顕著となつている。また、障害者が公共交通機関を

利用するに当たつて、乗車拒否や利用拒否等の不当な対応もみ られる

ところであ り、障害者にとって、円滑かつ安全に公共的施設・設備、

交通機関等 を利用できる環境が十分に整っているとはいえない状況が

ある。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 国土交通省において平成 23年 常会への法案提出を検討 している

「交通基本法」 (仮 称)の 中で、移動の権利等について明文化する。

・ 地方における公共施設や交通機関等のパ リアフリー整備の遅れを

解消するため、整備対象施設の範囲の拡大や時限を付 した数値目標

の設定等も含め、必要な具体的方策を講ずる。

バ リアフリー新法に基づ <市 町村の重点整備地区の基本構想の作

成・改定に当たつては、当事者参画の一層の推進を図る。

・ 障害者に対する乗車拒否や施設及び設備の利用拒否の実態を把握

した上で、合理的配慮が確保 され るようにするため、苦情処理の対

応を行 う第二者機関の設置等も含め、必要な措置を講ずる。
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|                        【国土交通省】
|

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

○  「交通基本法」 (仮 称)の制定と関連施策の充実について、推進会

議の意見を踏まえ、平成 23年 常会への法案提出に向け検討する。

○ 地方における公共施設や交通機関等のパ リアフリー整備の促進等

のため、整備対象施設の範囲の拡大や数値目標の設定等も含め、必要

な具体的方策を検討 し、平成 22年度内を目途にその結論を得る。

○ 公共施設や交通機関等における乗車拒否や施設及び設備の利用拒

否に関する実態を把握 した上で、その結果を踏まえ、障害者差別禁止

法の検討と併せて合理的配慮が確保されるための具体的方策につい

て、検討する。

8)情報アクセス・ コミュニケーション保障

(推進会議の問題認識 )

障害者は、すべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可

能とするため、必要な情報及びコミュニケーションが保障される権利

を有する。

障害者も、障害のない人と同様に、表現の自由や知る権利の保障の

下で、情報サービスを受ける権利を有 しており、自ら必要とする言語

及びコミュニケーション手段を選択できるようにするとともに、障害

者が円滑に情報を利用 し、その意思を表示できるようにすることが不

可欠である。

国及び地方公共団体は、障害者が選択するコミュニケーション手段

を使用することができるよう必要な施策を講 じなければならない。

【情報バ リアフリーの取組】

日本においては、情報や考えのや りとりに必要なサー ビス (手話通

訳者、要約筆記者、知的障害者の支援者等)を利用できないことや、

障害に配慮 した情報提供 (点 字化、字幕を付ける、ルビを振る等)を
受けられないこと等、障害者は、生活の様々な場面で情報へのアクセ

スやコミュニケーションにおける困難に直面 している。

近年、日本は高度な情報・コミュニケーション技術 (lC丁 )を 発展さ

せてきたが、障害者がそれを十分に利用できないという事態も生 じて

いる。

このような状況は、障害者に不利益を負わせるだけでなく、障害者

と交流する障害のない人にも不利益を生 じさせるものである。

このような観点か ら、以下を実施すべきである。
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・ 手話付放送 、字幕付放送、電話 リレーサービス等、あらゆる障害

の種別・特性 に配慮 した方法による情報提供が、関係事業者等によ

り日常生活、社会生活、障害者 と障害のない人 との交流する機会等

のあらゆる場面において行われるよう必要な支援を行 うとともに、

時限付きの数値 目標を伴つた情報バ リアフリ=化のための指針の策

定を始め、必要な環境整備を図る。

【関係省庁の協力を得て総務省・厚生労働省】

・ 手話通訳者 、指点字通訳者、触手話通訳者、要約筆記者、知的障

害者の支援者等、障害者 と障害のない人のコミュニケーションを支

援する人材について、その養成の一層の拡充を図るとともに、公的

機関への配置 をするための必要な措置を講ずる。

【厚生労働省】

【災害時における緊急情報等の提供】

災害時における緊急情報等は、生命に関わる極めて重要性の高いも

のであるが、現状では、被害情報や避難情報等の提供が障害者に配慮

された形で行われているとは言い難 く、市町村によってもその対応に

はばらつきがみ られる。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 放送事業者等が災害に関する緊急情報等を提供するに当たつては、

手話や字幕等の障害者が必要な情報を迅速かつ的確に入手できる方

法が講 じられ るよう、必要な措置 を講ずる。

【総務省】

・ 災害等の緊急事態における国・地方公共団体による避難勧告等に

当たつては、あらゆる障害の種別・特性に対応 した伝達手段が確保

されるよう、具体的方策を講ずる。

【総務省・内閣府・厚生労働省】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

○ 障害の特性に配慮 した方法による情報提供が行われるよう、関係省

庁が連携 し、技術的・経済的な実現可能性を踏まえた上で、必要な環

境整備の在 り方について、障害当事者の参画も得つつ検討 し、平成 24

年内にその結論を得る。

○ 放送事業者における現状の対応状況、取組の拡充に係る課題等を踏

まえ、平成 22年度内に、災害に関する緊急情幸風等の提供について、
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放送事業者に対する働きかけ等の措置を検討する。

○ 国・地方公共団体による災害時の緊急連絡について、あらゆる障害

の特性に対応 した伝達手段が確保されるための具体的な方策の在 り

方について検討 し、平成 24年内にその結論を得る。

9)政治参加

(推進会議の問題認識 )

民主政治の健全な発達を期するためには、すべての国民が自由な意

思の下で、公明かつ適正な選挙等の実施を確保されることが不可欠で

ある。

そのため、障害者についても、選挙等に関する情報における「知る

権利」の保障の下で、障害のない人と平等に自己の自由な意思により

政治参加の機会が実現されるべきである。

しか しながら、現状では、障害者の選挙権や投票権の保障が、制度
の運用において、障害のない人と同等程度に保障されていない問題が

多々あ り、早急に必要な改善措置を講ずるべきである。

【選挙等に関する情報へのアクセス】

選挙等に関する情報の提供においては、点字及び音声による選挙公

報等の発行が十分にはなされていないことや、政見放送において字幕

・ 手話の付与が十分にはなされていない等、障害のある人が情報を

得ることが困難な状況がある。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 選挙等に関する情報の提供に当たっては、障害の特性に応 じて適

切な提供方法がとられるよう早急に改善を図る。

・ インターネットを活用 した選挙活動の解禁に係る制度が施行され

る場合には、障害者の便宜に配慮した運用がされるよう必要な措置

を講ずる。

【総務省】

【投票所へのアクセス】

地域によっては、投票所へ移動する際の困難なアクセスや投票所に

おける物理的バ リア等により、障害者の投票機会の確保が容易でない

状況がある。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。
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・ 投票所への移動支援の充実や、投票所の設置及び設備に関するバ

リアフリー化 (エ レベーターのない 2階以上の室への設置 を避ける

こと、スロープ設置による段差解消 等)等の障害者の便宜に配慮 し

た措置がすべての地域において講 じられるようにする。

・ 投票所において、障害者がその障害に応 じた必要な合理的配慮や

支援を受けられ るようにする。 (知 的障害のある人や、文字を書 く

のが困難な人への人的支援や、他の容易な投票方法への変更、筆談

や手話通訳による支援等 )

【総務省】

【選挙活動における配慮等】

障害者による選挙活動への必要な配慮等についても改善を図る必

要があるが、選挙制度の在 り方については、議会政治の根幹にかかわ

る問題であ り、各党各会派における議論に委ね られるべきものである

ことか ら、以下の事項について、立法府においても真摯な検討を期待

する。

・ 障害者が選挙活動を行う際の必要な支援の充実が図られるよう、

例えば、選挙運動員とは別に手話通訳や移動介助者等の介助者を公

的に保障する等の具体的方策を実施する。

【国会関係】

・ 選挙権、被選挙権に関する成年被後見人の欠格条項については、

後見人が付いているかどうかで差別化する人権侵害の側面が強い

ことか ら、廃止 も含め、その在 り方を検討する。

【法務省 0総務省・国会関係】

・ 国会中継、国会会議録等の国会審議に関する情報の提供に当たっ

ては、手話・字幕 0点字等の媒体で障害の種別・特性に応 じた適切

な提供方法が とられるよう改善を図る。

【国会関係】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

○ 障害者が選挙情報等に容易にアクセスできるよう、点字及び音声に

よる「選挙のお知 らせ版」について、今年執行予定の参議院選挙にお

いて全都道府県での配布を目指す。政権放送への字幕・手話の付与等

については、関係機関と早急に検討を進め、平成 22年 度内にその結

論を得る。
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○ 投票所への困難なアクセスや投票所の物理的バリア等を除去する

ための具体的方策として、投票所への移動が困難な選挙人の投票機会

の確保に十分配慮するとともに、今年執行予定の参議院選挙において、

投票所入リロの段差解消割合が 100%(人 的介助を含む)と なるよう、

市町村選挙管理委員会の取組を促 していく。

○ インターネッ トを活用 した選挙活動の解禁に係る制度が障害者の

便宜に配慮 した運用がされるよう必要な措置を講ずる。

10)司 法手続

(推進会議の問題認識 )

刑事訴訟手続や民事訴訟手続を始めとする司法手続において、障害

者がその手続上の権利が保障されt他 と平等に参加できるようにする

ためには、障害の特性に応 じた手続上の配慮の提供が不可欠である。

しか しなが ら、特に、適正手続として保障される刑事訴訟法上の各

種の権利行使において、そもそも法制度自体が障害者の存在を想定t
ていないとの指摘があり、また運用の実態においても大きな問題が存

在 している。さらに、刑事被拘禁施設内における処遇においても、障

害特性が理解 されていないが故の不利益取扱いについて指摘がある。

【刑事訴訟手続における配慮】

(捜 査段階 )

障害の特性に配慮 した適切な方法による情報の提供等が確保されて

いないため、令状主義の趣旨がいかされず、弁護人選任権や黙秘権の

告知が告知としての機能を果たしておらず、さらには、取調べの適正

を欠 くといつた事態を招いている場合がある。

このような現状を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 刑事訴訟手続においては、手話通訳者、要約筆記者、知的障害者

の支援者等の立ち会い等を含め、障害の特性に応 じた情報伝達とコ

ミュニケーション確保の保障がなされるよう必要な措置を講ずる。

・ 捜査段階における適正な手続を担保する観点から、被疑者取調べ

の全面的な可視化を検討する。

【法務省・警察庁】

(公判段階 )

手続的な保障がないままに自白がなされた場合には、証拠 として採
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用されないような仕組みが検討されるべ きである。

また、障害者が被告人や証人 として、質問や尋間を受ける場合には、

障害の特性に対応 した適切な情報提供やそのために必要な手話通訳

者、要約筆記者、知的障害者に対する支援者等の支援がされるよう必

要な手続上の措置 を講ずるべきである。

【法務省】

、【被拘禁中の処遇】

被拘禁中の障害者の処遇に関 して、障害の状況に応 じた合理的配慮

がなされていない状況がある。

このような状況を改善するため、被拘禁者の有する外部交通権等の

諸権利の行使及び刑務作業を含めた施設内の生活全般について、物的

な設備や情報提供におけるアクセス、医療面での配慮等が されるよう

必要な措置を講ず るべきである。

【法務省】

【コミュニケーシ ョン確保に係る費用】

司法手続が適正になされるためには、障害を理由とした特別な負担

を要することなく、当事者のコミュニケーションが十分に確保 される

ことが不可欠である。

このような観点か ら、民事訴訟手続や刑事訴訟手続等における障害

者のコミュニケー シ ョンの確保のために必要な人的、物理的支援に係

る費用については、原則として公的負担 とすべきである。

【法務省】

【司法関係者 (警 察官及び刑務官を含む。)の 研修】

司法関係者の障害についての正 しい知識や理解が不足ない し欠如し

ていることによる様々な問題が指摘 されており、これを改善するため、

障害の特性、手話言語や障害に配慮 したコミュニケーション、生活支

援の基本などについての理解等を深める研修の一層の充実 を図るべき

である。

【法務省 0警 察庁 口裁判所関係】

上記の他、判決が知的障害者に対 してなされる場合に本人に理解で

きる内容や言葉遣いでなされていないことや、それが視覚障害者に対

してなされる場合にも点字による判決が交付されないこと等の問題が

ある。また、裁判傍聴に当たつては、パソコン要約筆記による全体投

影や磁気ループの設置がなされていない等障害者による傍聴に際して

の配慮がなされていない。さらに、民事訴訟手続においては、障害者
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の稼働能力が低 く認定される結果、逸失利益の認定が低くおさえられ

るという指摘がなされており、これらの在り方について裁判所におけ

る真摯な検討が望まれる。

【裁判所関係】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

○ 刑事訴訟手続において、あらゆる障害の特性に応 じた配慮がされる

ための具体的方策について検討し、平成 24年 内を目途にその結論を

得る。

○ 司法関係者 (警察官及び刑務官を含む。)に 対する障害に関する理

解深める研修について、障害者関係団体の協力を得つつ、その一層の

充実を図る。

11)国際協力

(推進会議の問題認識 )

障害者施策における国際協力は、日本が国際社会の一員としての責

務として諸外国・地域における障害者の地位の向上に寄与 し、併せて

国内の障害者施策の推進にも資するものである。こうした観点か ら、

障害当事者の権利を尊重 した国際交流の推進に当たっては、障害者の

能力構築及び自立生活技能の提供など障害に特化した国際協力事業に

加え、一般市民を対象とした国際協力事業についても障害者が受益者

となりうるようアクセシビリティの確保等を重視 した取組を進めるこ

とが重要である。

日本は、第 1次及び第 2次 アジア太平洋障害者の十年 (1993-2002、

2003-2012)の 提唱国として、NGO等 と協力しつつ、「びわこミレニア

ム・フレームワーク (BMF)」 の採択等に積極的に貢献してきている。

他方で、現在、政府開発援助大綱においては、社会的弱者の状況を

考慮する旨が規定されているのみで、障害者については明確に位置付

けられておらず、援助が障害者の地位の向上に資するものになってい

るとは言いがたい。

今後、障害者権利条約の締結を見据え、日本の障害者施策分野にお

ける国際協力について法律等において明確に位置付けた上で、よリー

層の推進を図る必要がある。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 政府開発援助が障害者の地位の向上とバ リアフリー化に資するも

のとなるよう、政府開発援助大綱において障害者を明確に位置付け

ることを含め、必要な措置を講ずる。
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|・  現行のアジア太平洋障害者の十年以降、ESCAPを 中心とした、アジ |

| アにおける障害分野の国際協力に更に積極的に貢献する。     |
|                          【外務省】 |~~面

編正豪万る琴覆あ預蘊百蘭丁葛百頁丁
~~~~~―――一一一・

○  障害者の地位の向上に資する政府開発援助の在 り方について、政府

開発援助大綱への障害者の位置付けの在 り方を含め、必要な検討を行

い、次期政府開発援助大綱の改定の際にその結論を得る。

○ 現行の「アジア太平洋障害者の十年」以降の ESCAPを 中心 としたア

ジアにおける障害分野の国際協力について、更に積極的に貢献する。

IV 日本の障害者施策の経緯

1.戦前・戦中

日本の国家による本格的な障害者施策は戦後から始まつた。戦前

においては一般的な窮民対策としての「仙救規則」 (1874)や 「救

護法」 (1929)の 中で障害者が救貧の対象とされるか、あるいは精

神障害者に対 しては「路上の狂症人の取扱いに関する行政警察規則」

(1875)等 に表れているように治安・取締 りの対象で しかなかつた。

個別の障害者施策による保護 も存在はしたが、大前提は現在も続

く「家族依存」であ り、それ以外の障害者に対する保護はもつぱら

民間の篤志家、宗教家、社会事業者の手に委ね られていたと言つて

も過言ではない。国家の施策の対象は軍事扶助法 (1917年 制定、1937

年改定)な どにより、ほぼ傷療軍人に限 られた状態だつた。

2.戦後直後

ところが、敗戦を機に日本は、GHQの 指示の下で社会福祉に対す

る施策を打ち出す と共に、日本国憲法に福祉が位置付けられた。

その結果、生活保護法 (1946)、 児童福祉法 (1947)、 身体障害

者福祉法 (1949)の いわゆる福祉三法が、さらに、福祉事業を民間

が行う受け皿 として社会福祉事業法 (1951)が制定された。

これにより、福祉サー ビスは、①行政の措置として提供され、②

その事務は、国の責任を前提として国から委任を受けた地方公共団

体の長により国の機関として処理 され、③その費用は応能負担とす

るという戦後長 く続いた社会福祉の基礎構造が形成され、また、本

来国家がなすべき福祉事業を民間の社会福祉法人に措置委託 という

形式で行わせるための基盤が整えられた。

また学校教育法 (1947)が 制定され、従来は教育の対象とされて

- 34 -



いなかった障害児に対し、特殊教育という分離別学の形で教育の機

会が与えられるようになった。

ただ し、国が予算の範囲で、こうした施策を展開するために、医

学モデルなどによる、障害等級などを設け、制限を行つたこと、さ

らに福祉法の目的を「経済的自立可能性」を前提として、対象を制

限 してきたことは無視できない点である。戦後の歴史は、1960年代

の対象拡大の一方で、訓練主義的要素を重視 し、かつ保護主義的 (コ

ロニー化・「愛される障害者像」)な 問題も複合的に内在 していた

点を見逃せない。

3.・ 1960年代

1960年代に入ると高度経済成長を背景に、国民年金法に基づく無

拠出制の福祉年金の支給が開始され (1960)、 また、一般就労への

促進を図る身体障害者雇用促進法 (1960)が牛1定 された。

しか し、その反面、援護施設を中心にした精神薄弱者福祉法 (1960)

が制定され、障害種別ごとの施策が展開されるとともに、以後、特
に知的障害者や「重症心身障害児」の入所施設の増加を見る

い
など、

終生保護に対 して起きたノーマライゼーションの思想や脱施設化ヘ

向か う世界的動向とは相反する施策がとられた。

また障害児教育も障害のない子との分離別学のままであり、文部

省が 1961年 に出版 した「わが国の特殊教育」においても「普通の学

級の中に、強度の弱視や難聴や、さらに精神薄弱や肢体不自由の児

童・生徒が交 じり合つて編入されているとしたら、学級内で大多数

を占める心身に異常のない児童・生徒の教育そのものが、大きな障

害を受けずにはいられません。」と当時の考え方が率直に記されて

いる。

精神障害については、医療金融公庫法が施行 (1960)さ れ、既に

始まっていた私立精神科病院設立の動きを助長した。改正刑法準備

法案 (1961)が出され、精神衛生法改正により措置入院国庫負担率
が引き上げられた (1961)。 精神衛生法 (1950)が ライシャワー事

件を契機に改定 (1965)さ れ、以後、精神病床も世界 に類をみない

ほどに増加の一途を辿ることになった。WHOは クラーク勧告によ

り日本の開鎖的収容主義的な精神医療の在 り方を非難 した (1968)。

4.1970年代

1970年代に入ると、1960年 代に展開された諸施策について施策の

基本を示す心身障害者対策基本法 (1970)が市1定 された。しか し、

その目的は発生の予防や施設収容等の保護に力点を置 くものであ

り、 しかも、精神障害者は除外されたままであった。
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また、以前 よ り大きな社会問題 となつていたスモン薬害病につい

ての研究体制整備が契機となって、1972年 には、①原因不明、治療

方法未確立であり、かつ後遺症を残す恐れの少な くない疾患、②経

過が慢性にわた り、単に経済的な問題のみならず、介護等に著 しく

人手を要するため家族の負担が重 く、また精神的にも負担の大きい

疾患に関 して、難病対策要綱が示され、調査研究の推進、医療施設

の整備、医療費の自己負担解消を三本柱 とする対策が始まつた。

ところで、高度経済成長に支えられた 1960年 代の障害者施策の展

開は、オイルショック (1973)の 影響を受けることになるが、それ

に抗 して、身体障害者雇用促進法は大改正され (1976)、 それまで

努力義務で しかなかった法定雇用率制度が義務化されるとともに納

付金制度が導入された。

さらに、この時期、盲・ろう学校については既に 1948年 か ら学年

進行の形で義務制が実施されていたが、養護学校については、1973

年に義務制の実施 を予告する政令が公布 され、1979年 には実施に移

された。これによ り、これまで就学猶予・免除という扱いとされて

きた障害児の全員就学体制が整えられることにはなつたが、その反

面、世界的には同時期に開始されていた統合教育、さらにはその後

のインクルー シブ教育とは異なる原則分離の教育形態が障害児教育

の基盤 となつた。

5.1980年代か ら 1990年 代前半

1980年代に入つて日本の障害者施策に影響を与えたのは「完全参

加 と平等」をテーマとした国際障害者年 11981)、 障害者に関する世

界行動計画 (1982)及 び国連・障害者の十年 (1983～ 1992)で あつ

た。この時期、ノーマライゼーションの理念が普及 し、施設入所中

心の施策に地域福祉を加味する形で関連法や施策が変更されるに至

った。

特に、国民年金法の改正 (1985)に よる基礎年金制度の創設に合

わせて障害年金の充実が図られ、身体障害者雇用促進法が知的障害

者も対象とす る障害者雇用促進法 (1987)に 改定されるなど所得保

障などに関 して重要な変更がもた らされた。しか し、在日外国人障

害者を含む、無年金者の問題など、更に取 り組むべき課題も残され

ている。

精神障害分野では宇都宮病院事件 (1984)が 発覚 し多数の不審死

が疑われ、他にも類似、同様な事件が続発 した。国連人権小委員会

でも取 り上げられ、日本における精神障害者の人権 と処遇に関する

国際法律家委員会及び国際医療従事者委員会合同調査団の結論と勧

告 (1985)が発表 された。こうした国際社会の圧力等を契機に、精
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神保健法 (1987)が成立 した。

いわゆる福祉八法改正 (1990)に おいては、身体障害者福祉法や

知的障害者福祉法に在宅福祉サー ビスが法定化されるとともに、地

方分権化が図られ、従来の機関委任事務が団体事務に改められた。

心身障害者対策基本法も障害者基本法 (1993)に 改定され、定義の

上では三障害の統一が図られるとともに、前述の精神保健法がこの

基本法改正の流れを受け、目的に自立と社会参加促進を取 り入れた

精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 (1995)に 改定された。

加えて、難病に関 しては正面から障害者としての位置付けのないま

まであったが、難病患者等居宅生活支援事業 (1997)の 開始により、

地域における難病患者等の自立と社会参加の促進が図られるように

なった。

さらに、地域生活の基盤整備にも法的整備が図られた。従来、地

方自治体で進められていた、まちづくり条例の普及を踏まえ、高齢

者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図るこ

とを目的として、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建

築物の建築の促進に関する法律 (ハ ー トビル法、1994)が制定された。
このように、この時期は地域福祉に向けた一定の施策が進んだ重

要な時期であつたと言える。

しか し、国際的な人権条約である児童の権利に関する条約につい

ては、不十分な国内実施にとどまった。1994年 、障害にもとづ <差
別の禁止と障害のある児童の権利を明記 した同条約を日本は締結 し

た。この条約は児童の一般的権利としても意見表明権や、独立 した

監視機関の必要性を規定 しているが、これを明文化する国内法の整

備はされなかつた。また条約は可能な限 り統合された環境での教育

が保障されるべきであると明記 していながら、原則分離の教育形態

は維持された。1998年 と 2004年 に、日本政府は国連児童の権利委

員会から、児童の一般的権利の確保とともに、障害のある児童のデ

ータ収集のシステムの発展と、更なる統合の促進を勧告されている。

6.1990年 代後半から現在まで

1990年 代後半からは、地域生活の基盤整備の流れを受けて、高齢

者、身体障害者等の公共交通機関を利用 した移動の.円 滑化の促進に

関する法律 {交 通バリアフリー法、2000)、 補助犬を使 う身体障害者

の自立と社会参加を促進する身体障害者補助大法 (2002)が制定さ

れ、さらにはハー トビル法と交通パリアフリー法を統合化 した「高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」 (2006)が
制定されるなど、建物の利用や交通移動の面での施策に前進があっ

た。
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医療分野では、1996年 に強制的隔離収容医療の典型であつた「ら

い予防法」がようや く廃止 された。また、予防を重視するあまり、

感染者を監視 し取締的であり、差別と偏見をあおるとして、1989年

の制定時から強い反対のあつたエイズ予防法 (後 天性免疫不全症候

群の予防に関する法律)も 、1998年 、他の感染症とまとめてひとつ

の法律 として感染症予防法 (感 染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律)に 抜本的に改定された。これによって、従来

感染症に対する医療が患者の人権よりも社会防衛的であつたことに

反省が加えられ、強制的隔離医療は限られた短期間、厳格な要件の

もとで しか認められな くなつた。

なお、日本の障害者に対する介護は家族中心であ り、福祉・教育・

医療を含む生活全般を家族に依存 している。この深刻な家族依存は、

家族に重い負担を課 し、障害者に対する重大な人権侵害となり、あ

るいは社会的入院・入所の要因となっている。精神保健福祉法が改

定 (1999)さ れるまでは、精神障害者の保護者は、日々の生活の介

護だけではな く、治療を受けさせ、他人に害を与えないよう監督す

る義務を負わされていた。1998年 、仙台地方裁判所は親がこの監督

責任を果たさなか.つ たことを理由に 1億 円もの損害賠償を命 じ、よ

うや くその理不尽さが広 く理解され、自傷他害防止の監督義務だけ

は法文か ら削除された。 しか し、依然として家族の責任は軽減され

ていない。

労働面の課題については、2007年 に全国福祉保育労働組合が、日

本障害者協議会 (JD)な どの支援を受け、「日本政府の障害者雇用

施策は、国際労働機関 (ILO)の 職業 リハ ビリテーシ ョン及び雇用

(障害者)に関する条約 (第 159号条約 )及 び関連の勧告に違反す

る」として、「 ILO提訴」を行 つた。この提訴に対 して ILOか ら出

された報告書 (2009年 3月 )で は、同条約などに違反 しているとま

では認定 しなかつたものの、特に福祉的就労について、同労組の主

張をほぼ容認 している。

国際協力の分野では、「国連障害者の十年 (1983-1992)」 を継 ぐ

ものとして、日本は、中国等 との共同提案によるアジア太平洋経済

社会委員会 (ESCAP)総 会での「アジア太平洋障害者の十年 (1993

-2002)」 の提案 (1992)、 その期間の 10年 間の延長 (2003-2012。

いわゆる第 2次アジア太平洋障害者の十年)の 主唱 (2002)、 滋賀

県大津市におけるハイレベル政府間会合の開催 (2002)、 同会合に

おける第 2次アジア太平洋障害者の十年の地域行動計画である「ア

ジア太平洋障害者のための、インクルーシブで、バ リアフリーかつ

権利に基づく社会に向けた行動のためのびわこミレニアム・ フレー

ムワーク」 (BMF)の 採択 (2002)等 、積極的な貢献をなす姿勢を示
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した。

しか しながら、いわゆるパブル経済がはじけた後に待ち受けてい

たものは、社会福祉の基礎構造の改革の論議であつた。国の財政間

題を背景として議論が重ね られ、①措置から契約への変更による利

用者本位のサービス、②営利団体を含めた多様な経営主体の導入、

③市場原理を生か した質の向上、④透明性の確保と公平かつ公正な

負担、などが強調された。

その結果、2003年 には従来の措置制度から契約制度への転換を目

的に支援費制度が施行されたが、財政破綻を理由に 2005年 に障害者

自立支援法が制定され 2006年 から施行された。

しか し、同法については、審議の段階から障害程度区分、サービ

スメニュー、利用者負担、介護保険との統合などを巡つて多くの間

題点が指摘され、全国的な反対運動が起こる中で、応益負担を違憲

とする全国的な訴訟や支給決定の取 り消 しなどを求める訴訟が提起

されるなど、日本の社会福祉の歴史上、類を見ない事態となつた。

以上に加え、この時期には障害者に対する施策の上で重大な枠組

みの変更がいくつかなされた。

まず、2001年 に池田小学校事件を契機として提案された、心神喪

失等の状態で重大な他害行為を行つた者の医療及び観察等に関する

法律 (医療観察法)が 2003年 に成立 し、2005年 に施行されたが、

これについても反対運動が続いている。なお、2010年 度は精神保健

福祉法の定時見直 しとあいまって、施行 5年後の報告と見直 しの年

度である。

また、従来、必ず しも知的障害の定義に入つていなかつた自開症、

アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠

陥多動性障害等の発達障害を有する者に対する援助等を定めた発達

障害者支援法 (2004)が成立 したが、障害者としての位置付けと支

援は不十分な状態であった。

さらに、2006年 には学校教育法が改正され、従前の盲・聾・養護

学校が特別支援学校に一本イLさ れる等、特別支援教育の推進が謳わ

れるようになったが、原則分離の教育形態に変更は加えられていな

い。

なお、高次脳機能障害にようや く社会的関心が寄せ られるように
なつてきた。高次脳機能障害とは交通事故、脳血管障害、脳炎等に
よる後天性脳損傷により生じる記憶力・注意力の低下、失語症、失
認症等の総称であるが、若年者に多い脳外傷者の社会的行動障害は
しばしば家族を疲弊 させるにもかかわ らず、支援が不十分である。
2001年 から5年間にわた り、高次脳機能障害支援モデル事業が実施
され、2006年 から高次脳機能障害支援事業が行われている。

障害者自身、そして家族や関係者を含む多くの先人による、様々
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な運動や取組の積み重ねの上に、現在の 日本の障害者施策がある。

この推進会議によって象徴される “Nothlng about us without us"

という言葉で示される障害者 自身の参画を活かすためには、社会全

般 との連帯と協力が欠かせないことは明 らかである。
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【注記】

(1)障
害の「医学モデル」とは、心身の機能・構造上の「損傷」 (イ ンペアメン ト)と 社会

生活における不利や困難 としての「障害」 (デ ィスアビリティ)と を同一視 した り、損傷が

必然的に障害をもた らすものだととらえる考え方であり、障害の原因を除去 した り、障害ヘ

の対処において個人への医学的な働きかけ (治 療、訓練など)を 常に優先する考 え方である。

また、医学モデルは、障害を個人に内在する属性 としてとらえ、同時に障害の克服のための

取 り組みは、もつば ら個人の適応努力によるもの ととらえる考え方であり、障害の「個人モ

デル」とも呼ばれ る。

障害の「社会モデル」とは、損傷 (イ ンペアメン ト)と 障害 (デ ィスア ビリティ)と を明

確に区別 し、障害 を個人の外部に存在する種々の社会的障壁によって構築 されたものとして

とらえる考え方である。それは、障害を損傷 と同一視する「医学モデル」を転換 させ、社会

的な障壁の除去・改変によって障害の解消を目指す ことが可能だと認識するものであり、障

壁の解消にむけての取 り組みの責任を障害者個人にではなく社会の側に見いだす考え方であ

る。 ここでいう社会的障壁には道路・建物などの物理的なものだけではな く、情報や文化、

法律や制度、さらには市民の意識上の障壁等も含まれている。
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障がい者制度改革推進会議

第 14回 (H22.6.7)1 資料 2

障害者制度改革の推進のための基本的な方向

第一次意見 (案 )(修 正箇所表示版 )
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lま じめに            ″

.序
“Nothing about us without us"(私 たち抜きに私たちのことを

決めるな)は 、「障害者の権利に関する条約 (仮 称)」 (以下「障

害者権利条約」という。)策定の過程において、すべての障害者の

共通の思いを示すものとして使用された。これは、
.障

害者が一般社

会か ら保護される無力な存在 とされ、自分の人生を自らが選択 し、

自らが決定することが許 されなかった障害者の共通の経験を背景

としている。そして、一般社会による保護的支配か らの脱却と普通

の市民としての権利を持つ人間であることを強く訴えるものであ

った。

しか し、このような障害者のあた りまえの思いを一般社会が受け

入れるまでには、長い歴史の時間を要 した。日本においても、戦前

の国民優生法 (1940)を 戦後に強イヒした優生保護法 (1948)が「優

生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」という目的を掲げ、

強制的な不妊・断種手術が障害者を始め 1万 6千人以上に対 して実

施された。まさに障害者が本来あってはならない存在であることを

国家が法律で規定 していたのである。同法の優生条項が削除され、

母体保護法となったのはようや く 1996年 であつた。

障害者に関連する施策が徐々に進展 してきたことは事実である。

しか し、依然として、日本の障害者は、多くが貧困層に属 し、本人

が希望する地域での普通の生活を許 されずに施設や病院で一生を

過ごす人も数多く存在する。およそ 1世紀も前に1精神科医め呉秀

三は日本の精神障害者の置かれた状態を「此病ヲ受ケタルノ不幸ノ

外二、此邦二生 レタルノ不幸ヲ重ヌルモノ ト云フベシ」と述べてい

るが、その状態は時代の進歩を経た現在においても基本的には変つ

ていない。障害者に一般市民以下の生活と無権利状態をもたらして

いる私たちの社会の認識と国家の政策をどう変えるのか、そしてこ

のような社会の在 り方が障害者の現在の状態を生み出している状

況をどのように転換 していけるか、まさにその大きな変革 (Chantte)

が求められている。

戦後、日本の障害者に関連する法制度は日本国憲法が保障する社

会権を基盤としなが ら順次整備されてきたが、自由権を基盤とする

権利を保障する法律は皆無に近いらその結果、社会権を基盤とする

サー ビスは自由権的基盤を有 しない無権利性と、自由権そのものを

侵害 しかねない一般社会か らの排除ないし隔離的傾向をもた らし、

ている。障害者権利条約の視点に立ち、自由権と社会権の枠組みを

越え、市民との平等を基礎 とした人権法に向けたパラダイムの転換
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が求められている。    ―       ´

そ うしたパラダイムの転換があつてこそ、社会権を基盤 とするサ

ー ビスも真に障害者の二―ズに基づ く形で提供されるよ うになる

とともに、その充実にもつながる。福祉・医療・教育などの社会権

の実現は、依然として自己責任や家族依存の色彩を強 く残 し、質的

にも量的にも不十分である。今後は障害児 口者が個人として尊重さ

れ、差別な く平等に地域社会の一員であることが認められることが

政策 目標とされなければならない。

今、世界の障害者は、障害者権利条約の策定過程べの参画 (決 定

権を持つ参加)を通 して、自らの存在を示すとともに、障害種別を

超えた連帯による変革の可能性を明らかにした。障害者権利条約は、

障害関連の政策決定過程に障害者自身の参画を求めている。それは

障害者の主体的な参画と、政府及び一般社会との新たなる関係 と協

働の創造こそが、障害者自身を含む社会のすべての人の意識と制度

を大きく変える原動力だか らで

ある。障害者を含む、あらゆる人の参画によつて、私たちの社会は

一層、本当の意味で豊かで、個人や集団の違い・多様性を尊重する、

真に創造的で活力ある社会となることができると、私たちは確信 し

ている。

2009年 9月 に誕生 した民主党を中心とする政権は、この障害者権

利条約の趣旨に即 して、障害者の制度改革の新たな枠組みとして、

「障がい者制度改革推進本部」の下に「障がい者制度改革推進会議」

(以 下「推進会議」という。)を設置 し、障害者とその関係者を中

心とした改革のためのエンジン部隊を用意 した。

私たちは、かつてないこのような画期的な推進会議の一員として

制度改革の童責を自覚 し、本年 1月 より関連する制度全般にわたつ

て各回 4時間を超える議論を全 14回 にわたつて重ねてきた。

ここに提示する第一次意見書は、私たちの総意 として日本の障害

者制度の諸課題について、その改革の基本的方向を示 したものであ

る。

2.国際動向と障害者権利条約

1)世界人網宣言 と条約化の背景

国際連合は、人権が保障されることが平和の礎 として極めて重要

であることを確認 して、戦後いち早 く世界人権宣言 (1948)を 発 し、

以後、人種差別撤廃条約 (1965)、 経済的、社会的及び文化的権利

に関する国際規約 (1966)、 市民的及び政治的権利に関する国際規

約 (1966)、 女子差別撤廃条約 (1979)、 拷間等禁止条約 (1984)、
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児童の権利条約 (1989)等の条約を採択 し、各国に締結を求めた。

2)障害に関連 した国際連合の動き
これ らの人権条約の中で最初に障害に基づ く差別を禁止 したのは

児童の権利条約であつたが、国際連合は 1970年 代から障害問題に注
意を向け、精神遅滞者の権利宣言 (1971)、 障害者の権利宣言 (1975)

を出 し、さらに、障害者の「完全参加 と平等」の実現を目指 して、
1981年 を「国際障害者年Jと し、1982年 には「障害者に関する世界
行動計画」を採択 し、1983年 には 1992年 までを「国連障害者の十
年」と宣言 して各国に、同行動計画の実施を求めた。

「国連障害者の十年」の中間年 (1987)に は専門家会議が開かれ、
法的拘束力のある障害者差別撤廃条約の必要性を訴えた。これを受
けてなされたイタリア (1987)お よびスウェーデン (1989)の 条約

・化に向けた提案は、いずれも国連総会で合意が得られなかったが、
これ らの動きは障害者の機会均等化に関する基準規則 (1993)に結
実 した。

3)障害に関連 した諸外
´
国の動き

アメリカでは、1973年に連邦ない し連邦か ら補助を受けている団
体による差別を禁止するリハ ビリテーション法 504条 が追加され、
1975年 には統合教育を基本とする全障害児教育法が制定されるな
ど、障害者に関連する様々な権利法の制定を経て、1990年 には合理
的配慮

｀
を明文として掲げた法律である「障害のあるアメリカ人法」

(ADA)が 制定された。この ADAは 、その後、オース トラリアやイギ
リスをはじめ、多くの国の差別禁止法の制定に貢献するtと になっ
た。   ・

これ らの各国の動向は、1999年 の障害者に対するあらゆる形態の
差別の撤廃に関する米州条約の採択、さらには 2000年 の雇用及び職
業における均等待遇のための一般的枠組を確立する EC2000年 78号
閣僚理事会指令などにも結実 し、このような世界的な動向が障害者
権利条約策定の背景 となった。

4)障害者権利条約                   ′

障害者権利条約は、2001年 メキシコのビセンテ・フォックス大統
領の提案を機に以後 2002年から 2006■年まで 1回 の作業部会 と8回
にわたる委員会とが開催 され、2006年 12月 に第 61回 国連総会で採
択され、2008年 5月 には発効 した。

「障害者の権利に関す、る条約 (Conventi9n on the Rights Of
Persons with Disabilities)」 は、前文、本文 50ケ 条及び末文か
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ら成る。なお、この条約と同時に採択された、個 人通報制度等に関

する「障害者の権利に関する条約選択議定書 (Optional Protocol to

the Conlention on the Rights of Persons with Disabilities) 」

は、前文、本文 18ケ 条及び末文か ら成る。

この条約の特徴は、 “Nothing about us without us"の スローガ

ンに象徴 されるように、その制定過程に障害当事者を始めとする障

害関連団体が参画 したことである。さらに、非差別・平等を基調と

し自由権 と社会権を包括 していることである。

この条約の目指すところは、障害者の実質的な権利享有上の格差

を埋め、保護の客体で しかなかつた障害者を権利の主体全とその地

位の転換を図 り、インクルーシブな共生社会を創造することである。

障害者権利条約は、前文に引き続き 9ケ条の総則規定を設けてい

るが、この中で条約の原則として、以下の内容が盛 り込まれている。

・ 固有の尊厳、個人の自律 (自 ら選択する自由を含む。 )

及び人の自立に対する尊重

・ 非差別                '
0社 会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン

・ 差異の尊重、並びに人間の多様性の二環及び人類のT員

としての障害のある人の受容

・ 機会の平等

・ アクセシビリティ

・ 男女の平等

・ 障害のある子どもの発達 しつつある能力の尊重、及び障

害のある子どもがそのアイデンティティを保持する権利

の尊重             |
その上で、21ケ条の各則規定を設け、個別の人権を幅広 く規定 し

ている。さらに、条約実施を担保する国内的、国際的モニタリング、

国際協力等についての規定を設 け、最後に、条約の効力発生等の規

定が設けられている。

「
 日本は、2007年 9月 に条約に署名 したが締結には至つておらず、

後述するように、現在、同条約の締結に必要な国内法の整備を始め

とする障害者に係る制度の集中的な改革に取 り組んでいるところで

ある。同条約の締結に際 し策定 される日本語正文には、この条約の

趣旨・ 目的に照らし、条約で示された障害者の人権とその確保のた

めの締約国の義務を明確に表現するものとすべきである。

3.障害者制度改革

1)障害者制度改革に向けた動き     ｀
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障害者権利条約の策定に深 く関わった日́本障害フォーラム (JDF)

は、策定段階から各省庁との意見交換などを通 して、この条約の締

結に際 して必要とされる国内法制全般にわたる改革を申し入れてき

た。

障害者権利条約の締結に関 して必要とされる措置につき、具体的

な検討を明らかに したものとして、厚生労働省職業安定局高齢・障

害者雇用対策部長のもとで 2008年 4月 から始まつた「労働・雇用分

野に おける障害者障害者権利条約への対応の在 り方に関する研究

会」による差別禁止を含めた条約対応べの在 り方に関する議論、及

び障害者施策推進本部の下に置かれた障害者施策推進課長会議にお

いて、2008年 12月 、障害者基本法に「合理的配慮の否定」が差別

に含まれることを明記するとともに、中央障害者施策推進協議会に

ついて監視等の所掌事務を追加するとの結論を出したことが挙げら

れる。

また、文部科学省においても 2008年 8月 よ り「特別支援教育の推

進に関する調査研究協力者会議」の中で、合理的配慮やインクルー

シブ教育についても議論された。

このような状況の中で、2009年 3月 、日本障害フォーラムは拙速

な条約の締結に反対の意を表明 し、条約の実施を担保するに足る法

制度の変革を求めた。T方、当時の野党であつた民主党が 2009年 4

月に提出した「障がい者制度改革推進法案」は衆議院の解散により

廃案となつた。

その後、同年 9月 に成立 した新政権の下で、12月 「障がい者制度

改革推進本部」が閣議決定により発足 した。

関連 した重要な動き として、2010年 1月 7日 の障害者 自立支援法

違憲訴訟原告団 :弁誰団と国 (厚生労働省)と の基本合意がある。

同合意には、障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定が明記され

ているほか、障がい者制度改革推進本部における「′
障害者の参画の

下」の「十分な議論」を行うことを求めている。 i

2)障害者制度改革に関する審議の経過

2009年 112月 、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始

めとする障害者に係る制度の集中的な改革を行い、関係行政機関相

互間の緊密な連携を確保 しつつ、障害者施策の総合的かつ効果的な

推進を図るため、内閣に「障がい者制度改革推進本部」が設置され

た。

さらに、同本部の下に、障害者施策の推進に関する事項について

意見を求めるため、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する

者及び学識経験者等か らなる「推進会議」が開催されることとなっ
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推進会議は 2010年 1月 か ら審議を開始 し、障害者基本法の抜本改

正、障害者差別禁止法制の制定、総合福祉法の創設に向け、障害者

の雇用、教育、医療t司 法手続、政治参加等の各分野及び「障害」

の表記、予算確保に関する課題等について幅広「く審議を行 うととも

に、関係する民間団体や所管府省か らのヒアリング等、計 14回 にわ

た り精力的に審議を行つてきた。

なお、同年 4月 か ら推進会議の下に「障がい者制度改革推進会議

総合福祉部会」 (以 下「総合福祉部会」という。)を設け、障害者

に係る総合的な福祉法制となる「障害者総合福祉法」 (仮 称)の制

定に向けた検討に着手 しているところであり、障害児・者の実態調

査にも取 り組むほか、改革が必要な他の分野についても、今後、推

進会議の下に部会等を設け検討を進めていく予定である。'

このたび、推進会議におけるこれまでの議論を踏まえ、障害者制

度改革の基本的な方向について第一次意見として取 りまとめたも

のが本意見書である。

Ⅱ 障害者制度改革の基本的考え方

障害者権利条約の締結に向け、国内法制をその理念・趣旨に沿 う形

で整備するとともに、日本が目指すべき社会である、障害の有無にか

かわ らず、それぞれの個性の差異と多様性が尊重され、それぞれの人

格を認め合 う「共生社会」を実現することを目的と、し、制度改革を進

めるに当たつての基本的な考え方は次のとおりとする。

1..『権利の主体」たる社会の一員

すべての障害者を、福祉・医療等を中心とした「施策の客体」に

留めることな く、「権利の主体」たる社会の一員としてその責任を

分担 し、必要な支援を受けながら、自らの決定・選択に基づき、社

会のあらゆる分野の活動に参加、参画する主体としてとらえる。

2.「差別」のない社会づくり

何人も障害を理由とする差別を受けない権利を有することを確認

するとともに、差別の禁止や権利の侵害から救済を受ける法制度を

構築 し、差別のない社会づくりを目指すものとする。なお、差別に

は合理的配慮が提供されない場合も含むものとする。また、女性で

あることによつて複合的差別を受けるおそれのある障害のある女性

の基本的人権に配慮する。
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3. 「社会モデル」的観点からの新たな位置付け ´

障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、様々な社

会環境 との相互作用や社会との関係性のあり方によって生ずるもの

であるという「社会モデル」的認識を踏まえ障害の提え方や障害者

の範囲、障害者への各種支援制度等を見直すとともに、障害者の日

常生活及び社会生活のあらゆる分野への参加を可能かつ容易にする

ため、公共的施設、輸送機関、情報通信等の社会環境の改善を図る。

「地域生活」を可能とするための支援

すべての障害者がす家族への依存から脱却 しヾ自ら選択 した地域

において自立 した生活を営む権利を有することを確認するととも

に、その実現のための支援制度の構築を目指す。制度の構築にあた

つては、地域間格差が生 じないよう十分に留意する。

5.「共生社会Jの実現

障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計

画的に推進 し、もって障害者への支援と人権の確保を図ることによ

り、障害の有無にかかわらず、それぞれの個性の差異と多様性が尊

重され、それぞれの人格を認め合 う共生社会の実現を図る。

Ⅲ「 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方

Ⅱの基本的考え方を踏まえ、障害者制度改革の基本的方向と今後の

進め方については次のとおりとする。

1.全体的な当面の進め方

1)平成 221年内の進め方

・ 推進会議は1、第一次意見を基に、障害者基本法の抜本改正を

始め、改革が必要な分野について個別に部会や作業チーム等を

設け、分野別課題の検討に着手する。

また、推進会議は、改革の推進体制、モニタリング機関の在

り方、これまで議論 していない事項を含め各分野において更に
｀

検討すべき課題等の事項について引き続き議論を行い、平成 22

年秋から年末を目途に、制度改革の重要方針に関する第二次意

見を取 りまとめる。

.・
 政府は、第二次意見を踏まえ、速やかに制度改革の方向性を

決定するとともに、第二次意見を踏まえ、制度改革の重要方針

4.
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を決定すべきである。

2)平成 23年以降の進め方

・ 政府は、制度改革の重要方針に基づき、障害者基本法の抜本

改正や制度改革の推進体制等に関する法律案を平成 23年の常会

に提出すべきである。

・ 推進会議は、改革集中期間※内において、改革が必要な分野の

制度・施策の在り方や次期障害者基本計画の在 り方・方向性等

を具体化するため、部会・作業チーム等での議論を踏まえ、必

要に応 じ政府に対する意見提出を行つていくこととする。

口 上記の法律案が成立 し、施行 された後は、 3.の 1)-2に お

いて後述する、推進会議の機能を継承する審議会組織において、

検討すべき課題について引き続き議論を行い、必要に応 じ政府に

対する意見提出等を行つていくべきである。

2.基 礎 的な課題 における改革の方 向性

1)地域で暮 らす権利の保障とインクルーシブな社会の構築

国際障害者年以降、ノーマライゼーションの理念が日本にも紹

介され、地域福祉が進んできたことは事実であるが、社会一般と

は異なる生活をしている障害者が依然 として多くいる。障害に応

じたきめ細やかな支援が必要であることはもちろんであるが、そ

れは、限 りな く一般社会生活に近い形で提供されなければな らず、

一般の社会生活とは異なる生活形態を強いられ、社会から分離・

排除されてはならない。

こうした観点から、教育、福祉、医療等における制度設計に当

たつては、分離や排除の傾向や地域間格差を限 りなく取 り除き、

誰もが有する地域で暮 らす権利を実現するため、地域移行や地域

生活支援の充実を柱に据えた施策を展開 していくことが求め ら

れるもまた、そのために必要な財源 を確保し、財政上の措置 を講

ずるべきである。

2)障害の捉え方 (1)

障害の捉え方について世界保健機関 (WHO)が提唱した国際障害

※「改革集中期間」は、

年 12月 8日 閣議決定 )

「障がい者制度改革推進本部の設置について」 (平 成 21

に定める「障害者の制度に係る改革の集中期間」をいう。
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分類が、環境 との相互作用によるものとする生活機能分類 (ICF)

に改められ、また、障害者権利条約では、より社会モデルに近い

捉え方が示されている。

社会モデルは、障害という属性を有する人をありのままで受け

入れようとしない社会の有り様そのものを問うものである。
こうした障害の捉え方は、障害者施策全般に及ばなければなら

ず、より根本的には国民全体の意識変革に結びつかなければ、真
の共生社会の実現には至 らない。

3)障害の定義

障害の捉え方は障害の定義に影響を及ぼし、障害の定義は障害
の種類、範囲、障害者の総数、障害者施策の内容や対象を画する
ものとなる。

医学モデルによると障害の原因となる疾患や症状とその程度に

よつて障害が規定され、それをもとに障害者施策の内容や対象範
囲が限定され ることになるが、社会モデルによると疾患や症状を
有する、あるいは有するものとみなされる人々が負うところの社
会的不利の種類やその程度に応 じて障害が規定されることにな

る。

また、障害の定義は障害者施策の入 り口を画する機能を有する

疾患や症状の違いにかかわらずサービスを必要としている障害者
をあまね く含めることが重要である」

こうした観点か らt障害者基本法やその他の法制における諸定
義は見直すことが求められる。

4)差別の定義

これまでの社会は、障害者に対する社会の異なる取扱は1個 人
の障害に起因するものとして、平等な社会参加を困難にするもの

であつても、これを差男1で あるとは認識 してこなかった。しかし、
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」
制定に向けて行つた千葉県の差別事例の募集や内閣府の調査によ
つても、きわめて多くの差別事象が存在 し、救済されることなく
放置されている実態が明らかとなつた。

こうした実態からすると、障害者に対する差別の定義 (合理的
配慮を提供 しないことを含む。)を明らかにし、新たに策定され
る障害者差別禁止法制に取り込むだけでなく、既存の法律に散在
する差別禁止条項にも障害に基づく差別禁止を盛 り込むことが求
められる. :
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′5)言語・ コミュニケーシヨンの保障

これまで、手話や要約筆記、指点字等を含めた多様な言語の選

択、エコミュニケーションの選異手段を保障することの重要性及

び必要性は省み られることが少なかつたため、それ らの明確な定

義を伴う法制度が求められる。

6)虐待のない社会づく_り_

障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を著しく侵 し、その自立

及び社会参加に深刻な影響を与えるものであり、障害者の人権擁

護の観点か ら、障害者に対する虐待の防止、虐待を受けた障害者

に対する救済等を目的とする法制度の構築が求め られる。

6イ )障害の表記

「障害」の表記については、「障害」のほか、「障がい」「障碍」

「しょうがい」等の様々な見解があることを踏まえ、推進会議と

しては、今後とも、学識経験者等の意見を聴取するとともに、国

民各層における議論の動向を見守 りつつ、それぞれの考え方を整

理するなど、引き続き審議を行う。

8)実態調;査

基づいて行うことが求められる。

3._横 断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方

1)-1 障害者基本法の抜本的改正

障害者基本法は、もともと心身障害者対策基本法を出発点と
｀
し

てお り、改正後も障害者施策の基本を定めるという枠組みを出る

ものではない。

しか し、障害者権利条約で示された障害者の人権とその確保の

ための締約国の義務履行を担保する受け皿として、障害者基本法

を抜本改正 して社会権や自由権を実現するための基本法として位

置付 け、障害者の人権を確保するための諸施策を規定すべきであ

る。
`具

体的には、制度の谷間を生まない包括的な障害の定義、合理

的配慮を提供 しないことが差別であることを含む差別の定義、手

話及びその他の非音声言語が言語であること、障害ゆえに侵され

やすい基本的人権などを総則で確認与すすべきである。
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き与終また、人権の確保暴び、障害を持事のある女性が複合的~差
別を受けやすい状況、及び、障害のある子どもが自らその権利

を確保することに困難を抱えている状況に配慮するといった観点
か ら二既存の諸施策に関する規定を見直すと喜寺長すべきでぁる9

さ_ら に、政治参加や国際協力等の現行法の規定にない施策分野
について新たな規定を追加することを検討すべきである。

また、改革期間終了後、障害者権利条約の実施状況の監視を始
めとした次の機能を担 う審議会組織をいわゆるモニタリング機
関として法的に位置付けることを検討すべきである。

O所掌事務

障害者施策の推進に係る調査審議、_障 害者施策の実施状況の監
視 (モ ニタリング)等
0権限

関係各大臣等に対する勧告、資料提出要求 等

1)二 2 改革集中期間止おける推進体制

改革集中期間内における改革の推進等のため、中央障害者施策推

進協議会及び推進会議を発展的に改組 し、障害当事者、学識経験者

等で構成する、次の機能を担 う審議会組織を新たに内閣府に設置す
べきである。

なお、改革集中期間終了後に、同組織は、前出のモニタリング機

関へと改組されるべきである。

0所掌事務

障害者制度の集中的な改革の推進、障害者施策の推進に係る調

査審議、障害者施策の実施状況の監視 等

0権限                  '
関係各大臣等に対する勧告、資料提出要求 等

(今 後の進め方 )

推進会議又は作業チニムによる検討を経て、平成 22年 内に取
りまとめを予定する第二次意見を踏まえt政府は平成 23年 の常会
への法案提出を目指すべきである。

2)「障害者|を 理由とする差別2禁止法J(仮称)等の制定
あらゆる分野における障害春任丼事る差別類型を明らかに して

これを包括的に禁止 し、また、障害春が これ らの人権被害を受け
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た場合の救済等を目的とした「障害者|を 理由とする差別2禁止法」

(仮称)(以 下「障害者差別禁止法Jと いう。)の制定に向けた

検討を進める。検討に当たつては、現在法弔搾津到製が4検討中の

人権救済制度の検討状況にも留意するものとする。なお、差別禁

止の検討に併せて、障害者制度改革の推進に必要な他の関係法律

を一括 して整備するための法案の検討も行うものとする。

また、政府は、障害善任井事る を理由とする差別を防止するた

、め、当該差別に該当するおそれのあるものについて事例収集を行

い、その結果を公表すべきである。

(今 後の進め方 )

本年夏頃に、推進会議の下に「差別禁止部会」 (仮 称)を設け、

工障害者差別禁止法

―

の制定に向けた検討 (※ )を 開始

し、平成 24年度「末を目途にその結論を得る。これを受けて、政府

は 25年 の常会への法案提出を目指すべきである。併せて、現在去

務4諄到製が手検討中の人権救済制度に関す る法律案についても、

早急に提出できるよう各岳格検討すべき

である。

※ 労働及び雇用、教育、建物利用・ 交通アクセス等の各分野に

,お ける合理的配慮の内容等についての検討も行う。

3)「障害者総合福祉法」 (仮称)の制定

現行の障害者 自立支援法を廃止して、新たな障害者総合福祉法

(仮 称)を制定する古

この制定に当たつては、制度の谷間を生まない障害の定義のも

とに、すべての障害者が地域において自立 した生活を営むことが

できる制度構築を目指すべきである。具体的には、医学モデルに

偏 つた障害程度区分を見直すとともに応益負担を廃止 し、一人一

人のニーズに基づいた地域生活支援体系を整備 し、最重度であっ

ても、どの地域であつても安心 して暮 らせる、24時間介助制度を

始めとするサー ビスを提供するものとする。そのためにも、入所

者 日入院者の地域移行を可能とする仕組みを整備するものとする。

(今 後の進め方 )

本年 4月 か ら推進会議の下に「総合福祉部会」を設けたところ

である。当面対応が必要な課題について、同部会において整理 さ

れた意見を踏まえ、政府は必要な対応策を講ずるべきである。同

部会では、推進会議における大枠の議論の枠内で、障害者に係る
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総合的な福祉法制であるこ「障害者総合福祉法」 (仮 称)の制定に
向けた検討に着手しているところであり、平成 23年夏から秋まで
を目途に結論を得る。これを受けて、政府は、24年の常会べの法
案提出、25年 8月 までの施行を目指すべきである。

4.個別分野における基本的方向と今後の進め方
以下 の各個別分野につ いては、推進会議の問題認識 を踏 まえて改

車の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討過程や
次期障害者基本計画の策定時期等も踏まえた改革の工程表を示し
ていくべきであり、事項ごとに関係府省において検討を進め、所要
の期間内に結論を得て、必要な措置を請ずるべきである。

1)労 働及 び雇用

(推進会議の問題認識 )

障害者が地域において自立 した生活を営み、よリー層社会参加ができ

るようにするためには、他と等 しく障害者が職業等を選択でき、働く機

会が確保されるとともに、多様で利用可能な労働条件・環境が整備され

ることが不可欠である。

【障害者の雇用の促進】

現状において障害者の雇用状況は、障害者雇用促進法に基づく法定雇

用率を達成している企業が全体の半数に満たないなど、厳 しい状況にあ

り、また、障害の種別 日程度によって職域́や雇用義務の有無、さらには

雇用の機会等に格差がある等、障害者の雇用の促進を図るために大幅な

改善が求められている。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 現行制度における「障害者」の範囲については、就労の困難さに視
.点 をおく社会モデルの観点に立ち、その認定に係る制度の仕組みを含
め見直す方向で検討する。

・ 障害者雇用率制度 (法定雇用率の水準、ダブルカウント制、特例子

会社制度等)、 障害者雇用納付金制度 (納付金の
‐
額:助成金の対象と

期間等)等については、雇用の促進と平等な取扱いという視点からそ
の在 り方を検証 した上で、積極的差別是正措置としてより実効性のあ

る具体的方策を検討する。
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日 精神障害者は雇用義務の対象となつていない等の障害種別による雇

用義務の格差を是正し、すべての障害者がその種別にかかわらず同程

度に雇用機会や労働条件が確保されるよう、必要な措置を講ずる。

【厚生労働省関晰朝

【福祉的就労に従事する障害者に対する支援】

福祉的就労に就いている障害者の月額工賃は平均して約一万三千円程

度であり、地域で自立した生活を送るには困難な低水準にあるほか、労

働法規で定められているような措置の対象とならない場合がある等の間

題がある。このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

日 福祉的就労の在 り方について、労働法規の適用も含め、雇用施策に

おける位置付けを検討するとともに、いわゆる「最低賃金減額特例措

置」については、賃金補填等の所得保障に係る新制度との整合性を図

った上で、重度障害者の雇用の確保に留意 しつつ、当該措置の適用の

在 り方について検討する。また、就労継続支援や就労移行支援の対象

となる「障害者」の範囲や利用者負担等の問題については、総合福祉

部会等において検討する。

・ 障害者も障害のない人も対等な立場です緒に働くことができる形態

の職場を設置 している者に対し、その運営に要する賃金を含む経費の

一部を補填するいわゆる「社会的事業所」について、地方公共団体に

おける先進的な取組を参考にしつつ、その■層の普及がされるよう必

要な措置を講ずる。併せて、障害者に多様な就労機会を提供するため

、「協同労働の協同組合」等の仕組みの構築等必要な措置を講ずる。

【厚 生労働省関瑚朝

・ 国等の物品、役務等の調達に関 し、障害者就労施設等の受注の機会

の増大を図るため、国等が障害者就労施設等から物品等を優先的に調

達することも含め、具体的方策を講ずる。

【厚生労働省・財務省・総務省関係】

【職場における合理的配慮や必要な支援の整備】

障害者が自らの能力を最大限に発揮 し、障害のない者と同様に安全か

つ健康的な労働環境を確保するためには、障害を理由とする差別が禁止

され、職場において必要な合理的配慮や支援がなされる必要がある。
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このような観点からt以下を実施すべきであるЪ    ´

厚生労働省において、現在検討中である障害者雇用促進法の見直し

の議論の中で、障害を理由とする差別の禁止、事業主への合理的配慮

の義務付け及びその取組を容易にするための助成や技術的支援、合理

的配慮に関する労使間の紛争解決手続の整備等の職場における合理的

配慮を確保するための具体的方策について、推進会議等の議論も踏ま

え引き続き検討を行う。

・ 障害者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、コミュニケー

ション支援 (手話通訳、要約筆記等)、 ジョブコーチ等の職場に

おける支援の在 り方については、既存の助成制度も含め、障害者

雇用促進法の見直 しの議論及び平成23年末を目途に得られる総合

福祉部会等の検討結果を踏まえ、法制化を含めた必要な措置を講

ずる。

【厚生労働省関係】

(政 府に求める今後の取組に関する意見 )

0 障害者雇用促進制度における「障害者」の範囲について、就労の困難

さに視点を置いて見直すことについて検討し、平成 24年度内にその結論

を得る6

0 障害者雇用率制度について、雇用の促進と平等な取扱いという視点か

ら、いわゆるダブルカウント制度の有効性について平成 22年度内に検証

するとともに、精神障害者の雇用義務化を図ることを含めt積極的差別

是正措置としてより実効性のある具体的方策を検討し、平成 24年度内に

結論を得る。

O いわゆる福祉的就労の在り方について、労働法規の適用と工賃の水準

等を含めて、推進会議の意見を踏まえるとともに、総合福祉部会におけ

る議論との整合性を図 りつつ検討し、平成 23年内にその結論を得る6

0 国及び地方公共団体における物品、役務等の調達に関 し、適正で

効率的な調達の実施 という現行制度の考え方の下で、障害者就労施

設等に対する発注拡大に努めることとし、調達に際 しての評価の在

り方等の面か ら、障害者の雇用・就業の促進に資する具体的方策に

ついて必要な検討を行 う。
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0 労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、職場にお

ける合理的配慮の提供を確保するための措置、これ らに関する労使

間の紛争解決手続の整備等の具体的方策について検討を行い、平成

24年度内を目途にその結論 を得る。

O 障害者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、ジョブコ‐チ等

の職場における支援の在 り方について、平成 23年 内を目途に得 られ

る総合福祉部会の検討結果等を踏まえ、必要な措置を講ずる。

2)教育

(推進会議の問題認識1)

障害者権利条約においては、あらゆる教育段階において、障害者に

とつてインクルーシブな教育制度を確保することが必要とされてい

る。

障害の有無にかかわ らず、それぞれの個性の差異 と多様性が尊重

され、それぞれの人格を認め合 う共生社会の構築に向け、学校教育の

果たす役割は大きい。人間の多様性を尊重 しつつ、精神的 ,身体的な

能力を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加する

との目的の下、障害者 と障害のない者が差別を受けることな く、共に

生活 し、共に学ぶ教育 (イ ンクルーシブ教育)を 実現することは、互

いの多様性を認め合い、尊重する土壌を形成 し、障害者のみならず、

障害のない者二人にとつても生きる力を育むことにつながる。

また、義務教育だけでなく、就学前の教育、高校や大学における教

育及び就労に向けた職業教育や能力開発のための技術教育等について

も、教育の機会均等が保障されなければならない。

なお、現行の教育基本法の第 4条第 1項に各いモはすの教育上差別

されないtO-0‐例示

に「障害」が明記されていな

いところであり、「障害」が除かれる趣旨ではないものの、今後明文

化することも=

モ慕壬事る暮とを検討すべきである。
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|【地域における就学と合理的配慮の確保】            |
1 姜が日 日本における障害者に対する公教育は、特別支援教育 |こ よる

|

|こ とになっており、就学先や就学形態の決定に当たっては、制度上、 |
1保護者の意見聴取の義務はあるものの、本人・保護者の同意を必ずし

|

|も 前提とせず、教育委員会が行う仕組みであり、本人・保護者にとっ |

|て それ らの決定に当たつて自らの希望や選択を法的に保障する仕組み |

|が確保されていない。                     |
| また、特別支援学校は、本人が生活する地域にないことも多く、そ |

|の ことが幼少の頃から地域社会における手ど寺鼎にふきわ与い同年齢
|

|の 子どもと育つ生活の機会を奪=輝■り失わせたり、通常にはない負担 |

|や 生活を本人・保護者に
―

―求めたり、地域の子ども:た ちから分離
|

|さ れる要因ともなっている。                   |
1 障害者が地域の学校 |三 就学 し、多大な負担 (保護者の付き添いが求

|

|め られたり、本人が授業やそれ以外の教育活動に参加 しにくいまま放 |

1置 される等)を求め強い られることなく、その学校において適切な教 |

1育 を受けることを保障するためには、教育内容・方法の工夫、学習評
|

1価 の在 り方の見直し、教員の加配、通訳・介助者等の配置、施設 0設
|

1備 の整備、拡大文字・点字等の用意等の必要な合理的配慮と支援が不
|

1可 欠である。                         |
| このような観点からt以下を実施すべきである。         |

|・ 障害の有無にかかわらず、すべての子どもは地域の小・中学校に
|

1 就学 し、かっ通常の学級に在籍することを原則1と し、本人・保護者
|

| が望む場合のほか、盲人、ろう者又は盲ろう者にとって最も適切な |

1 言語やコミュニケTシ ョンの環境を必要とする場合には、特別支援
|

1 学校に就学 し、又は特別支援学級に在籍することができる制度へと
|

1 改める。                          |

|・ 特別支援学校に就学先を決定する場合及び特別支援学級への在籍||

| を決定する場合や、就学先における必要な合理的配慮及び支援の内 |

1 容の決定に当たつては、本人口保護者、学校、学校設置者の三者の
|

1 合意を義務付ける仕組みとする。また、合意が得られない場合には、|

| インクルーシブ教育を推進する専門家及び障害当事者らによって構 |

1 成される第三者機関による調整を求めることができる仕組みを設け |

| るも            。                 |

|¨…1__里責童11上 i_主主体三_1生 _望 :セ け通常の学級)に就学した場合に、|
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当該学校が必要な合理́的配慮として支援を講ずる。や業綱は百劉昇を

当該学校の設置者がは、追加的

な教職員配置や施設・設備の整備等の条件整備を行 うために計画的

に必要な措置を詳喜的に講ずる。

【文部科学省牌係】

【学校教育における多様なコミュニケーション手段の保障】

障害者の人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力を可

能な限 り発達させるためには、教育が本人にとつて最も適当な言語並

びに意罐謡鵜呂コミュニケーションの形態及び手段によって行うことが

確保 されなければならない。

このような観点か ら、以下を実施すべきである。

・ 手話 0点 字・要約筆記等による教育、発達障害、知的障害等の子

どもの特性に応 じた教育を実現するため、手話に通 じたろう者を含

む教員や点字に通 じた視覚障害者を含む教員、手話通訳者、要約筆

記者等の確保や、教員の専門性向上に必要な措置を講ずる。

・ 教育現場において、あらゆる障害の特性に応じたコミュニケーシ

ョン手段を確保するため、教育方法の工夫・改善等必要な措置を講

ずる。

【文部科学省関晰制

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

O 障害のある子 どもが障害のない子 どもと共に教育 を受けると

い う障害者権利条約のインクルニ シブ教育システム構築の理念

を踏 まえt体制面 、財政面 も含めた教育制度の在 り方 について、

平成 22年度内に障害者基本法の改正 にもかかわ る制度改革の基

本的方向性についての結論 を得 るべ く検討を行 う。

O 手話・点字等による教育、発達障害、知的障害等の子どもの特性に

応 じた教育を実現するため、手話に通 じたろう者を含む教員や点字に

通 じた視覚障害者を含む教員等の確保や、教員の専門性向上のための

具体的方策の検討の在 り方について、平成 24年 内を目途にその基本

的方向性についての結論を得る。

3)所得保障等

(推進会議の問題認識 )

1 障害者は、その尊厳にら、さわ しい生活を保障される権利を有 してお |

|り 、障害者が地域で自立 した生活を営むためヽには、一定水準の所得を
|
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保障す ることが不可欠である。

【公的年金制度改革における検討】     「

厚生労働省において平成25年常会に法案提出を予定している新たな
年金制度創設に向けた議論の中で、障害者が地域において自立 した生
活を営むために必要な所得保障の在 り方について、給付水準と負担、
並びに稼働所得との調整の在 り方を含めて検討を行うべきである。

【厚生労働省関晰制

【無年金障害者の所得保障】      .
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情等によりご障害

基礎年金の支給対象から除外されている無年金障害者 (20歳 以前の初
診日認定ができない者、国籍条項撤廃時 (1982年 )に 20歳 以上の在日
外国人障害者等)が、現在多数存在 している。

このような現状を受けて、学生無年金障害者等を福祉的措置によっ
て救済するために設けられた「特別障害給付金」の給付対象範囲の拡
大を含め、無年金障害者の困窮状態の改善を図る措置を早急に講ずる
べきである。

【厚生労働省再係】

【住宅の確保】   `
障害者が地域において自立 した生活をするためには、住居の確保が

不可欠であるが、家賃等の負担が大きくt地域での生活が困難になっ
ているという現状がある。

したがつて、住宅確保のための支援の在 り方について家賃等の軽減

を含め、引き続き総合福祉部会における議論と整合性を図りつつ検討
を行うべきである。            ・

【厚生労働省        】
(政府に求める今後の取組に関す る意見 )

0 障害者が地域において自立 した生活を営むために必要な所得保障
の在 り方について、給付水準と負担の在 り方も含め、平成 25年 常会
への法案提出を予定 している公的年金制度の抜本的見直しと併せて

検討 し、平成 24年 内を目途にその結論を得る。

O 特別障害給付金法の附則において、給付金の支.給 対象とならなかっ

た在日外国人障害者等に対する福祉的措置の検討規定が設けられて

おり、この法律附則の検討規定に基づき、立法府その他の関係者の議

論を踏まえつつ検討する。
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O 障害者の地域における自立 した生活を可能とする観点から、障害者

の住宅確保のために必要な支援の在 り方について、総合福祉部会にお

ける議論 との整合性を図りつつ検討 し、平成 24年内にその結論を得

る。

4)医療         i
(推進会議の問題認識 )

障害者が地域において安心して自立した生活が送4る ためには、.立
べての障害者が障害に基づく差別なしに可能な限り最高水準の健康を

享 受で きるよ う、必要 な医療や リハ ビリテー シ ョン等が提供 さなけれ

ばな らな い。特に精神 医療に関 して は、医療 と福祉が混在 し制度上の

問題 を多 く含んで いる精神保健 福祉 法の抜本 的な改正が必要 である。

【精神障害者に対する強制入院等の見直 し】

現行制度では、精神障害者に対する措置入院、医療保護入院、裁判

所の決定による入院、強制医療介入等については、一定の要件の下で、

本人の同意を必要とせずに、強制的な入院・医療措置をとることが可

能となつており、自由の剥奪という観点から検討すべき問題がある。

このため、現行の精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等に

ついて、いわゆる「保護者制度」

詳を見直すべきである。

【厚生労働省牌係】

【地域医療の充実と地域生活への移行】

精神科病院においては、入院治療の必要がないにもかかわらず、長

期入院による自立生活の困難等の問題により入院せざるを得ない、い

わゆる「社会的入院」患者が厚生労働省の統計から推定される人数で

も約 7万人いるといわれているも

このような現状を改善するため、入院中の精神障害者に対する退院

支援の充実を図るべきである。退院支援や地域生活への移行後におけ
′

る医療、生活面からのサポー ト (優基群■きショ=ト ステイ等を含む)

の在り方については、総合福祉部会で検討を進める。

【厚生労働省吾係】

【精神医療の一般医療体系への編入】

現行制度においては、精神疾患のある患者は、臨時応急の場合を除

いて、原則として精神病室以外の病室には入院できないこととなつて

おり、このことが精神障害者とつて一般医療サービスを受けることを

困難にしている。また、精神科医療の現場においては、いわゆる「精
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神 科特例」によ リー般医療 に比 して医師 や看護師が少ない状況にある。

このよ うな状況 を踏 まえ、以下 を実施すべ きであ る。

・ 精神医療の一般医療体系への編入の在 り方について、総合福祉部

会での今後の議論を踏まえ、推進会議において検討を進める。

・ 特に精神医療の現場における医師、看護師が一般医療より少ない

現状を改善 し、その体制の充実を図るため、「精神科特例」の廃止

を含め、具体的な対応策を講ずる。

【厚生労働省善係】

【医療に係る経済的負担の軽減】

障害者は健康面における特段の配慮や対応を必要とする場合が多い

が、継続的な治療等に要する費用負担が大きいためt必要な医療を受

けることが困難な状況がある。

このような状況を改善するため、障害者がその健康状態を保持 し、

自立 した日常生活等を営むために必要な医療を受けたときに要する費

用負担については、本人の負担能力に応 じたものとする方向で、総合

福祉部会において引き続き検討する。

【厚生労働省関係】

【地域生活をヽ容易にするための医療の在 り方】

日常生活における医療的ケア (た ん吸引、経管栄養等4注共再始か

や嵯副絆→ 等についても、一部はホームヘルバー等によつて行われて

いるが、原則として医師・看護師等のみに限定されているため:単身

での在宅生活の途が閉ざされてまた同居の場合その家族にとって重い

介護が負担となっている。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ たん吸引や経管栄養等の日常生活における医療的ケアについては、

その行為者の範囲を介助者等にも広げ、必要な研修や手続の更なる

整備等を行うし      |

・ 障害のある共者や児童に対する受診拒否の実態を把握 し、改善の

【厚生労働省関係】

(政府に求める今後の取組に関する意見)

O 精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる

ための措置ヽを講ずる。
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「保護者制度」の見直 し等も含め、その在 り方を検討 し、平成 24年

内を目途にその結論を得る。―

0 「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地

域生活における医療、生活面の支援に係る体制の整備について、総合

福祉部会における議論 との整合性を図 りつつ検討 し、平成 23年度内

にその結論を得る。

.0 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のため

の具体的方策について、総合福祉部会における議論との整合性を図り

つつ検討 し、平成 24年 内を目途にその結論を得る。

O 自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負担とす

る方向で検討 し、平成 23年 内にその結論を得る。

O たん吸引や経管栄養等の日常における医療的ケアについて、介助者

等による実施ができるようにする方向で検討 し、平成 22年度内にそ

の結論を得る:

5)障害児支援

(推進会議の問題認識 )

障害児は、一人の子 どもとして尊重され、すべての人権、基本的自

由を享受 しているという観点から、障害児の最善の利益を考慮 した施

策が講 じられる必要がある。

【障害児やその保護者に対する相談支援】

相談支援については、障害児の出生直後又は「気になる」・「育て

に くいJ段階から、医療及び福祉関係者か らの適切な情報提供t心理

的サポー トが不足 しており、障害児を含め、その家族に対する十分な

支援が提供されていない:

このような現状を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 子どもの障害について、地域の身近なところで第一次的に相談対

応を行い、必要に応 じて適切な専門機関へとつなぐ仕組みを構築す

る。

・ 障害児及びその保護者に対する相談や療育等の支援が、障害の種

別・特性に応 じた言語環境により、かつ耳義キ長与身基与地域モ地

域の身近なところで提供されるよう必要な措置を講ずる。
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― 障害の専門機関の者が地域に出向き、保健センターや地域子育て
拠点における保健師、保育士等と連携 した効果的な相談支援を提供
できるよう、必要な措置を講ずる。

・ 障害児支援においては、家族 (特 に母親)に 過大な負担を強いる
現状を充分に配慮 し、家族の負担を減らすための具体的な施策を講
ずる。

【児童福祉における障害児支援の位置付け】
障害児支援は、早期に必要な専門的支援が求められる反面、その支

援が障害児のみに注目した形でのサービス提供になりがちであるた
め、その家族への支援や地域社会 との関係が置き去 りになっている場
合がある。また、障害の軽減のみが重視されがちであり、そのことが
本人の障害に対する否定的な認識を助長し・てしまうという問題もあ
る。

このような現状を改善するため、障害児支援については、家族へめ
子育て支援や            _功 主地域において一般児童と
共に育ち合 うこと

・
が保障されるよう、一般の児童福祉施策の中で講じ

られるようにすべきである。

【厚生労働省牌係】
(政府に求める今後の取組に関する意見)

0 障害児やその保護者に対する相談や療育等の支援が地域の身近な

ところで、利用 しやすい形で提供されるようにするため、現状の相談
支援体制の改善に向けた具体的方策について、総合福祉部会における
議論との整合性を図りつつ検討 し、平成 23年 内にその結論を得る。

′

0 障害児に対する支援が、下般施策を踏まえつつ、適切に講じられる
ようにするための具体的方策について、総合福祉部会における議論と
の整合性を図りつつ検討し、平成 23年内にその結論を得る。

6)虐待防止        ′

(推進会議の問題認識)

入所施設や家庭内、労働現場や精神科病院等の医療現場等において
障害者に対する虐待の例もみられるところであり、虐待の防止やその
救済等に関する法整備が急務どなつている。立法府においては、障害
者の虐待防止に係る制度の法制化に向けた検討がなされているが、今

- 25 -



後の法整備に当たつては、ヽ政府が́行 う場合も含め、次の方針 l手 沿 つて

検討されるべきである。

(防止すべき虐待行為)

・ 防止すべき虐待行為は、身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、放

置、経済的搾取の五つの場合とする」

(虐 待行為者の範囲 )

・ 障害者の生活場面に日常的に直接かかわ りをもつ親族を含む介護
・

者、福祉従事者、事業所等の使用者 (従 業員を含む。)に加えて、外

部か らの発見が困難な学校や精神科を始めとする病院等における関

係者についても範囲に含める。

(早期発見・通報義務 )

・ 虐待の事実を早期に発見できるようにする観点か ら、障害者の生

活に関連する者等ヽに対 し、早期発見を促す仕組みとする。
・ 虐待の発見者に対 して、救済機関への通報義務を課すとともに、

当該通報者の保護のための措置を講ずる。

(救 済措置の在 り方 )

・ 実効性のある救済を行 うためには、事実確認、立入検査、一時保

護、回復支援等のほか、必要な場合には、強制力を伴つた措置 を講

ずる。

(監視機関の在 り方 )

障害者権利条約の趣旨を踏まえ、虐待を未然に防止するため、効果

的な監視が可能な体制を整える。

【厚生労働省・文部科学省
｀
関係】

(政 府に求 め る今後の取組 に関す る意 見 )

○ 障害者 に対す る虐待防止制度の構築 に向 け、推進会議の意 見 を踏ま

え、速やか に必要 な検討 を行 う。

7)建 物利用・ 交通アクセス

(推進会議 の問題認識 )

障害者が、日常生活又は社会生活において、公共的施設・設備、交

通機関等を円滑に利用できるようにすることは、障害者の社会参加を

促進する観点か ら不可欠である。

平成 18年に制定された「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進等

に関する法律」 (バ リアフリー新法)の制定等により、パ リアフリー

の取組においては、可定の進展はみ られるものの、地方部より大都市

部におけるバ リアフリー整備が優先されてきたことにより、地方にお

ける整備の遅れが顕著となつている。また、障害者が公共交通機関を
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利用するに当たつて、乗車拒否や利用拒否等の不当な対応もみられる

ところであり、障害者にとって、円滑かつ安全に公共的施設・設備、

交通機、関等を利用できる環境が十分に整っているとはいえない状況が

ある。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 国土交通省において平成 23年常会への法案提出を検討 している

「交通基本法」 (仮 称)の中で、移動の権利等について明文化する。

・ 地方における公共施設や交通機関等のパ リアフリー整備の遅れを

解消するため、整備対象施設の範囲の拡大や時限を付 した数値目標

の設定等も含め、必要な具体的方策を講ずる。

・ バ リアフリー新法に基づ く市町村の重点整備地区の基本構想の作

成・改定に当たっては、当事者参画の一層の推進を図る。

・ 障害者に対する乗車拒否や施設及び設備の利用拒否の実態を把握

した上で、合理的配慮が確保されるようにするため、苦情処理の対

応を行う第二者機関の設置等も含め、必要な措置を講ずる。

【国土交通省爵係】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

○  「交通基本法」 (仮称)の制定と関連施策の充実について、推進会

議の意見を踏まえ、平成 23年 常会への法案提出に向け検討する。

O・ 地方における公共施設や交通機関等のパ リアフリー整備の促進等

のため、整備対象施設の範囲の拡大や数値目標の設定等も含め、必要

な具体的方策を検討 し、平成 22年度内を目途にその結論を得る。

O 公共施設や交通機関等における乗車拒否や施設及び設備の利用拒

否に関する実態を把握 した上で、その結果を踏まえ、障害者差別禁止

法の検討と併せて合理的配慮が確保され るための具体的方策につい

て、検討する。

8)情報アクセス・ コミュニケーション保障

(推進会議の問題認識 )

障害者は、すべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可

能とするため、必要な情報及びコミュニケーションが保障される権利

を有する。

障害者も、障害のない人と同様に、表現の自由や知る権利の保障の
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1下 で、情報サ T´ ビスを受ける権利を有 しており、自ら必要とする言語 |

1及 びコミュニケーシヨン手段を選択できるようにするとともに、障害
|

1者 が円滑に情報を利用 し、その意思を表示できるようにすることが不 |

1可 欠である。                         |
1 国及び地方公共団体は、障害者が選択するコミユニケーション手段

|

|を使用することができるよう必要な施策を講 じなければならないも  |

|【 情報バ リアフリーの取組】             ´    |
1 姜が日 日本においては、情報や考えのや りとりに必要なサー ビス (手

|

1話通訳者、要約筆記者、知的障害者の支援者等)を 利用できないこと |

|や 、障害に配慮 した情報提供 (点 字化、字幕を付ける、ルビを振る等 )|

|を 受けられないこと等、障害者は、生活の様々な場面で情報へのアク |

|セ スやコミュニケーシヨンにおける困難に直面している。      |
1 署の半年再近年、日本は高度な情報・コミュニケーション技術 (IC丁 )|

|を発展 させてきたが、障害者がそれを十分に利用できないという事態
|

|も 生 じている。                        |
| このような状況は、障害者に不利益を負わせるだけでなく、障害者 |

|と 交流する障害のない人にも不利益を生 じさせるものである。    |
| このような観点から、以下を実施すべきである。         |

|・ 手話付放送、一字幕付放送、電話 リレーサービス等、あらゆる障
|

1 害の種別・特性に配慮 した方法による情報提供が、関係事業者等に
|

| よ り日常生活や、社会生活、障害者と障害のない人との交流する機
|

1 会等のあらゆる場面において行われるよう必要な支援を行 うととも
|

| に、時限付きの数値目標を伴 つた情報バ リアフリー化のための指針
|

| の策定を始め、必要な環境整備を図る。             |
|        【          総務省・厚生労働省関晰朝 |

|・ 手話通訳者、_一指点字通訳者、二触手話通訳者、牛要約筆記者二 |

1          等、障青者と障害のない人のコミュニケーシヨ
|

| ンを支援する人材について :そ の養成の一層の拡充を図るとともに、
|

1 公的機関への配置をするための必要な措置を講ずる。       |
|                      【厚生労働省関晰朝 |

|                                |

|【 災害時における緊急情報等の提供】  °           |
1 災害時における緊急情報等は、生命に関わる極めて重要性の高いも

|

|の であるが、現状では、被害情報や避難情報等の提供が障害者に配慮 |

|さ れた形で行われているとは言い難 く、市町村によつてもその対応に
|

|は ばらつきがみ られるL                    I
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このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 放送事業者等が災害に関する緊急情報等を提供するに当たっては、

手話や字幕等の障害者が必要な情報を迅速かつ的確に入手できる方

法が講 じられるよう、必要な措置を講ずる。

, 【総務省関晰制

・ 災害等の緊急事態における国・地方公共団体による避難勧告等に

当たっては、あらゆる障害の種別・特性に対応 した伝達手段が確保

されるよう、具体的方策を講ずる。

【総務省・内閣府・厚生労働省爵係】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

0 障害の特性に配慮 した方法による情報提供が行われるよう、関係省

庁が連携 し、技術的・経済的な実現可能性を踏まえた上で、必要な環

境整備の在 り方について、障害当事者の参画も得つつ検討 し、平成 24

年内にその結論を得る。

O 放送事業者における現状の対応状況、取組の拡充に係る課題等を踏

まえt平 成 22年度内に、、災害に関する緊急情報等の提供について、

放送事業者に対する働きかけ等の措置を検討する。

O 国・地方公共団体による災害時の緊急連絡について、あらゆる障害

の特性に対応 した伝達手段が確保されるための具体的な方策の在 り

方について検討 し、、平成 24年 内にその結論を得る。

9)政治参加

(推進会議の問題認識 )

民主政治の健全な発達を期するためには、すべての国民が自由な意

思の下で、公明かつ適正な選挙等の実施を確保されることが不可欠で

ある。

そのため、障害者についても、選挙等に関する情報における「知る

権利」の保障の下で、障害のない人と平等に自己の自由な意思により

政治参加の機会が実現されるべきである。

しかしながら、現状では、障害者の選挙権や投票権の保障が、制度
の運用において、障害のない人と同等程度に保障されていない問題が

多々あり、早急に必要な改善措置を講ずるべきである。

【選挙等に関する情報へのアクセス】

選挙等に関する情報の提供においては、点字及び音声による選挙公
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・ 手話の付与が十分にはなされていない等、障害のある人が情報を

得ることが困難な状況がある。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 選挙等に関する情報の提供に当たつては、障害の特性に応 じて適

切な提供方法がとられるよう早急に改善を図る。

・ インターネッ トを活用 した選挙活動の解禁に係る制度が施行され

る場合には、障害者の便宜に配慮 した運用がされるよう必要な措置

を講ずる。

【総務省吾係】

【投票所へのアクセス】

地域によつては、投票所へ移動する際の困難なアクセスや投票所に

おける物理的バ リア等により、障害者の投票機会の確保が容易でない

状況がある。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 投票所への移動支援の充実や、投票所の設置及び設備に関するバ |

リアフリー化 (エ レベーターのない 2階以上の室への設置 を避ける
|

こと、スロープ設置による段差解消 等)等 の障害者の便宜に配慮 し |

た措置がすべての地域において講 じられるようにする。      |

|・ 投票所において、障害者がその障害に応 じた必要な合理的配慮や

1 支援を受けられるようにする。 (知 的障害のある人や、文字を書 く

| のが困難な人への人的支援や、他の容易な投票方法への変更、筆談

| や手話通訳による支援等 )

【総務省爵係】 |

|【 選挙活動における配慮等】                  |
1 障害者による選挙活動への必要な配慮等についても改善を図る必  |
1要 があるが、選挙制度の在 り方については、議会政治の根幹にかかわ

|

|る 問題であり、各党各会派における議論に委ねられるべきものである
|

|こ とから、以下の事項について、立法府においても真摯な検討を期待
|

|す る。                           |

|・ 障害者が選挙活動を行う際の必要な支援の充実が図られるよう、 |
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例えば、選挙運動員とは別に手話通訳や移動介助者等の介助者を公

的に保障する等の具体的方策を実施する。
/            

【国会関係】

選挙権、被選挙権に関する成年被後見人の欠格条項については、

後見人が付いているかどうかで差別化する人権侵害の側面が強い
ことから、廃止も含め、その在 り方を検討する。

【法務省・総務省・国会関係】

・ 国会中継t国 会会議録等の国会審議に関する情報の提供に当たっ

ては、手話・字幕・点字等の媒体で障害の種別・特性に応 じた適切

な提供方法がとられるよう改善を図る。

【国会関係】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

O 障害者が選挙情報等に容易にアクセスできるよう、点字及び音声に

よる「選挙のお知らせ版」について、今年執行予定の参議院選挙にお
いて全都道府県での配布を目指す。政権放送への字幕・手話の付与等
については、関係機関と早急に検討を進め、平成 22年度内にその結

論を得る。

○ 投票所への困難なアクセスや投票所の物理的バリア等を除去する
ための具体的方策として、投票所への移動が困難な選挙人の投票機会
の確保に十分配慮するとともに、今年執行予定の参議院選挙において、
投票所入 り日の段差解消割合が 100%(人 的介助を含む)と なるよう、
市町村選挙管理委員会の取組を促 していく。

O インターネッ トを活用 した選挙活動の解禁に係る制度が障害者の

便宜に配慮 した運用がされるよう必要な措置を講ずる。

10)司 法手続  
｀

(推進会議の問題認識 )

刑事訴訟手続や民事訴訟手続を始めとする司法手続において、障害
者がその手続上の権利が保障され、・他と平等に参加、できるようにする

ためには、障害の特性に応 じた手続上の配慮の提供が不可欠である。
しかしながら、特に、適正手続として保障される刑事訴訟法上の各

種の権利行使において、そもそも法制度自体が障害者の存在を想定し
ていないとの指摘があり、また運用の実態においても大きな問題が存

在 している。さらに、刑事被拘禁施設内における処遇においても、障
害特性が理解されていないが故の不利益取扱いについて指摘がある。
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【刑事訴訟手続における配慮】

(捜査段階 )

障害の特性に配慮 した適切な方法による情報の提供等が確保されて

いないため、令状主義の趣旨がいかされず、弁護人選任権や黙秘権の

告知が告知 としての機能を果た しておらずtさ らには、取調べの適正

を欠 くといつた事態を招いている場合がある。

このような現状を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 刑事訴訟手続においては、手話通訳者、要約筆記者、知的障害者

の支援者等の立ち会い等を含めt障害の特性に応 じた情報伝達とコ

ミュニケーション確保の保障がなされるよう必要な措置を講ずる。

・ 捜査段階における適正な手続 を担保する観点か ら、被疑者取調べ

の全面的な可視化を検討する。

【法務省・警察庁関係】

(公判段階 )

手続的な保障がないままに自由がなされた場合には、証拠 として採

用 されないような仕組みが検討されるべきである。

また、障害者が被告人や証人として、質問や尋間を受ける場合には、

障害の特性に対応 した適切な情報提供やそのために必要な手話通訳

者、要約筆記者、知的障害者に対する支援者等の支援がされるよう必

要な手続上の措置を講ずるべきである。

【法務省牌係】

【被拘禁中の処遇】

異料キ被拘禁中の障害者の処遇に関 して、障害の状況に応 じた合理

的配慮がなされていない状況がある。

このような状況を改善するため、被拘禁者の有する外部交通権等の

諸権利の行使及び刑務作業を含めた施設内の生活全般について、物的

な設備や情報提供におけるアクセス、医療面での配慮等がされるよう

必要な措置 を講ずるべきである。

【法務省関係】

【コミュニケーション確保に係る費用】

司法手続が適正になされるためには、障害を理由とした特別な負担

を要することなく、当事者のコミュニケーションが十分に確保される

ことが不可欠である。
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このような観点から、民事訴訟手続や刑事訴訟手続等における障害

者のコミュニケーションの確保のために必要な人的、
｀
物理的支援に係

る費用については、原則として公的負担とすべきである。

【法務省牌係】

【司法関係者 (警 察官及び刑務官を含む。)の研修】      ~
司法関係者の障害についての正 しい知識や理解が不足ない し欠如 し

ていること無無二無理解による様々な問題が指摘されており、これを

改善するため、障害の特性、手話言語や障害に配慮したコミュニケー

ション、生活支援の基本などについての理解等を深める研修の一層の

充実を図るべきである。

【法務省・警察庁・裁判所関係】

上記の他、判決が知的障害者に対 してなされる場合に本人に理解で

きる内容や言葉遣いでなされていないことや、それが視覚障害者に対

してなされる場合にも点字による判決が交付されないこと等の問題が

ある。また、裁判傍聴に当たっては、パソコン要約筆記による全体投

影や磁気ループの設置がなされていない等障害者による傍聴に際 して

の配慮がなされていない。さらに、民事訴訟手続においては、障害者

の稼働能力が低 く認定される結果、逸失利益の認定が低くおさえられ

るという指摘がなされておりここれ らの在 り方について裁判所におけ

る真摯な検討が望まれる。

【裁判所関係】

(政府に求める今後の取組に関する意見 )

○ 刑事訴訟手続において、あらゆる障害の特性に応 じた配慮がされる

ための具体的方策について検討 し、平成 24年 内を目途にその結論を

得る。

O 司法関係者 (警 察官及び刑務官を含む。)に対する障害に関する理

解深める研修について、障害者関係団体の協力を得つつ、その一層の

充実を図る。

11)国際協力

(推進会議の問題認識 )

障害者施策における国際協力は、日本

務として諸外国・地域における障害者の

国内の障害者施策の推進にも資するもの

障害当事者の権利を尊重 した′国際交流の

が国際社会の一員としての責

地位の向上に寄与 し:併せて

である。こうした観点から、

推進に当たつては、障害者の

能力構築T「及び自立生活技能の提供すな̈ど障害に特化 した国際協力事
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業に加え、一般市民を対象とした国際協力事業についても障害者が受

益者 となりうるようアクセシビリテイの確保等を重視 した取組を進め

ることが重要である。

日本は、第 1次及び第 2次 アジア太平洋障害者の十年 (1998-2002、

2003-2012)の 提唱国として、NGO等 と協力しつつ、「びわこミレニア

ム・ フレームワーク (BMF)」 の採択等に積極的に貢献 してきている。

他方で、現在、政府開発援助大綱においては、社会的弱者の状況を

考慮する旨が規定されているのみで、障害者については明確に位置付

けられておらず、援助が障害者の地位の向上に資するものになつて い

るとは言いがたい。

今後、障害者権利条約の締結を見据え、義が暑 日本の障害者施策分

野における国際協力について法律等において明確に位置付けた上で、

よ リー層の推進を図る必要がある。

このような観点か ら、以下を実施すべきである。

・ 「政府開発援助が障害者の地位の向上とバ リアフリー化に資するも

のとなるよう、政府開発援助大綱において障害者を明確に位置付け

ることを含め、必要な措置を講ずる。

・ 算与央子ジ子夫平羊障害春の半年任舟ヰ手現行Ωアゴア太平洋障

害者の十年以降、ESCAPを 中心とした、アジアにおける障害分野の国
′

際協力に更に積極的に貢献する。

【外務省関晰詞

(政府に求める今後の取組に関する意見)

0 障害者の地位の向上に資する政府開発援助の在 り方について、政府

開発援助大綱への障害者の位置付けの在 り方を含め、必要な検討を行

い、次期政府開発援助大綱の改定の際にその結論を得る。

O 現行の「アジア太平洋障害者の十年」以降の ESCAPを 中心としたア

ジアにおける障害分野の国際協力について、更に積極的に貢献する。

Ⅳ 日本の障害者施策

1.戦前 日戦中

日本の国家による本格的な障害者施策は戦後から始まつた。戦前

においては一般的な窮民対策としての「仙救規則」 (1874)や 「救

護法」 (1929)の 中で障害者が救貧の対象とされるか、あるいは精

神障害者に対 しては「路上の狂症人の取扱いに関する行政警察規則」

(1875)等 に表れているように治安・取締りの対象でしかなかつた9
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個別の障害者施策による保護も存在はしたがl大前提は現在も続´

く「家族依存」であり、それ以外の障害者に対する保護はもっばら

民間の篤志家、宗教家、社会事業者の手に委ね られていたと言つて
も過言ではない。国家の施策の対象は軍事扶助法 (1917年 制定、1937

年改定)な どによりtほ ぼ傷療軍人に限 られた状態だった。

2.戦後直後

ところが、敗戦を機に日本は、GHOの 指示の下で社会福祉に対す
る施策を打ち出すと共に、日本国憲法に福祉が位置付けられた。

その結果、生活保護法 (1946)、 児童福祉法 (1947)、 身体障害
者福祉法 (1949)の いわゆる福祉三法が、さらに、福祉事業を民間
が行 う受け皿として社会福祉事業法 (1951)が制定された。

これにより、福祉サー ビスは、①行政の措置として提供され、②
その事務は、国の責任を前提として国から委任を受けた地方公共団
体の長により国の機関として処理され、③その費用は応能負担とす
るという戦後長 く続いた社会福祉の基礎構造が形成 され、また、本
来国家がなすべき福祉事′業を民間の社会福祉法人に措置委託という
形式で行わせるための基盤が整えられた。

また学校教育法 (1947)が制定され、従来は教育の対象とされて
いなかった障害児に対 し、特殊教育という分離房1学の形で教育め機
会が与えられるようになうた。

ただ し、国が予算の範囲で、こうした施策を展開するために、医
学モデルなどによる、障害等級などを設け、制限を行つたこと、さ
らに福祉法の目的を「経済的自立可能性」.を 前提として、対象を制
限 してきたことは無視できない点である。戦後の歴史は11960年代
の対象拡大の一方で、訓練主義的要素を重視 し、かつ保護主義的 (コ

ロニー化・「愛される障害者像」)な 問題も複合的に内在 していた
点を見逃せない。

3. 1960年代

1960年 代に入ると高度経済成長を背景に、国民年金法に基づ く無
・

拠出制の福祉年金の支給が開始され (1960)、 また、一般就労への

促進 を図る身体障害者雇用促進法 (1960)が制定された。
1 しか し、その反面、援護施設を中心に した精神薄弱者福祉法(1960).

が制定 され、障害種別ごとの施策が展開されるどともに、以後t特
に知的障害者や「重症心身障害児」の入所施設の増加を見るなど、
終生保護に対 して起きたノーマライゼーションの思想や脱施設化ヘ

向か う世界的動向とは相反する施策がとられた。

また障害児教育も障害のない子との分離昴1学のままであり、文部
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省が 1961年 に出版 した「わが国の特殊教育Jに おいても「普通の学

級の中に、強度の弱視や難聴や、さらに精神薄弱や肢体不自由の児

童 ヨ生徒が交 じり合つて編入されているとしたら、学級内で大多数

を占める心身に異常のない児童・生徒の教育そのものが、大きな障

害を受けずにはいられません。」と当時の考え方が率直に記されて

いる.

精神障害については、医療金融公庫法が施行 (1960)さ れ、既に

始まっていた私立精神科病院設立の動きを助長 した。改正刑法準備

法案 (1961)が 出され、精神衛生法改正により措置入院国庫負担率

が引き上げられた (1961)。 精神衛生法 (1950)がライシャワー事

件を契機に改定 (1965)さ れ、以後、精神病床も世界に類をみない

ほどに増加の一途を辿ることになつた。WHOは クラーク勧告によ

り日本の開鎖的収容主義的な精神医療の在 り方を非難 した (1968)。

4. 1970年代

1970年 代に入ると、1960年 代に展開された諸施策について施策の

基本を示す心身障害者対策基本法 (1970)が制定された。しか し、

その目的は発生の予防や施設収容等の保護に力点を置 くものであ

り、 しかも、精神障害者は除外されたままであった。

また、以前より大きな社会問題となっていたスモン薬害病につい

ての研究体制整備が契機 となつて、1972年 には、①原因不明、治療

方法未確立であり、かつ後遺症を残す恐れの少なくない疾患、②経

過が慢性にわた り、単に経済的な問題のみならず、介護等に著 しく

人手を要するため家族の負担が重く、また́精神的にも負担の大きい

疾患に関 して、難病対策要綱が示され、調査研究の推進、医療施設

の整備、医療費の自己負担解消を三本柱とする対策が始まつた。

ところで、高度経済成長に支えられた 1960年 代の障害者施策の展
′
開は、オイルショック (1973)の影響 を受けることになるが、それ

に抗 して、身体障害者雇用促進法は大改正され (1976)、 それまで

努力義務でしかなかった法定雇用率制度が義務化されるとともに納

付金制度が導入された。

さらに、この時期、盲・ろう学校については既に 1948年 から学年

進行の形で義務制が実施されていたが、養護学校については、1973

年に義務制の実施を予告する政令が公布 され、1979年 には実施に移

された。これにより、これまで就学猶予・免除という扱いとされて

きた障害児の全員就学体制が整えられることにはなったが、その反

面、世界的には同時期に開始されていた統合教育、1さ らにはその後

のインクルーシブ教育とは異なる原則分離の教育形態が障害児教育

の基盤 となつた。
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5.1980年代か ら 1990年 代前半

1980年 代に入つて日本の障害者施策に影響を与えたのは「完全参

加と平等」をテーマとした国際障害者年 (1981)、 障害者に関する世

界行動計画 (1912)及 び国連・障害者の十年 (1983～ 1992)で あっ

た。この時期、ノーマライゼーションの理念が普及 し、施設入所中

心の施策に地域福祉を加味する形で関連法や施策が変更されるに至

った。

特に、国民年金法の改正 (1985)に よる基礎年金
′
制度の創設に合

わせて障害年金の充実が図られ、身体障害者雇用促進法が知的障害

者も対象とする障害者雇用促進法 (1987)に改定されるなど所得保

障などに関 して重要な変更がもたらされた。しか しt在 日外国人障

害者を含む、無年金者の問題など、更に取 り組むべき課題も残され

ている。        (
精神障害分野では宇都宮病院事件 (1984)が 発覚 し多数の不審死

が疑われ、他にも類似、同様な事件が続発 した。国連人権小委員会

でも取 り上げられ、日本における精神障害者の人権 と処遇に関する

国際法律家委員会及び国際医療従事者委員会合同調査団の結論と勧

告 (1985)が発表された。こうした国際社会の圧力等を契機に、精

神保健法 (1987)が成立 した。

いわゆる福祉八法改正 (1990)に おいては、身体障害者福祉法や

知的障害者福祉法に在宅福祉サァビスが法定化されるとともに、地

方分権化が図 られ、従来の機関委任事務が団体事務に改め られた。

心身障害者対策基本法も障害者基本法 (1993)に 改定され、定義の

上では三障害の統一が図られるとともに、前述の精神保健法が この

基本法改正の流れを受け:目 的に自立と社会参加促進を取 り入れた

精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律 (1995)に 改定された。

加えて、難病に関しては正面から障害者としての位置付けのないま

まであったが、難病患者等居宅生活支援事業 (1997)の 開始により、

地域における難病患者等の自立と社会参加の促進が図られるように

なつた。

さらに、地域生活の基盤整備にも法的整備が図られた。従来、地

方自治体で進められていた、まちづ くり条例の普及を踏まえ、高齢

者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図るこ

とを目的として、
‐
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建

築物の建築の促進に関する法律 (ハ ー
′
トビル法、1994)が制定された。

このように、この時期は地域福祉に向けた一定の施策が進んだ重

要な時期であつたと言える。

しか し、国際的な人権条約である児童の権利に関する条約につい
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ては、不十分な国内実施にとどまった。1994年 、障害にもとづく差

別の禁止 と障害のある児童の権利を明記 した同条約を日本は締結 し

た。この条約は児童の一般的権利としても意見表明権や、独立 した

監視機関の必要性を規定しているが、これを明文化する国内法の整

備はされなかつた。また条約は可能な限 り統合された環境での教育

が保障されるべきであると明記 していながら、原則分離の教育形態

は維持された。1998年 と 2004年 に、日本政府は国連児童の権利委

員会か ら、児童の一般的権利の確保とともに、障害のある児童のデ

ータ収集のシステムの発展と、更なる統合の促進を勧告されている。

6.1990年 代後半から現在まで

1990年代後半からは、地域生活の基盤整備の流れを受けて、高齢

者、身体障害者等の公共交通機関を利用 した移動の円滑化の促進に

関する法律 (交 通バ リアフリー法、2000)、 補助犬を使 う身体障害者

の自立と社会参加を促進する身体障害者補助大法 (2002)が制定さ

れ、さらにはハー トビル法と交通バ リアフリー法を統合化 した「高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」 (2006)が

制定 されるなど、建物の利用や交通移動の面での施策に前進があつ

た。

医療分野では、1996年 に強制的隔離収容医療の典型であつた「ら

い予防法Jが ようや く廃止された。また、予防を重視するあま り、

感染者を監視 し取締的であり、差別と偏見をあおるとして、1989年

の制定時か ら強い反対のあつたエイズ予防法 (後 天性免疫不全症候

群の予防に関する法律〉も、1998年 、他の感染症とまとめてひとつ

の法律 として感染症予防法 (感 染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律)に抜本的に改定された。これによつて、従来

感染症に対する医療が患者の人権よりも社会防衛的であ_つ たことに

反省が加えられt強制的隔離医療は限られた短期間、厳格な要件の

もとで しか認められなくなった。

なお、日本の障害者に対する介護は家族中心であり、福祉・教育・

医療 を含む生活全般を家族に依存 している。この深刻な家族依存は、

家族に重い負担を課 し、障害者に対する重大な人権侵害 となり、あ

るいは社会的入院 日入所の要因となつている。精神保健福祉法が改

定 (1999)さ れるまでは、精神障害者の保護者は、日々の生活の介

護だけではなく、治療を受けさせ、他人に害を与えないよう監督す

る義務を負わされていた。1998年 、仙台地方裁判所は親がこの監督

責任を果たさなかつたことを理由に 1億円もの損害賠償 を命 じ、よ

うや くその理不尽さが広 く理解され、自傷他害防止の監督義務だけ

は法文か ら削除された。しか し、依然として家族の責任は軽減され
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ていないよ            ´

労働面の課題については、2007年 に全国福祉保育労働組合が、日

本障害者協議会 (JD)な どの支援を受け、「日本政府の障害者雇用

施策は、国際労働機関 (ILO)の 職業リハビリテーション及び雇用

(障害者)に 関する条約 (第 159号 条約)及 び関連の勧告に違反す

る」として、「ILO提 訴」を行つた。この提訴に対 して ILOか ら出

された報告書 (2009年 3月 )で は、同条約などに違反 しているとま

では認定 しなかったものの、特に福祉的就労について、同労組の主

張をほぼ容認 している。

国際協力の分野では、「国連障害者の十年 (1983-1992)」 を継 ぐ

ものとして、日本は、中国等との共同提案によるアジア太平洋経済

社会委員会 (ESCAP)総会での「アジア太平洋障害者の十年 (1993
-2002)」 の提案 (1992)、 その期間の 10年間の延長 (2003-2012。

いわゆる第 2次 アジア太平洋障害者の十年)の主唱 (2002)、 滋賀

県大津市におけるハイ レベル政府間会合の開催 (2002)、 同会合に

おける第 2次 アジア太平洋障害者の十年の地域行動計画である「ア

ジア太平洋障害者のための、インクルーシブで、バ リアフリーかつ

権利に基づく社会に向けた行動のためのびわ こミレニアム・フレー

ムワーク」 (BMF)の 採択 (2002)等、積極的な貢献をなす姿勢を示

した。

しか しながら、いわゆるパブル経済がは じけた後に待ち受けてい

たものは、社会福祉の基礎構造の改革の論議であつた。国の財政問

題を背景として議論が重ねられ、①措置か ら契約への変更による利

用者本位のサービス、②営利団体を含めた多様な経営主体の導入、

③市場原理を生か した質の向上、④透明性の確保と公平かつ公正な

負担、などが強調された。

その結果、2003年 には従来の措置制度から契約制度への転換を目

的に支援費制度が施行されたが、財政破綻を理由に 2005年 に障害者

自立支援法が制定され 2006年から施行された。

しか し、同法については、審議の段階か ら障害程度区分、サービ

スメニュー、利用者負担、介護保険との統合などを巡って多くの間

題点が指摘され、全国的な反対運動が起こる中で、応益負担を違憲

とする全国的な訴訟や支給決定の取 り消 しなどを求める訴訟が提起

されるなど、日本の社会福祉の歴史上、類を見ない事態となつた。

以上に加え、この時期には障害者に対する施策の上で重大な枠組

みの変更がいくつかなされた。

まず、2001年 に池田小学校事件を契機として提案された、
.心

神喪

失等の状態で重大な他害行為を行つた者の医療及び観察等に関する

法律 (医療観察法)が 2003年 に成立 し、2005年 に施行されたが、
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これについても反対運動が続いている。なお、2010年 度は精神保健

福祉法の定時見直 しとあいまつて、施行 5年後の報告と見直 しの年

度である。

また、従来、必ず しも知的障害の定義に入つていなかつた自開症、

アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠

陥多動性障害等の発達障害を有する者に対する援助等を定めた発達

障害者支援法 (2004)が 成立 したがt障害者としての位置付けと支

援は不十分な状態であった。

さらに、2006年 には学校教育法が改正され、従前の盲・聾・養護

学校が特別支援学校に一本化される等、特別支援教育の推進が謳わ

れるようになつたが、原則分離の教育形態に変更は加えられていな

い。

なお、高次脳機能障害にようや く社会的関心が寄せられるように

なってきた。高次脳機能障害とは交通事故、脳血管障害、脳炎等に

よる後天性脳損傷により生 じる記憶力・注意力の低下、失語症、失

認症等の総称であるが、若年者に多い脳外傷者の社会的行動障害は

しば しば家族を疲弊させ るにもかかわらず、支援が不十分である。
2001年か ら5年間にわた り、高次脳機能障害支援モデル事業が実施

され、2006年から高次脳機能障害支援事業が行われている。

障害者 自身、そ して家族や関係者を含む多くの先人による、様々

な運動や取組の積み重ねの上に、現在の日本の障害者施策がある。

この推進会議によって象徴される “Nothing about us without us"

という言葉で示される障害者自身の参画を活かすためには、社会全

般との連帯と協力が欠かせないことは明らかである。

【注記】

(1)障 害の「医学モデル」 とは、心身の機能・構造上の「損傷 」 (イ ンペアメ ン ト)と 社

会生活 における不利や困難 と しての 「障害」 (デ ィスアビリテ ィ)と を同一視 した り、損傷

が必然 的
'に

障害 をもた らす ものだ と と らえる考 え方 であ り、障害 の原因 を除去 した り、障害

へ の対処 において個人への医学的な働 きか け (治 療 、訓練 な ど)を 常に優先す る考 え方であ

る :ま た、医学 モデルは、障害 を個 人 に内在す る属性 として とらえ、同時に障害 の克服のた
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めの取 り組みは、もっ_ば ら個人の適応努力によるものととらえる考え方であ りt障害の「個

人モデルJと も呼ばれる。

障害の「社会モデル」とは、損傷 (イ ンペアメント)と 障害 (デ ィスアビリテイ)と を

明確に区別 し、障害を個人の外部に存在する種々の社会的障壁によって構築されたものとし

てとらえる考え方である。それは、障害を損傷と同一視する「医学モデル」を転換させt社

会的な障壁の除去 a改 変I]よ って障害の解消を目指すことが可能だと認識するものであり、

障壁の解消にむけての取 り組みの責任を障害者個人にではなく社会の側に見いだす考え方で

ある。ここでいう社会的障壁には道路・建物などの物理的なものだけではなく、情報や文化、

ま律や制度、さらには市民の意識上の障壁等も含まれている。
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障がい者制度改革推進会議

議長 小川 榮一 殿

平成 22年 6月 7日

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会

部会長 佐藤 久夫

障がい者総合福祉法 (仮称)の制定以前に早急に対応を要する課題

の整理 (当面の課題 )

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会は 「障害者に係る総合的な福祉法制に向けた検

討 (障害者 自立支援法をめぐる論点に関する検討を含む。)を効果的に行 う」ために201
0年 4月 12日 、「障がい者制度改革推進会議」により設置された。ここに ( )で付記さ

れているように、新 しい法制が実施 されるまでには 3年程度の期 日を要すると見込まれる

ことから、それ以前に早急に対応すべき課題を検討することも本部会の役割 とされた。

そこで本部会は新法のあり方の議論に先駆けて 「当面の課題」とい うタイ トルで委員の

意見を文書で収集 し、さらに口頭発表を行つた。出された意見は、項 目別に掲載 した (P3

～)。     '
その中から、来年度概算要求に反映 してほしい事項について、作業チームで検討 し、「重

点課題」として、以下の 4点にまとめた。

①利用者負担の見直し

0基本合意文書でも合意された応益負担廃止の積み残 し課題 として、自立支援医療に

おいて障害福祉サービスと同様に低所得者 (市町村税非課税者)の 自己負担の無料

化を図ること。

・所得区分の認定においては利用者本人を基本 とし配偶者を含めないこと。

・障害福祉サービス、補装具、自立支援医療、地域生活支援事業、介護保険の利用者

負担を合算し過大な負担とならないようにすること。

②法の対象となる障害の範囲の見直し

制度の谷間にこれまで置かれていた人たちが、必要な支援を受けられるような対応

が必要である。手帳を所持しない発達障害、高次脳機能障害、軽度障害などとともに、

難病、慢性疾患を有する人たちが必要な支援を受けられるように、申請に際しての必



要な手続きを定める。

③地域での自立した暮らしのための支援の充実

どんなに障害が重い人であつても、自分で選んだ地域で暮 らすために必要な支援の

質と量の充実にむけて必要な対応をすること。

具体的には

・障害程度区分 (国庫負担基準)を支給決定量の上限としてはならないことについ

て、自治体への周知・技術的助言をさらに徹底する。国庫負担基準を超える分の

国から市町村への財政支援の強化

・地域生活支援事業の地域格差の解消のための予算確保

・視覚障害以外も含む移動支援の個別給付化や重度訪問介護の知的・精神障害者、

障害児への対象拡大

・児童一般施策における障害児支援の強化、重症心身障害などそれぞれの生活ニー

ズに着目した支援サービスの強化

④新法作成準備のための調査、情報収集、試行事業実施についての予算措置

新たな法律策定にむけて、今後部会などで検討する論点にそって、次年度以降実施

されなければならない調査、情報収集、試行的な事業実施評価のための適切な予算措

置を講じること。

具体的には

・地域移行にむけての施設入所者、入院患者への実態調査、試行事業、評価活動な

どの開始

・新たな支給決定の仕組みのための試行事業や研究などの開始

・障害者の 「社会的事業所」や賃金補てん制度の試行的事業や研究などの開始

障がい者制度改革推進本部は上記の重点事項の実現に向け全力であたつて頂きたぃ。

また、 3ページ以下の各委員の意見についても十分な配慮をお願いしたい。

なお、地方分権化によつて障害者施策における地域間格差が拡大されることがないよう、

さらに国全体で障害者施策についてのレベルアップを求めるものである。



<当面の課題の構成>

A 新法の実施まで待てず、早急に対応すべき課題

<障害者福祉領域>
A-1 利用者負担の軽減または原則無料化

1)応益負担の廃止

2)実費負担の軽減

3)補足給付の改善

A-2 法の対象となる障害者の範囲の見直し

1)法律改正

2)障害者手帳がなくても申請ができる手続きに

3)相談支援の対象の拡大

4)障害種別等による利用制限の見直し

A-3 サービス支給決定プロセスの改善

1)障害程度区分による制限の廃止

2)国庫負担基準額の廃止

3)その他の認定基準の見直 し

4)プロセス全体に関すること

5)支給決定日数の見直し

A-4サービス体系・内容について

1)介護給付について

2)日 中活動の体系の再検討

3)地域生活支援事業の見直 し

4)補装具・福祉機器について

5)入所施設について

6)グループホーム、ケアホームについて

7)短期入所

8)障害特性に応 じたニーズ評価、支援計画、支援技法、報酬のあり方の設定

9)家族支援の位置づけがまつたくない現状を変える

A-5地域移行対策

1)調査 。モデル事業の実施

2)地域資源の拡充

3)地域移行支援事業、退院促進事業の法定化

A-6 障害児サービスについて

A-7 サービス基盤整備について

‐1)相談支援体制の強化

2)自 立支援協議会について



3)障害福祉計画基本指針のあり方の検討

4)人材育成 と研修強化

5)地域におけるサー ビス提供基盤の計画的整備

A-8 国・自治体の財政負担

A-9 サービス報酬について

A-10 障害者福祉を壊 しかねない地方分権化への懸念

A― H その他

<関連領域>

B 新法の作成準備のために早急に着手すべき課題 :調査、情報収集、試行事業

B-1障害範囲の拡大にむけ法の狭間にいた人たちの実態やニーズの調査研究

B-2 その他の調査、既存情報の収集 0分析

B-3 手~ズの個別評価・支給決定方式に向けて

B-4 パーソナルアシスタンスにむけての検討

B5 社会的雇用モデル事業の実施

B6 重症心身障害児者地域自立生活展開総合推進事業の実施

B-7 新体系への移行が進まない理由の実態調査

B8 新制度の検討の視点と方法

B9 ロー ドマップの明確化

B-10 苦情解決と第二者評価の機能強化

C その他

1 「総合福祉部会」と他機関との関係の明確化

A 新法の実施まで待てず、早急に対応すべき課題

<障害者福祉領域>

A-1 利用者負担の軽減または原則無料化

1)応益負担の廃止

・負担軽減措置で応能化が進んだが、制度の基本に障害自己責任論が残っており、そ

のため応能化が不徹底で、かつ障害観や公的支援責任の考え方をゆがめている。

・自立支援医療の低所得者の自己負担を無料に。

自立支援医療の利用者負担措置については「基本合意文書」で「当面の重要な

課題」としてお り、優先的に実行すべき課題である。障害福祉サービス等と同様

に低所得者 (市町村民税非課税)の障害児者の無料化を図るべきである。

・自立支援医療は精神科の任意入院医療にも適用。
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・特定障害者特別給付費制度 (補足給付)の対象をアパー ト、グループホームにも広

げる。

・入所施設の利用者負担後の手持金 25,000円 が大幅な増額。

A-2 法の対象となる障害者の範囲の見直し

0難病 0慢性疾患に関しては、新たな谷間ができないよう、当事者の意見を含め慎重に

検討する。

1)法律改正

・暫定的に自立支援法を改正 し、難治性疾患のある者を加え、対象拡大を行 う。発達

障害者支援法の対象者や高次脳機能障害のある者がすでに対象となつていることを、

市町村などに徹底する。

・「障害児」は 「障害のある子ども」とし、その範囲を「育児や発達に対する支援が必

要な児」に拡大する。

・てんかん、発達障害者が対象に含まれることを法律本文に明記する。

手帳は要件ではないとされているのに市町村の無理解が依然多い。

2)障害者手帳がなくても申請ができる手続きに

・手帳を持たない難病などを有する者が、法定サービス利用を必要とする場合、その

旨を記載 した医師の診断書等に基づく等の具体的手続きを定め、支給申請を可能と

する。高次脳機能障害、発達障害はすでにこれが可能であることを、関係者・市町

村などに徹底する。なお、医師に対 し診断書作成を指示する国からの通達、指示書

等が必要である。

3)相談支援の対象の拡大

・相談支援では、手帳の有無を問わず、障害の有無も問わずに受け入れて相談する

必要がある。「軽度障害者」では日常生活は支障がなくても、社会生活での支障が

おきがちである。孤立・経験不足などで トラブルに巻き込まれることがある。

・相談する事、大切だけど、情報をテレビやケイタイの情報サイ トでやってほしい。

・現行の相談支援事業を本人の利益に奉仕するア ドボケイ トと位置づけ、対象を拡

大する。

・障がい者を世話 したり介護したりする家族も、明確に相談支援の対象として明記

すべき。

4)障害種別等による利用制限の見直し

・障害種別や程度区分等級により、重度訪問介護などの地域サービスを利用できな

い者に対 し、市町村審査会などにより支給決定を可能とするような仕組みを当面

つくる。

・難病 ◆慢性疾患に関しては、新たな谷間ができないよう、当事者の意見を含め慎

重に検討する。



また、障害児も重度訪問介護を使えるように年齢制限も撤廃する。

・知的・精神・児童などへの重度訪問介護の対象拡大は法改正が必要なため、法改

正までの間は、居宅介護の家事援助等で「長時間連続の見守 り待機」を含めて利

用できるように告示等を改正して対応する。

A-3 サー ビス支給決定プロセスの改善

1)障害程度区分による制限の廃止

・障害種別や程度区分等級により、重度訪問介護、生活介護、施設入所支援などの

サービスを利用できない者に対 し、市町村審査会などにより支給決定を可能とす

るような仕組みを当面つくる。

・障害程度区分ごとの基準額を個別の支給決定量の上限としてはならないことにつ

いて、自治体への周知指導を徹底する。

例えば、毎日24時間介護が必要な 1人暮らし等の全身性障害者の場合、法 2条の

市町村の責務 「障害者が自立した生活ができるよう支給決定する」に則 り、利用

者にとって必要なニーズと認められた場合、重度訪間介護を毎 日24時間分以上

支給決定することも選択肢に入れる旨を都道府県・市町村に国が周知徹底する。

同時に、国は積極的に都道府県 0市町村へ個別に技術的助言等を行 う。

・障害程度区分の項 目 (内容)と 日常生活の状況を勘案・見直 し、必要な利用サー

ビスや支給量が制限されないようにする必要がある。

2)国庫負担基準額の廃止

・居宅介護等に適用 されている障害程度区分ごとの国庫負担の制限を廃 し、市町村

が支弁する全額を国庫負担の対象とする。

・国庫負担基準の廃止は法改正が必要だが、基準の告示額を「上限なし」等に設定

すれば、法改正なしに同じ効果が得 られる。法改正ができるまでの間は告示の変更

で即時対応すべき。

3)その他の認定基準の見直 し

・行動援護の対象となる認定基準についての見直 しが必要である。 (現在の 12項 目

の 8点以上は現実離れ している)

4)プロセス全体に関すること

・認定調査員の研修強化と審査会への知的障害者専門家の参画を促進する。

・当面、昨年度の自立支援法改正法案で示された 「障害支援区分」を採用する。

・ ろう重複障害、盲重複障害について、その障害特性、生活実態、コミュニケーシ

ョン環境の実態などがきちんと反映されて必要なサービスが受けられるよう抜本

的な見直しを行 う。

・就労関係事業など訓練等給付の場合、障害程度区分認定調査は意味がほとんどな

いので実施しないこと。



・利用希望者のニーズ、プロフェショナルニーズ、社会資源等を勘案 した専門性の

高いケアマネジメン トによって支給決定できる仕組みに見直しを図ること。

・申請から支給決定まで lヶ 月以上かかる例もあり、速やかな応急の支給をまず行

った上で審査手続きを行 うべき。

・申請者と同 じ障害種別 (肢体不自由、視覚、聴覚、知的、精神、など)の当事者

が、市町村審査会の委員 として参加することを義務づける。特に身体障害の場合

は、現に長時間の介護サービスを使っている障害程度の重い者を委員に選任すべ

き。

・精神障がいに関する研修を強化する必要がある。審査会に精神障がいに詳 しい専

門家の参画も必要である。

・市町村審査会への当事者及び代弁者 (代わりに意見を言 う人)の参加。

5)支給決定日数の見直し

0常時介護等を必要とする障害者の生活と支援の実態を適切に反映する支給決定と

するため、特に生活介護の利用に係る支給決定日数 (1カ 月マイナス 8日 まで)を

見直し、支援を必要とする全ての日の日中支援 と夜間支援についての支給決定が

なされる仕組みとするべきである。

A-4サービス体系・内容について

1)介護給付について

1-1 重度訪間介護・居宅介護について

。知的、精神、障害児などを含めた利用を可能にする (重度訪問介護対象の拡大)

知的障害者が施設から出て地域で暮らすためには、長時間の支援が必要。買

い物など日常の暮らしのや りくり、郵便物の内容の確認、お金の使い方の相談

など。さらに感情や考えの整理に役立ち、自傷・他害や軽犯罪を防ぐための見

守りが必要な場合もある。こうした長時間の見守りがなければ地域移行は進ま

ない。

なお、見守 りの名 日での見張りや犯罪防止の目的であってはならないとの意

見もある。

・ 重度訪問介護の趣旨に反 した短時間支給決定を不可能にする単価制度に。

たとえば、 1時間や 2時間のサービスは居宅介護と同じ単価とし、それ以降

は徐々に下げて、8時間連続サービスで今の重度訪問介護と同じ単価にする。

・入院時の利用を可能にする。

病棟の看護力では慣れていないこともあつて人工呼吸器がはずれて死亡す

るなどの事故も起きている。普段の慣れた介護者が必要。

重度の全身性障害者の介護方法は 1人 1人特殊で介護方法が異なり、日ご

ろ長時間介護に入るいつものヘルパーでないと介護ができない。 日本一の看



護師でも介護できない。慣れたヘルパーでないと、睡眠も取れず衰弱 して病

気が悪化 してしまう。

地域移行に向けて、入所中及び入院中から地域のヘルパーの利用を可能 と

して地域移行を進めるべき。

・通院時の院内介護をよりひろく可能にする。

・通勤、通学、通院への利用の検討 (外出先制限の廃止)

・泊 りがけの外出の制限も廃止 し、通年かつ長期の外出の制限を廃止し、通勤、通

学の利用を可能にする (外出先制限の廃止 )。 予算確保までの当面の間は、現在の

支給量の範囲で、外出先制限の廃止することで対応すべき。

・職場内、学校内での身体介護の利用を可能にする。

・グループホーム、ケアホームでの利用を可能にする。

・入所施設でのヘルパー利用 (日 中活動の一つとして)。

・2人介助体制を認めるべき (現行でも可能だが市町村によつて制限がある)。

・自動車運転の介護を認めるべき。

・重度訪問介護、行動援護、通院等介助、移動支援事業の介護内容として、自動車

運転 (道路運送法に抵触 しない障害者が用意 した車)を認めるべき。重度訪問介

護を利用する場合、ヘルパーが運転中であつても、排泄、上着の脱着、水分補給、

体位調整などの介護が必要になれば、障害者が指示を出してす ぐに路肩に停車さ

せることにより、介護を受けることができる。

・24時間必要な重度障害者への介護保障 (知的障害者、精神障害者も含め)。

・見守 リケアの必要。

・見守 り待機の必要。排泄、上着の脱着、水分補給、体位調整など、障害者の指示

に即座に対応できる状態での見守 り待機を、障害種別に関係なく必要に応 じて支

給決定できるように。

・単身者以外でも家事援助を対象 とする (可能 とされているが認めない市町村が多

い )。

・障害者本人の指示の下で、同居家族の分の掃除、洗濯、調理ができるように。

・重度訪問介護について。介護保険訪問介護や居宅介護でも認められている「障害

者自身が残存機能を使つて行 う調理 0家事等の一部介護・見守 り」(障害者自身が

行えばヘルパーの助けを借 りながらでも家族の分の家事も行える)と全身性障害

者が重度訪問介護員のそばで見るなどして逐一指示を出す形での調理やその他の

家事 (同年代の世帯の健常者であつたら通常行 う家事の範囲に限る)は、同等と

位置づけ、重度訪問介護の対象にする。

・短時間家事援助が支給決定された場合の事務費などの固定費やキャンセルによる

損失を補填。精神障害者の場合、キャンセルが多いので、利用契約に応 じてくれ

る事業所が少ない。



・居宅介護計画を介護 ローテーシ ョンの参考書類程度にとどめる (報酬算定は実績

ベースで)。

・精神障害者のヘルパー利用は地域による偏 りが多く、その効果がよく知られてい

ない。利用促進を行 うこと。

・待機 という新たな介護類型を創設する。

しんどいとき飛んできてくれる人、駆け込める場、泊まれる場所を出来高

払いではなく十分な常勤を確保できる体制で保障する。

・家事援助や身体介護について、「短時間集中が原則」とせず、ニーズに合わせて

支給すること。

・通院等介護、地域支援事業の移動については、屋外の移動のみならず、会議や映

画あるいはサークルなど活動中の屋内での介護についても原則認めること。

・重度訪問介護 と居宅介護を併用する場合で、それ らが連続 しない場合には、同じ

事業所からサービス提供を受けられるようにする。

・重度訪問介護の趣旨に反した短時間支給決定を不可能にする単価制度に。たとえ

ば、 1時間や 2時間のサービスは居宅介護 と同じ単価とし、それ以降は徐々に下

げて、 8時間連続サービスで今の重度訪問介護 と同じ単価にする。

1-2 行動援護について

・利用要件の緩和が必要 (認定項 目や調査のあり方の問題 )。

・ヘルパーの資格要件の緩和が必要。

外ヽ出先要件の緩和が必要。

1-3 重度障害者への医療的ケアについて

・痰の吸引、経管栄養注入 (注入開始も含む。胃疲を含む)、 摘便、人工呼吸器の

操作や着脱などを利用者が 「適切にこれ らの行為を行える」と認めたヘルパー

が行えるように要件緩和。このためのヘルパー研修への参加時の日当・交通費

等の助成等が必要。

・吸引や経管栄養など医療的ケアをともなう介護の単価を30%程度増加する。

・医療的ケアに対応できる「看護ヘルパー」制度の創設。ただし、現在医療的ケ

アを使って生活 している 1人暮らしなどの障害者の重度訪問介護などのヘルパ

ーが医療的ケアをできなくなることがないように、「看護ヘルパーでないと実施

できない」 といった業務独占とはならないように注意する。

・医療的ケアの研修を行 う当事者団体に対 して助成する。

・重度訪問介護事業所などにむけ、医療的ケアの研修を行 う当事者団体に対 して

助成する。また、医療的ケアを行 うヘルパーを雇用する事業所が、積極的に研

修を行える環境整備、助成を行 う。参加するヘルパー等には交通費や宿泊費・

日当を助成する。

・訪問看護サービス」は介護保険だけなので障害者に制度を作つてほしい。
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。多様な住まい方の可能性を拡げる観点から、生活の場における医療的ケアの提

供体制の充実が求められる。具体的には、介護職員等の実施することのできる

医療的ケアの範囲を早急に拡大 (規制緩和)するとともに、訪問看護サービス

の創設等による医療的ケアの提供に関する機能強化が必要である。

1-4 ヘルパー資格要件について

・行動援護ヘルパーの資格要件はサービス向上のため必要であり、待遇改善が急

務である。

・重度訪問介護はOJTの 考え方で行われるため資格要件の緩和が必要。利用者

の許可が出るまではベテランと新人の 2人体制を続けている上に適切なOJT

体制を前提に、働き始めは資格不要で、働いて 1年以内に、別途、都道府県指

定ではなく障害者団体などの行 う講習を受ける方法等を導入。

1-5 指定基準

0指定基準はそれを満たしたら必ず指定しなければいけない制度だが、各都道府

県で国の基準を不法に強化 して、たとえば、東京都は、居宅介護事業所 と重度

訪問介護事業所と介護保険居宅介護支援事業所が同じフロアにあつてはいけな

い (壁で区切つて行き来できないようにして出入 り口も別に作る)規制を行 う

などの問題がある。重度訪問介護事業所が不足している中、問題である。この

ような規制は指導すべき。

2)日 中活動の体系の再検討

・就労関係施策のあり方 (就労サービスの法的位置づけの検討)。

・福祉 と労働の境界に位置する制度 (就労移行支援事業、職業センター、就業 0生活支

援センター、能力開発校等)の制度間のばらつきについて検証 し整合を図る。

・国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律の早期制定。

小規模作業所や就労継続支援 B型事業所等での平均工賃は、現在、約 12,000円 に

も満たないものであり、多くの人たちが、この工賃と障害基礎年金 2級 (約 66,000

円)が唯一の収入 となつていると思われる。これでは、経済的に自立した地域生

活を送つていくことは困難である。

・「共同受注窓口組織」を全国ならびに各都道府県に設置し、運営費助成。

・就労継続支援A型では事業所との雇用契約をもつて利用契約とみなすこと。

・就労移行支援事業の利用期間の柔軟な運用とアフターケアの充実。

・就労移行支援事業と自立訓練の利用期間の柔軟な運用とアフターケアの充実。

・就労継続支援 B型は就労移行支援又は就労継続支援A型の利用後でないと利用できな

い仕組みの改善をすること。

・就労支援事業と障害者就業 0生活支援センターとの

「

貫システムをつくること。

・生活介護、自立訓練、地域活動支援センター、小規模作業所のあり方の検討。



・地域活動の場の確立 (居場所の確保 )。

共生の福祉コミュニテイの拠点とな り、居場所機能をそなえたセンターをどの市

町村にも設ける。

・特別対策の 「通所サービス利用促進事業」 (送迎)を恒久的な助成事業とする。

・通所事業所にも入院時支援加算を認めること。 .

0就労移行支援事業の拡充のため、行政、企業、福祉、教育の連携を強化 し職域を拡大

する。

・就労継続支援における契約および利用者負担のあり方の見直し。

3)地域生活支援事業の見直 し

・自立支援給付と地域生活支援事業の区分けの見直しが必要。

・地域生活支援事業に対 して国が 2分の 1の財政責任を果たす。

・盲ろ う者向け通訳・介助者派遣事業、コミュニケーション支援事業、移動支援などの

市町村格差の解消にむけて、地域生活支援事業費補助金を増額する。

・移動支援を自立支援給付 (個別給付)と するべき。

・移動支援を介護給付 (個別給付)と するべき。

・障害者の社会参加の根幹ともいうべき移動支援を自立支援給付 (個別給付)に位置づ

け、国の責任を明確にするべき。

・短期入所から日中活動の場への移動を移動支援で保障する。

・地域活動支援センターの財政保障、義務的経費化が必要。

・小規模作業所の新体系への移行のための特例交付金や移行促進事業の継続。

・地方自治体が小規模作業所補助金事業を継続すること。

・地域活動支援センターの定員要件の緩和 (利用者 5名 以下への対応等)。

・コミュニケーション支援事業を都道府県の必須事業に組み入れる。

・コミュニケーション支援事業の派遣要件を撤廃 し、市町村格差をなくす。

・コミュニケーション支援事業の派遣範囲を広域的 (市区町村間、都道府県間)派遣がで

きるように。複数の自治体 (市区町村)に居住する聴覚障害者の集まる場への広域派遣

は都道府県による派遣事業とすること。

・手話通訳者・要約筆記者の養成。

・要約筆記者の養成・研修事業の都道府県事業としての位置づけで早急に通達を出され

たい。

・ 日中一時支援事業、成年後見制度利用支援事業などの充実・強化。

・成年後見制度は権利条約に抵触するので、変わる自己決定支援制度を設ける。

・成年後見制度利用支援事業の市町村の必須化。

・市町村が行 うべき標準モデルの提示が必要。どこまですべきかの基準がない。

・地域生活支援事業が地方と都市部および都市部内で格差が生じないような施策の立案

が急務である。
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・福祉ホームにおける利用者負担や補助金等の市町村格差をなくすために必要な措置を

図ること。

・地域活動支援センターを都道府県も設置できる事業にすること。

・ 日中一時支援事業は義務化すべき。また支援費の時に使えた短期入所の日中利用にも

どすべき。

・待機という介護類型創設に先立ち当面としては居住サポー ト事業を必須化 し、 24時

間交代制の人件費を十分確保する予算をつけること。また居住サポー ト事業の対象

者・期限を拡大すること。

・全身性障害者の移動支援のサービス提供については重度訪問介護資格で行えること、

知的障害者、精神障害者の移動支援はヘルパー3級資格でもできることを徹底すべき。

4)補装具・福祉機器について

・補聴器給付対象者の認定基準の見直し (40db以 上に)。

・視線入力装置などあらゆる種類の意思伝達装置を給付の対象にすること。

・意思伝達装置やスイッチ等の訪問サポー トを評価 し、介護給付の対象にすること。

・脳波を感知 して意思伝達装置に入力する装置など、研究開発費に大規模に助成すべき。

・ 日常生活用具給付等事業において、住宅改造制度の充実。           ,
0移動介護について多くの市町村が、政治活動宗教活動の場合は支給 しないとしている

が、これは重大な人権侵害、違憲であり、政治活動宗教活動の場合も支給すること。

5)入所施設について

0重症′い身障害児施設の充実が必要 (児者一貫、医療福祉の一体提供)。

・精神障害者の社会的入院解消のための24時間体制の過渡的な生活訓練施設の整備。

・ 24時間体制の過渡的な生活訓練施設は終末施設 となりかねないとの意見もある。

・重い生活障害により長期の入院生活を余儀なくされてきた精神障害者の地域移行を促

進するための 24時間支援体制の生活施設 (入所施設)を過渡的にも整備。

0強度行動障害や医療的ケア、緊急的保護などが必要な人たちのセーフティーネットと

して、障害者支援施設 (入所施設)の機能を明確化する。

・強度行動障害や医療的ケア、緊急的保護など、施設入所の要件については、障害程度

区分のみでなく、サービス利用の必要性を個別に判断する制度 とし、入所の必要な人

たちのセーフティーネットとして、障害者支援施設 (入所施設)の機能を明確化する。

‐0強度行動障害や医療的ケア、緊急的保護などが必要な人たちのセーフティーネットと

して、医療付きショー トステイを5万人単位でつくり対応 し、入所施設の新設は行わ

ない。

・医療型・通過型肢体不自由児入所施設の機能の存続。

・ 日中支援と夜間支援のバランスを勘案し、報酬の見直しを行 うこと。

・地域の実情に配慮 した重度肢体不自由児者の療護施設の適切な設置が必要。

・障害者支援施設が行 うことの出来る障害福祉サービスに就労継続支援事業を含めるこ
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と。なお、法改正が行われるまでの間、旧法に基づく入所授産施設に入所 している者

については、経過措置期間が終わる平成 24年 4月 以降についても就労継続支援を組み

合わせて利用することが可能となるよう早急に改善されたい。

・重心施設については医療付きのショー トステイなどで対応するため新規施設は作らな

い 。

・障害者支援施設において就労継続支援事業が実施できるようにする。

・就労継続支援事業は 「働 く場」であり、職住分離が基本であるが、障害のある人を取

り巻く環境要因等により、地域生活がむずかしい場合もあり、施設入所支援の機能は

必要である。施設入所支援の提供にあたつては、個室化に向けた整備等、利用者の居

住環境の改善が不可欠であり、そのための国の支援策を早急かつ計画的に講ずる必要

がある。

6)グループホーム、ケアホームについて

・共同生活援助 (グループホーム)と いう制度名に統一すべき。

・利用者の家賃補助の創設。

・夜間支援体制の強化が必要。

・関係省庁との連携が必要 (消防法、建築基準法の規制があるので)。

GH/CHと しての建築用途の設定も検討。

・ろう重複障害者に配慮 したグループホーム・ケアホームが絶対的に不足 している。

・グループホームの報酬の大幅改善、ホームヘルプの利用認可、家賃補助などの支援。

自立支援法によリグループホームは、経営的に成 り立たなくなり、ケアホームも

事実上利用者を選別 して、採算の取れる (手のかからない)利用者を確保 してなん

とかやつている状況。これでは地域移行は進まない。

・地域における着実な量的整備を計画的に進めるとともに、身体障害者等の利用を想定 し

たバリアフリー化や居住面積の充実を含めた質的整備を促進する必要がある。

・グループホーム等の大規模化を規制 してほしい。

・グループホーム、ケアホームは新設を禁止 し、共同住居が必要な場合はあくまで借地借

家法上の賃貸人の権利のある住居とすること。

7)短期入所

0医療的ケアを必要とする障害者をはじめ障害者ショー トステイ施設増設と増床および

安定的な事業運営のための助成が、親の高齢化でますます必要となっている。

・医療的ケアもあるショー トステイ増設が、知的障害者、精神障害者、重度心身障害者

にとっては必要。

・通所施設併設型を含む単独型の普及と設置促進。

・短期入所で日中活動の内容が充実するよう事業所の支援が必要。

・親の高齢化に伴い緊急一時短期入所の必要度が増 している。療護施設、重心施設等の

福祉施設で対応できるように支援すること (財政的支援を含む)。

14



◆「超重症児」「準超重症児」のためのショー トステイの単価改善。

・医療型短期入所サービスに 生活介護等を利用した後の短期入所利用ができるようし

てほしい。

・地域生活支援事業の日中一時支援事業を短期入所に入れる。

・短期入所は精神障害者にとつては新たな社会的入院の防止にもつとも有効なものであ

り、利用機関を最大 3週間まで使えるようにし、ほとんど存在 していない地域が多い

ので各市町村に必ず 1つは作ることを求める。

8)障害特性に応 じたニーズ評価、支援計画、支援技法、報酬のあり方の設定

・知的障害や発達障害の障害特性の特有なニーズをふまえる等。

0障害特性に応 じたリハビリテーション 0ハ ビリテーション、また医療的ケア等の専門

的支援体制の評価を適切に行 う必要がある。

。精神障害者に特有なニーズを踏まえること。

9)家族支援の位置づけがまつたくない現状を変える

。家族の責任のあり方、支援の位置づけの明確化。

・イギリスのような、家族支援に関する法律が必要。

A-5地域移行対策

1)調 査 ロモデル事業の実施。

・地域移行にむけた実態調査の計画と実施 (丁寧な入院、入所者への聞き取りなど

のプロジェク ト調査が必要)。

・入所へのニーズの明確化 (「待機者」の実態調査)。

・自治体 レベルでの地域基盤整備の検討 とモデル事業の実施。

0障害者を傷つけることのない調査とする人く、慎重な議論が必要。

・24時間ヘルパーを使つてアパー トで 1人暮らしする障害者や、ケアホーム等で暮

らす障害者を、入所施設に派遣 して自らの経験を話してもらうなどの機会を定期

的に設けるなどのモデル事業を実施。

・24時間派遣に対応できるヘルパー事業所の充実。

・重度訪問介護・居宅介護で、重度の障害者にサービス提供 してくれる事業所がな

いことが問題になっている。吸引、人工呼吸器の利用者の介護、深夜を含む 24

時間 365日 滞在介護、過疎地の事業所がない問題などがある。これ らの問題を

解決するための NPO等の当事者団体の新規の事業所立ち上げに助成する。

2)地域資源の拡充

・地域におけるマンパワー確保 と支援内容の整理。

・ケアホーム、グループホTムなどの支援の拡充。

・入居期限付き・ 日中は通所が前提 とい うように生活に枠をはめる現行のグループ

ホームケアホームは新設を禁止 し、共同住居が必要な場合はあくまで借地借家法
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上の賃貸人の権利のある住居とすること。

・グループホーム、ケアホーム、福祉ホームの新設及び既存建物の改修・購入に係

る施設整備費、補助制度のさらなる充実を図ること。

・地域での重症心身障害の人たちの暮 らしを実現する地域自立生活支援構造づくり

をすること (モデル事業化、強化事業化、現行制度の運用拡大など)。

・人工呼吸器装着者などの退院促進支援を行 うこと (退院時に地域のヘルパーが院

内での医療的ケア研修をうける費用助成の制度化など)。

・呼吸器管理のできる地域での医療の充実を図る。

・精神保健医療福祉の予算の組み換えを、病院から地域へ、医療から福祉へ。

・精神医療福祉の充実のために OECD並の精神科医療費の確保と福祉制度の充実。

・施設ではなく、介護保障と地域医療の充実で対応すべき問題であり新たな中間施

設は終末施設 となりかねない。またこうした施設が精神障害者の地域生活の権利

保障のための、本来の介護保障と地域医療体制の充実を阻害する。

・地域生活のバックアップ拠点の整備。

グループホーム、ケアホーム、アパー トでの一人暮 らしで課題 となる、急

な体調不良やパニックヘの対応、夜間 0休 日の緊急支援や危機介入、世話人

の急用 0急病時の代替えスタッフの派遣など、当事者はもとより、周辺住民

からの要請にも対応できるバックアップ体制を整える。

・退院支援施設、地域移行型グループホーム等、真の地域移行の推進・地域自立生

活の確保に逆行する制度・施策を速やかに廃止すること。

・重症児通園事業の整備 目標の増と運営費の改善。

3)地域移行支援事業、退院促進事業の法定化

・現行の地域移行支援事業、退院促進事業を抜本的に見直し、利用者に国家による

賠償として退院準備金を保証 し、利用者中心の制度設計にすること。

・国策として隔離収容を進めてきたことを国は謝罪 し、人権問題 として地域移行支

援事業・退院促進事業の法定化をすること。

A-6 障害児サー ビスについて                     ,
・ 児童福祉法での位置づけの明確化。

・ 通所施設の一元化。

・ 障害児通所施設の専門スタッフが保育園等を支援する仕組みを作る。

・ 放課後デイサービスの充実。I型なみの単価を求める。

・ 放課後デイサービス事業の利用年齢は、18歳 になった時または特別支援学校高等

部卒業の時を期限とする。

・ 短期入所の充実 (医療的ケアが必要な児童も利用可能とする)。

・ 重症心身障害児通園事業の法定化と充実。
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・ 重症心身障害児者療育の一貫支援体系の維持。

、0肢体不自由児施設の施設給付費の見直し』を、『肢体不自由児施設の施設給付費の

改善。

・ 障害児施設の学校と特別支援学校の職員の基準を含めたあらゆる面での格差是正。

・ 特に障害児についての家族支援は、重度の障害児場合、長時間サービスが必要だ

が、重度訪問介護の対象になっていない。これを対象にするのは法改正が必要な

ため、当面は、家事援助・身体介護などで長時間の見守り待機を制度の対象に認

めて活用すべきである。 (特に人工呼吸器利用などの障害児)。

A-7 サー ビス基盤整備について

1)相談支援体制の強化

・ 障害程度区分認定廃止にむけた、相談支援体制の検討と充実が必要。

・権利擁護の観点から支給決定と相談支援を切 り離す。

・障害程度区分に代わる支援の必要性を判断する相談支援体制づくりが必要。

・都道府県、市町村における拠点となる相談支援機関の法定化。

。当事者によるピアサポー トの相談支援事業の制度化が必要。介護保険優先により介

護保険のケアマネによる利用抑制がなされ、生存に必要な介護が受けられずに命

を落とす例が多い。障害者 自立支援法でもケアマネが押しつけられたら同様にな

る懸念があり、事実起きている。障害者のニーズを見ないケアマネージメン トの

制度化には反対する。

・ ケアマネジメン トを必要とするすべての人にサービス利用計画を作成するための

義務的経費化が必要。

・ 行政からもサービス提供組織からも独立した専門的相談支援事業の確立。

・ 障害種別を超えた相談支援体制の検討と実現 (コ ミュニケーション障害支援も含

む)。

・ アセスメント、意向調査、ケア計画、モニタリングなど、障害者の地域における

支援技法としてのケアマネジメン トをしつかりと制度的に取 り入れるとともに、

知的・身体・精神等の障害特性に基づく各専門職種の専門性を尊重し配慮 した制

度にすることが重要である。

・ ろうあ者相談員制度の構築。

・ 「本人中心の計画」作 りのシステムをつくること。

・ ケアマネージメン トは「中立・公平」「家族あつての自立」とい う政府方針は撤回

されるべき。

・ ケアマネジメン トについては支給決定の上限設定や市の内規に影響されないかた

ちで本人のニーズに基づくサービス利用計画を作成できるような環境をつくる。

まず本人中心の計画を作成できるしくみをつくり、その後相談支援体制について
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検討する。

本人のエンパヮーメン トに基づく「本人中心の計画」作 りのシステムを。その際、

本人中心の利用計画は地域生活を継続するためのケアマネジメン トとし、相談支

援専門員を増員 しマンツーマン体制の相談支援体制とすること。

障害年金、障害者手帳等すべて、申請主義である現行制度を改め、障害を持つこ

とが明らかになつた時点で、支援制度が利用できるシステムの構築。ケアマネー

ジメン ト体制の充実が求められる。

相談員の養成、研修、身分保障を含む質の向上のための財源の確保。

当事者の相談支援事業への参画 (ピアサポー ト、ピアカウンセラーなどの職業的

位置づけの明確化と育成 )。

精神障害者の家族同士のピアサポー トの制度化 (知的障害者相談員制度と同様に)。

成年後見制度利用に要する費用の個別給付化。

成年後見制度は権利条約に抵触するので、代わる自己決定支援制度を設ける

高次脳機能障害支援普及事業を政令指定都市、中核都市にも拡大実施する。

セルフケアマネジメン トの推進

特に身体障害者については、高齢者と同様の専門家がケアプランを作成する

仕組みではなく、サー ビスを利用する障害者自身が自らのケアプランを作れる

ようになるように、障害当事者である相談支援員がエンパワメン トの視点で相

談支援する仕組みを推進する。なお、障害当事者である相談支援員が全国的に

不足している現状を鑑み、現在の受講要件を抜本的に改正 し、既に実質的に当

事者の相談支援を行っている全国の障害者団体の当事者並びに当事者によつて

特に推薦 された職員は、この当事者相談支援員として認める仕組みを早急に構

築する。同時に、これ ら相談支援員は、特定の地域での相談支援員でなく、全

国的 レベルで相談を受けられる相談支援員 として認定する仕組みが必要である。

具体的には、

・例えば、最重度障害者の地域移行支援のノウハウを持つ全国団体が東京な

どに相談支援事業所がある場合、東京の市区が指定した特別相談支援事業所

を九州や北海道の最重度の障害者が相談支援機関として使えるようにする。

・地方の障害者団体 (任意団体)の 自主的な相談実務も、実務経験 (5年経

験が必要)と してカウン トし、5年間団体で相談に従事すれば受講資格を認

め、特別相談支援の指定が取れるようにする。

・地方の団体が、ノウハ ウのある全国規模の支援団体と綿密な連携がとれて

いるばあいは、全国規模の支援団体の出先機関として指定を受ける仕組みと

する。即ち、5年の相談実務経験がなくても特別相談支援の指定が取れるよ

うにする。
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・上記のようにして、過疎地でも障害者が事業所を選べる整備を行い、同時

に障害者が遠方のどこの指定特別相談支援事業所に利用計画を頼ことが可

能な仕組みとする。即ち、市町村の支給抑制の意向にそつた地元の特定相談

支援事業所以外でも利用計画を容易に作製 してもらえる制度の構築が不可

欠。

・その際の相談支援員の費用 として、遠隔地の事業所から利用者 自宅への月 1回の

相談支援に必要な交通費や移動時間に要する相談員の時給等を公的費用で行 う必

要がある。

・ 相談支援専門員研修の受講資格が自立支援法では介護保険に準ずる制度とされ門

戸が狭まっている。相談支援におけるピアサポー トの重要性を鑑み、障害者団体等

で相談支援をやつていた実務経験を要件として、当事者が容易に受験資格を得られ

るようにすること。

2)自立支援協議会について

。自立支援協議会のあり方についての検討 (先進市町村の実態調査などを行 う)。

・ 自立支援協議会設置の市町村への義務化。

・市町村への設置義務化を促進する。本協議会の存在根拠を法定化により担保する。

・ 自立支援協議会設置の都道府県及び市町村への義務化 (法定化 )。

・ 自立支援協議会がサービス抑制のツール となつている場合があるので、当事者中

心の委員構成とし運営の改善を図る。

・ 自立支援協議会は地域福祉計画、障害者計画を立案 し積極的に障害者施策提言を

行い、社会資源の開発、地域生活のための基盤整備をするための機関としての役

割を課すべきである。

・ 自立支援協議会の委員の構成は障害当事者を過半数とすること。

。国レベルの自立支援協議会 (障害者全国団体で構成)力 地`方の協議会が誤つた場

合に指導できる権限を持たせる。自立支援協議会がヘルパー時間数の抑制のツー

ルに転化 しないようにする。

3)障害福祉計画基本指針のあり方の検討

・ 2011年 (平成 23年 )夏頃に予定される基本指針のあり方の検討。

4)人材育成と研修強化

・サービス管理・提供責任者の研修の質の向上。定期的研修の義務づけ。

・新人とベテランの 2人体制での 0」Tの費用に対する補助。

・重度訪問介護のように、 2、 3日 で研修 し利用できるヘルパー資格を継続する。

・介護福祉士は、従来どお り3年間の実地経験で受験資格を与えるべき。

・福祉施設、福祉事業所がその従事者 (ホ ームヘルパーを含む)に対 して医療的ケア

の実務者研修を受講できるように支援が必要。

・社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の養成課程に当事者による地域自立生活
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5)

のカリキュラムを加える。                     '
・障害をもつヘルパー養成の強化。

・相談支援におけるピアサポー トの重要性を鑑み、障害者団体等で相談支援をやつて

いた実務経験を要件として、当事者が容易に受験資格を得られるようにする。

地域におけるサービス提供基盤の計画的整備

・地域における障害福祉サービス提供基盤を面的に整備 し、サービスの均点化等を着

実に進めるべきであり、そのため計画及び、公的助成を充実するべきである。

国 0自治体の財政負担

・国庫負担基準の撤廃。新法制定までの間は、基準の告示額を 「上限なし」に改正す

ることで対応。

・障害者が集中する市町村の財政負担への対応 (出 身自治体にも負担)。 新法制定まで

の間は、居住地原則 と居住地特例を半分ずつ適用することで対応。

・長時間介護 (た とえば 1日 8時間以上)の部分の市町村負担を軽減または負担なし

に。新法制定までの間は、1日 8時間以上の給付費の 25%を市町村に補助する制度

を、都道府県地域生活支援事業の必須事業として創設し、統合補助金とは別枠で予

算を配分。

24時間重度訪問介護の実施を全国の全市町村で行 うため、 8時間以上の長時

間部分は国と都道府県で費用負担すること。 
′

0障害保健福祉サービスの計画整備に要する財政的支援を各都道府県に保障し、実施

主体である市町村が基盤整備できる体制支援が必要である。

サービス報酬について

0日 額制を月額制にし、単価の大幅増を行 うこと。

とくに精神障害者の通所率は全国平均で 60%である。

障害福祉サービスは生活全般にわたる継続的なもので、単なる利用実績による

報酬はなじまない。福祉サービスの提供は、その費用のほとんどが人件費であ

る。 日払い方式の中で人件費の安定的な確保のため、各法人 ◆事業所ではさま

ざまな努力を重ねているが、職員の削減、非常勤化、待遇の低下が避けられな

い状況にある。このことは利用者へのサービスの質の低下につながりかねない。

・日額 ◆月額併用制度にすること。

利用契約時に利用者合意の下、個別支援計画上、単一事業を継続 してほぼ毎 日

利用する場合は月払い報酬 とし、個別支援計画上、複数の事業を組み合わせる場

合や特定の日利用の場合は日払い報酬とすること。0日 払い方式 (日 額制)の堅持。

日払い制度は、利用者にとって暮 らしの多様性に応じて必要なサービスを選択で

きる方式なので、当事者主体の視点で堅持すべき。ただし日払い方式で事業運営が

A-8

ｎ
υ一

■
ハ
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可能な報酬単価に引き上げることが前提。

・ 報酬単価の見直し、検討。

・ サービスの質の向上及び、福祉・介護人材の定着・育成を促進する観点から、報

酬を充実する必要がある。

・ 短期入所支援の実態を踏まえ、また、更なる量的整備等を図る観点から、短期入

所サービス費を充実する必要がある。

・ メニュー実施によらなければ事業所運営ができない状況の改善。

・ 事務職員の報酬確保。

・ 会話に文字盤や意思伝達装置を要する場合の 15%加算を全市町村で保障する。

・ 施設入所支援の職員配置が少ないので日中の職員で埋めている状況の改善。

・ 就労継続支援の配置は 10:1で 、従来の授産施設の7.5:1よ り低いため、

改善すること。

・ 加算は極力廃止し、報酬本体に。重度訪問介護の移動加算は廃止 してその予算は

本体単価引き上げに使 うべき。ただし、重度訪問介護と居宅介護の特定事業所加

算は廃止 しない。

・ 就労継続支援A型事業において、有給休暇取得を前提とした報酬とすること。

・ 就労継続、就労移行、自立訓練などの訓練等給付の事業についても、介護給付の

事業と同様に支援の必要度に応 じた報酬 とする。

・ 障害者福祉従事者が公務員と同等の賃金で働けるような仕組み (補助金等)の確

立。

・ サービス利用計画の作成について、アセスメン トを行つた時点から報酬を算定す

るよう見直すこと。

・ 生活介護や就労継続支援 B型などの日中サービス全般において長期間利用がない

利用者等に対する、家族との調整等の支援について、報酬上評価すること。

・ 通所事業所の運営に対して基本的保障が必要。

A-10 障害者福祉を壊しかねない地方分権化への懸念

・事業所の指定基準その他の基準の条例化 (地方裁量化)、 補助金の一括交付金化など

が強行されようとしてお り、最低基準が確保できる見込みのない分権化に反対する。

・障害者制度のような国の責任で行 うべき制度は、地方分権政策から除外すること。

・障害者福祉は、マイノリティに対する施策であり、地方分権になじまず、む しろ国

の関与を一層強くすべき。 たとえば地方分権が最も進んでいる北欧では、長時間

のホームヘルプ利用者については、国が全額を費用負担するなど、命を守る最低限

の施策については、国が強力に関与 している。

・指定基準はそれを満たしたら必ず指定 しなければいけない制度だが、各都道府県で

国の基準を不法に強化 して、たとえば、東京都は、居宅介護事業所 と重度訪問介護
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事業所と介護保険居宅介護支援事業所が同じフロアにあってはいけない (壁で区切

つて行き来できないようにして出入 り口も別に作る)規制を行 うなどの問題がある。

重度訪間介護事業所が不足している中、問題である。分権化するとこれが違法でな

くなるので、指定基準の分権化は反対。

A-11 その他

・前政権下で出された自立支援法改正案の早期制定 。実施。その場合、新法への移行

時期を明記する。

・本部会での議論のうち、法改正が必要な早急な課題については自立支援法改正を求

めるが、それ以外は本部会および推進会議の結論を持って総合福祉法の制定をする

べき。

・厚労省の官僚主導で作成 した法案であり、そのままでは賛成できない部分が多くあ

る。たとえば、特定相談支援事業者が作成 したサービス等利用計画に基づいて、市

町村が障害福祉サービスの支給決定を行 うと、特定相談支援事業は指定権者 として

の市町村の意向に逆らえないので、サービス等利用計画が抑制的な内容になる。

・介護保険との関係の見直 し (介護保険優先条項の撤廃など)。

・ 65歳になっても、本人の自己決定で福祉サービスを選択できるようにすること。

・施設入所支援 +生活介護の利用者は介護保険の被保険者から除外された。再考すべ

し。

・新法制定までの間は、課長通知の改正による例外の拡大で対応すること。

・介護保険でも見守 りができるようにする。

・障害者自立支援法でも介護保険でも、24時間の見守 り、待機ができるようにする。

・介護保険対象者には自立支援法が利用しにくいように運用 している自治体があるが、

是正する。

・新体系移行措置 (2012年 3月 まで)の期限延期。

・移行時安定化事業の平成 24年以降の延長を求める。

・新体系に移行 した施設の運営が安定できるように、小規模作業所がNPO法 人化 し

た場合、会計士に支払 う費用への助成等一層の支援が必要。

。障害者 自立支援対策臨時特例交付金事業の継続 (2013年 7月 まで)。

・報酬の改善等の措置により新体系への早期移行を行 うこと。

・就労継続 A型事業の維持及びB型事業からの移行促進に向け、支援策を講 じること

(仕事の確保策、営業職員の配置、生産設備等の導入・更新支援策等)。

・無認可作業所の移行先を地域活動支援センターに限定する自治体がある現状をふま

え、希望する事業への移行が可能となるよう必要な移行策を講ずること。

・請求、更新手続きの簡素化。

・頻繁な制度の見直しをしない (施行後 3年程度は変更しない)。
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・ 自立支援法第 1条を 「障害者および障害児が、自ら選択 した場で自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるように」に修正する。

・来期予算にかかわる障害者施策緊急対策を立案する。

・安定 した財源を確保 し持続可能な制度にする必要がある。

・心身障害者扶養保険制度の見直し。

・法定雇用率の改善等、障害者雇用促進法を抜本的に改正すること。

・障害者介護給付費等不服審査会の設置規定の中の 「市町村のサービス支給基準を審

査基準として判断する。すなわち、当該基準が公平かつ適正に適用されるかどうか

を中心に審査を行 う」 との文言を削除する。

・生活福祉資金の貸付事業 と同様に、国直営または国が委託する方法で、民間アパー

トを障害者が容易に借 りられるように保証人サービスや家賃保証の仕組みを充実す

ること。

<関連領域>
・ 民法の扶養義務制度の見直し。

・ リハビリテーション医療における診療報酬の見直しと、180日 制限の撤廃。

・ 訪問看護師の派遣時間などの拡充。

・ 医療的ケアを必要とする人も増え、在宅生活の継続には、医療 と福祉の両面から

の支援が不可欠 となつている。訪問介護を障害者福祉サービスの括 りにして、訪

問看護療養費を重度心身障害児者医療助成制度の対象とすることが必要。

・ 社会的雇用の制度化に向けて、先行事例の検証を行 う。

・ 就労支援の充実 (特例子会社を含め、一般企業で働けるような制度づくり)。

・ 障害者就労・生活支援センターの運営と箇所数の増加。

労働 と福祉の縦害1り 補助金制度の見直し。障害保健福祉圏域に 1か所という

位置づけでは就職後のフォローの必要な人々の増加に対応できない。

・ 所得保障の充実の早期実現、障害者向け所得保障の整備を図る。

実態把握 (生計状況、無年金障害者の原因実態)を行 う。

・ 無年金障害者対策 (特別障害給付金増額と対象拡大)。

・ 特別障害者手当ての支給対象の拡大 (知的障害分野のニーズも公平に配慮)。

・ 障害者の「住宅手当」制度の創設。

・ 障害者の住宅政策の確立。

・ 障害者差別禁止法を早期に制定すること。

・ 障害者差別禁止法を制定すること。

・ 障害者権利条約を十分な議論を経てできるだげ早期に批准し、国内法を整備する。

・ 特別支援教育の見直し。

・ 特別支援学校教員の養成にあたつては現行の4年に加えプラスニ年の手話点字の
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能力を備えた教員を養成する。

・ 教育の場で教員の研修、副読本の発行など、低学年からてんかんについての正し

い知識を教えること。

・ 「情報 0コ ミュニケーション法 (仮称 )」 の制定。

・ 「総合福祉法」と整合性をもつ難病・慢性疾患対策の対策推進チームを発足させ

ること (当 事者をしかるべき割合で含む)。

・ 難病対策の拡充 (医療費公費負担対象の拡充、高額療養費制度の限度額引き下げ、

小児慢性特定疾患の公的支援の年齢の空白を埋めること、新薬の開発・早期認証、

医療型療養施設の増床、難病 0慢性疾患患者の就労支援策の推進、生活実態調査

の実施、医療費助成 (特定疾患治療研究事業)における地方自治体の超過負担の

解消、難病相談支援センターの運営費の充実、全国難病センターの早期設置など)。

・ 高次脳機能障害者の支援体制整備の拡充が必要。

・ 高齢知的障害者対策の充実・促進。

・ 虐待防止法の早期制定。

・ 虐待防止の法制度ができるまで、障害者自立支援法第 2条の修正を行い、虐待防

止のための連携拠点、相談窓口を市町村に設置する (第 77条の確実な実施 )。

・ 成年後見人制度利用に要する費用の個別給付化。

・ 成年後見制度は権利条約に抵触するので、代わる自己決定支援制度を設ける

・ 精神保健医療福祉の予算の組み換えを、病院から地域へ、医療から福祉へ行 うこ

と。

・ うつ、アルコール依存症、認知症の予防。国をあげて 「フレックス大作戦」、「銭

湯大作戦」、「歌 う大作戦」、「散歩大作戦」等を展開すること。

・ 社会的入院の解放、精神科病床の削減、精神科特例の廃止、他科並みの診療報酬

値上げすること。

・ 精神科において往診や地域の小さな有床診療所あるいは総合病院精神科病床の充

実が必要。

・ 精神保健福祉法は福祉部分は総合福祉法に、医療部分は医療法に統合する。

・ 精神保健福祉法は廃止 し、福祉部分は総合福祉法に、医療部分は医療法に統合す

る。

・ 精神保健福祉法の改正については、現状を十分に踏まえての対応が必要である。

・ 精神科特例の廃止。

・ 心神喪失者等医療観察法の即時廃止。

・ 精神障害者にも平等な交通運賃割引制度を広げること。

・ てんかんや精神障害者にも平等な交通運賃割引制度を広げること。

・ 入院時個室利用助成を行 うこと (障害のために個室が必要な障害者)。

・ 「人工呼吸器をつけたら長生きしてしまいますよ」などの人権無視の発言をやめ
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る。

法令等における「障害」の表記の検討に当たつては、「障碍」を候補としてほしい。

「福祉 0介護人材の処遇改善事業」助成金について、全ての職員を対象とすると

ともに、生保 。社会事業授産施設も助成対象とすること。

公営住宅の優先入居、保証人制度の充実等、障害者の住宅政策の充実を図ること。

苦情解決。

医療型療養病床の増床を早急に行 う。

実態 とニーズに応 じた家族支援を行 う。

健康に関する障害には世界保健憲章・地域保健法の理念を基調 とする支援を行 う。

「医療モデル」から「社会モデル」への移行という懸念。

地域住民の相互支援等、いろいろなピア活動とボランティア精神の推進。

障害者に対する受診拒否及び入院拒否に関する禁止事項を医療法に盛り込む。

法定雇用率を引き上げ、雇用納付金会計の収入の増加の財源を使い、就労時間中

や通勤時間中に、必要な人に必要なだけの介護をつける。その際、現行制度の方

式のほか、指定居宅介護事業所や移動支援事業所のガイ ドヘルパーも選べるよう

にする。

精神医療福祉の充実のために OECD並の精神科医療費の確保と福祉制度の充実。
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B 新法の作成準備のために早急に着手すべき課題 :調査、情報収集、試行事業等

B-1障害範囲の拡大にむけ法の狭間にいた人たちの実態やニーズの調査研究
0身

体、知的、精神 とい う二つのカテゴリーによる分類の妥当性を検討すべき。とりわ

け、てんかん、難病、発達障害、軽度障害、さらに従来「障害」とは認定されていな

いものの、「さまざまな心身のファクターの複合で実質的に社会生活上の不都合を被

つている人」などを広 く網羅する障害の定義を検討する。

・当面、行政が名簿の掌握できるすべての特定疾患患者の生活実態調査を行 う。

・難病、慢性疾患について特別な体制を組み、集中的に実態調査や支援の検討を行 う。

・「難病」「
1曼性疾患」について定義を深める必要がある。どちらかと言えば、医療面で

の助成を講じるべき。

・制度の狭間、谷間にいる人たちのニーズ調査を早急に行う。

B-2 その他の調査、既存情報の収集 0分析

・入所施設待機者の調査、地域移行 した人の調査、入所者・入院者の調査を行 うこと。

・療養型ベッド、刑務所、ホームレス、引きこもりなどの人々の調査も必要。

・国が保有 している調査結果の再作成、行政資料の開示・整理、自治体や団体が行つて

いる調査の集約、海外の関係資料など。

・部会に入つていない団体等とのヒアリング (地方の団体や自治体なども含む)。

・障害者福祉サービスの担い手の賃金、労働条件等に関する調査を行 うこと。

・NICUや一般病棟に長期間滞留する「超重症児」 「準超重症児」の実態調査。

B-3 二―ズの個別評価 口支給決定方式に向けて

・新たな支給決定プロセスの構築にむけて、1次審査、障害程度区分についての現状分

析と評価を行い、客観的指標 (ガイ ドライン)のあり方を検討する。

・法改正にむけての障害程度区分に代わる支給決定のガイ ドラインの検討。

・本人のニーズを中心とした支援計画策定に基づく支給決定プロセスの検討と、ニー

ズ判定のための第二者機関確立。

諸外国の仕組みの調査、市町村の独自の取 り組みの調査を含む。

・本人のニーズを中心とした支援計画策定に基づく支給決定プロセスの検討。

B-4 パーソナルアシスタンスにむけての検討

0介護給付のあり方を見直 し、新法のパーソナルアシスタンス化に向けて検討する。

ただし、24時間介護制度が実現 していない市町村でこれを行 うと「安上がり福祉」

を実現するツールになってしまうので、 1日 24時間 (月 744時間)の支給決定を実

施 している市町村に限って、モデル事業として行 うべき。

26



B-5 社会的雇用モデル事業の実施

・制度創設のために不可欠な「社会的雇用事業所の規定 (条件)」 、「賃金補填の対象と

する障害者の基準」、「労働へのインセンティブが働 く賃金補填システムのあり方」

の 3点を試行事業を通じて検証。

・社会的雇用において、雇用の前後における本人の総所得と社会的コス トの変化を検

言正。

・税徴収などの特別な配慮は必要であるが、一般就労者 との整合性を鑑みる必要があ

る。

B-6 重症心身障害児者地域自立生活展開総合推進事業の実施

・重症心身障害の人の地域自立生活の推進や、施設からの地域生活移行及び、地域活

動拠点における活動展開の推進等々を、総合的に各自治体で捉え、地域自立支援協

議会 とも連携 し、推進 していく事業の実施。各自治体での具体的な地域での総合推

進計画に基づき重症心身障害者の地域生活実態を創造・構築 していく事業展開を取

り急ぎ進める。

B-7 新体系への移行が進まない理由の実態調査

B-8 新制度の検討の視点と方法

・理想 とする制度を視野に置きつつ、これまでの諸制度の経緯や検討内容、従来の制

度の継続性や安定性、社会全体からの理解、財政面も含めた多角的検討を行い、理

想 とする制度に、段階的、計画的に前進させていく等、裏付けと現実感のある検討

が必要。

・障害者権利条約、「基本合意文書」、および推進会議で示された方向性を基本にする

こと。

・障害者権利条約が掲げる障害の社会モデル、自立生活と地域社会へのインクルージ

ョン等に基づく制度設計。

・そもそも障害とは何か、権利条約や ICFの視点も含めて基本議論を行 うべき。

・「障害児支援の見直しに関する検討会」報告書 (2009年 7月 )をふまえる。

・就労も重要だが地域で安寧な生活を送ることも価値ある社会参加である。

・拙速は避け、十分な議論と検討期間をとること。

・わかりやすい文章で意見を出そう。

・難病分野の多様性を反映して部会の当事者委員の追加をもとめる。

・くるくる変わる制度に振 り回されて、利用者・家族、福祉現場、行政が疲弊 してい

る。今後の改革は見通 しがもてるものでなければならない。
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。施設や事業者が無理なく事業を継続でき、新たな事業者の参入にインャンティブが

働 く制度でありたいが、専門性 と離脱 している事業者の参入を監視する必要もある:

B-9 ロー ドマップの明確化

・新法制定・実施時期、それまでの現行法・障害程度区分・特別対策基金事業の助成

措置等の取り扱い、既存審議会との関係など。

B-10 苦情解決と第二者評価の機能強化

・十分機能 しているとは思われないので、再度現状を把握しその課題を検討すべき。

:行政不服審査は、憲法第 76条 に従つて司法に移す必要がある。

・社会福祉関連訴訟は、憲法 14条に保障される権利が履行されるように、訴訟費用

免除の方策が講 じられるとともに、社会福祉専門裁判所 (仮称)を新設することが

必要である。

・障害者介護給付費等不服審査会の設置規定の中に 「市町村のサービス支給基準を審

査基準として判断する。すなわち、当該基準が公平かつ適正に適用されるかどうか

を中心に審査を行 う」との文言がある。 しかしその支給基準が本人の生命を脅かす

ことが起こっている。東京都においても 6割の案件が却下されている。この設置規

定における条項を早急に削除すること。

・障害者介護給付費等不服審査会は形式的な審査ではなく、障害者自立支援法 2条の

市町村の責務の 「自立した生活のできる支給決定をすること」力`されているかどう

かを審査する形に変える。

・不服審査会では、障害者本人が希望 した場合は審査会で本人が意見を述べることが

できるようにする。

C その他

1 「総合福祉部会」と他機関との関係の明確化

1)「障がい者制度改革推進本部」、同 「推進会議」との関係の明確化。

2)社会保障審議会障害者部会との関係整理が必要。

3)本部会で議論された緊急課題を予算に反映させていく手続きの明確化。

4)障がい者制度改革推進会議の設置法を制定すること。

5)「障がい者制度改革推進本部」、同 「推進会議」との相反意見がないよう、調整

を行 うこと。

・福祉部会における難病・慢性疾患に関する審議は、医師を含めた特別の体制 (集

中審議または専門部会の設置など)を作って行 う。
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